
は
じ
め
に

一
　
妥
協
か
ら
党
合
同
を
経
て

　
１
　
一
八
六
七
年
の
妥
協
と
責
任
内
閣
制

　
２
　
デ
ア
ー
ク
党
政
権
期
の
歴
代
内
閣

　
３
　
一
八
七
五
年
の
党
合
同
か
ら
テ
ィ
サ
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
内
閣
ま
で
（
以
上
、
本
号
）

二
　
自
由
党
政
権
後
期

三
　
憲
法
危
機
と
君
主
国
末
期

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　
一
八
六
七
年
の
妥
協
に
始
ま
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
二
重
君
主
国
時
代
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
治
の
捉
え
方
に
は
、
ゲ
ル
ハ
ル

ド
・
ペ
ー
テ
ル
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
対
立
す
る
立
場
が
存
在
す
る

(

１)

。
一
方
に
は
、
妥
協
は
国
内
の
諸
民
族
か
ら
も
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
話
者

論
　
説

二
重
君
主
国
期
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
責
任
内
閣
制
の
運
用
（
一
）

平
田
　
武
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の
多
数
派
か
ら
も
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
比
較
的
狭
隘
な
ま
ま
に
保
た
れ
た
有
権
者
層
の
間
で
の
公
開
投
票
を
前
提
に
、
自
由

党
政
権
（
一
八
七
五
〜
一
九
〇
五
年
）
の
下
で
制
度
化
さ
れ
て
い
く
腐
敗
・
選
挙
干
渉
に
よ
っ
て
し
か
支
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
る
ゲ
レ

ー
・
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
ュ
の
主
張
が
あ
る

(

２)

。
ゲ
レ
ー
は
、
選
挙
地
理
上
ⅷ
馬
蹄
ⅸ
形
に
分
布
す
る
（
少
数
民
族
政
党
が
選
挙
ボ
イ
コ
ッ
ト
戦

術
を
と
っ
て
い
た
た
め
に
、
政
府
支
持
派
候
補
者
の
金
城
湯
池
と
な
っ
て
い
た
）
少
数
民
族
居
住
地
域
の
与
党
の
支
持
基
盤
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
語

話
者
の
居
住
す
る
中
央
部
の
野
党
支
持
の
ⅷ
軸
ⅸ
と
の
間
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
浮
動
票
地
域
が
、
と
り
わ
け
こ
う
し
た
腐
敗
や
選
挙

干
渉
の
温
床
に
な
っ
た
と
い
う
、
一
見
す
る
と
魅
力
的
に
見
え
る
仮
説
を
提
示
し
た

(

３)

。
他
方
で
、
サ
ボ
ー
・
ダ
ー
ニ
エ
ル
は
ゲ
レ
ー
に

反
論
し
て
、
自
由
党
政
権
期
に
は
（
自
由
党
が
分
裂
し
て
臨
ん
で
敗
北
を
喫
し
た
一
九
〇
五
年
選
挙
を
除
く
と
）
過
半
数
の
選
挙
区
で
候
補
を

立
て
た
野
党
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
選
挙
で
勝
利
す
る
可
能
性
が
一
つ
の
政
党
に
し
か
な
い
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
政
党
制
が
存
在
し

た
と
指
摘
し
、ⅷ
金
銭
と
か
、
当
局
と
の
間
の
、
あ
る
い
は
経
済
的
な
従
属
関
係
と
か
が
、
最
終
的
な
勝
利
を
決
し
た
総
選
挙
は
、
当

該
時
期
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
ⅸ
と
主
張
し
た

(

４)

。
ツ
ィ
ー
ゲ
ル
・
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
ュ
も
サ
ボ
ー
に
与
し
て
、
選
挙
腐
敗
は
妥
協
以
前
に

遡
る
、
あ
る
い
は
戦
間
期
に
も
残
っ
た
現
象
で
あ
り
、
同
時
代
の
西
欧
諸
国
で
も
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
妥
協
体
制
の
維
持
が
そ
の

要
因
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ツ
ィ
ー
ゲ
ル
は
、
ゲ
レ
ー
の
選
挙
地
理
上
の
仮
説
を
、
選
挙
結
果
に
異
議
が
申
し

立
て
ら
れ
た
選
挙
区
の
地
理
上
の
分
布
を
調
べ
る
こ
と
で
検
証
し
、
ゲ
レ
ー
の
提
示
し
た
仮
説
を
否
定
し
て
い
る

(

５)

。

　
二
重
君
主
国
期
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
政
治
体
制
を
論
じ
る
場
合
に
は
、
同
時
代
の
論
争
に
も
考
慮
を
払
う
べ
き
だ
ろ
う
。
一
九
〇
五
年
か

ら
〇
六
年
に
か
け
て
、㈯
ブ
ダ
ペ
シ
ュ
ト
・
レ
ヴ
ュ
ー
㈷
誌
で
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
責
任
内
閣
制
の
未
成
立
を
説
い
た
、
ブ
ダ
ペ
シ

ュ
ト
大
学
法
学
部
で
政
治
学
講
座
を
担
当
し
て
い
た
コ
ン
チ
ャ
・
ジ
ェ
ー
ゼ
ー
と
、
彼
に
反
論
し
、
の
ち
に
㈯
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る

議
院
内
閣
制
㈷（
一
九
一
二
年
）
を
著
す
こ
と
に
な
る
デ
ア
ー
ク
・
ア
ル
ベ
ル
ト
の
間
で
戦
わ
さ
れ
た
論
争
の
こ
と
で
あ
る

(

６)

。
コ
ン
チ
ャ

は
、
改
革
期
に
お
け
る
議
論
の
中
で
責
任
内
閣
制
を
主
張
し
た
の
は
教
条
主
義
的
な
中
央
集
権
派
の
み
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
内
閣

二
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の
責
任
制
を
定
め
た
一
八
四
八
年
第
三
号
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
ⅷ
独
立
し
た
責
任
あ
る
政
府
ⅸ
の
強
調
点
は
む
し
ろ
ⅷ
独
立
し

た
ⅸ
に
置
か
れ
て
い
た
と
主
張
し
、
こ
の
法
律
が
内
閣
の
政
治
的
責
任
制
に
道
を
拓
く
条
項
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
、

基
本
的
に
は
法
的
責
任
制
を
確
立
し
た
（
副
署
大
臣
の
違
法
行
為
を
訴
追
・
弾
劾
で
き
る
）
に
過
ぎ
な
い
と
見
做
し
た
。
コ
ン
チ
ャ
に
よ
れ

ば
、
そ
も
そ
も
君
主
の
大
臣
任
免
権
が
存
在
す
る
限
り
議
院
内
閣
制
は
法
的
に
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
コ
ン
チ
ャ

は
、
そ
れ
は
道
義
的
に
、
実
践
の
上
で
成
立
す
る
慣
習
で
あ
る
と
主
張
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
こ
の
慣
習
が
、
適
切
な
政
党
シ
ス
テ
ム

の
発
達
を
欠
い
た
た
め
に
成
立
し
て
い
な
い
、
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ア
ー
ク
・
ア
ル
ベ
ル
ト
は
、
コ
ン
チ
ャ

自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、ⅷ
責
任
内
閣
ⅸ
の
要
求
は
改
革
期
末
に
は
議
会
反
対
派
の
綱
領
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
一
八
四
八

年
第
三
号
法
は
内
閣
の
法
的
責
任
制
の
規
定
の
他
に
、
政
治
的
責
任
制
を
も
可
能
に
す
る
条
項
を
備
え
て
い
る
こ
と
（
予
算
・
決
算
の

年
次
提
出
義
務
、
大
臣
の
議
会
へ
の
出
席
・
応
答
・
文
書
開
示
義
務
、
等
）、
そ
れ
が
法
制
定
者
の
意
図
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
議
院
内
閣
制
が
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
の
要
因
は
、
政
権
を
担
い
得
る
綱
領
を
備
え
た
二
大
政
党
に
よ
る
政
権
交
代
が
実

現
し
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
た

(

７)

。
こ
の
論
争
が
、
選
挙
に
勝
利
し
た
議
会
多
数
派
と
国
王
の
対
立
を
背
景
に
議
会
外
内
閣
が
任
命
さ
れ

た
一
九
〇
五
〜
〇
六
年
の
憲
法
危
機
を
背
景
と
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
二
重
君
主
国
期
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
政
治
発
展
を
考
察
す
る
際
に
は
、
選
挙
権
の
幅
に
大
き
な
変
動
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
主
と
し

て
こ
の
政
府
の
（
政
治
的
）
責
任
制
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
辿
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う

(

８)

。
実
際
に
こ
れ
を
試
み
た

政
治
学
者
も
い
る

(

９)

。
た
だ
し
、
ヴ
ィ
ー
ネ
ル
・
ジ
ェ
ル
ジ
の
論
文
は
、
先
に
引
用
し
た
デ
ア
ー
ク
・
ア
ル
ベ
ル
ト
が
執
筆
し
た
二
〇
世

紀
初
頭
の
著
書
な
ど
を
典
拠
と
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
よ
り
最
近
の
政
治
史
研
究
の
成
果
に
も
依
拠
し
て
検
証
し
よ
う
。
検
討
す
る
の

は
、
各
内
閣
の
倒
閣
の
原
因
、
後
継
内
閣
の
組
閣
に
際
し
て
の
首
班
指
名
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
、
君
主
の
果
た
し
た
役
割
な
ど
だ
が
、

と
り
わ
け
組
閣
交
渉
は
（
謁
見
し
た
者
が
日
記
な
ど
を
つ
け
な
い
限
り
）
文
書
で
の
史
料
が
残
ら
な
い
国
王
と
の
謁
見
の
場
で
進
め
ら
れ
て

三
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お
り
（
君
主
の
許
可
な
く
謁
見
の
内
容
を
報
道
機
関
に
漏
ら
す
こ
と
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
い
た
）、
詳
細
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い

が
、
可
能
な
限
り
客
観
的
な
記
述
を
試
み
よ
う
。
国
王
に
首
相
の
辞
任
が
一
度
受
け
入
れ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
後
に
同
じ
首
相
が
再
任

さ
れ
た
場
合
で
も
、
内
閣
危
機
と
し
て
扱
う
。

一
　
妥
協
か
ら
党
合
同
を
経
て

　
１
　
一
八
六
七
年
の
妥
協
と
責
任
内
閣
制

　
六
七
年
の
妥
協
に
至
る
交
渉
に
際
し
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
皇
帝
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
王
フ
ェ
レ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ジ
ェ
フ
（
フ
ラ
ン
ツ
・

ヨ
ー
ゼ
フ
）
が
最
も
強
く
抵
抗
し
た
の
が
、
前
皇
帝
＝
国
王
が
一
八
四
八
年
四
月
に
裁
可
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
の
責
任
制
を
復
活
さ

せ
る
こ
と
で
あ
っ
た

(

ヮ)

。
他
方
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
議
会
の
実
質
的
な
指
導
者
で
あ
っ
た
（
六
一
年
議
会
で
も
、
六
五
年
召
集
議
会
に
お
い
て

も
、
議
会
開
会
時
の
玉
座
演
説tr

㊖onbesz
㊖ed

に
返
答
す
る
下
院
の
上
申
文
書felirat

作
成
を
主
導
し
た
）
デ
ア
ー
ク
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
が
譲
ろ
う

と
し
な
か
っ
た
の
も
こ
の
点
で
あ
っ
た
。
妥
協
へ
向
け
た
試
み
は
六
〇
〜
六
一
年
に
挫
折
し
た
の
ち
に
、
六
五
年
に
再
開
さ
れ
て
い
た

が
、
六
六
年
の
普
墺
戦
争
に
お
け
る
敗
北
を
経
て
、
対
プ
ロ
イ
セ
ン
報
復
を
最
優
先
す
る
前
ザ
ク
セ
ン
王
国
外
相
Ｆ
・
Ｆ
・
ボ
イ
ス
ト

の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
外
相
就
任
を
俟
っ
て
初
め
て
、
妥
協
交
渉
に
お
い
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
二
重
制
と
ハ
ン
ガ
リ
ー

の
責
任
政
府
と
を
容
認
す
る
道
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る

(

ワ)

。
し
か
し
な
が
ら
、
六
七
年
に
若
干
の
（
些
末
と
は
言
え
な
い
）
修
正
を
施
し
た

上
で
復
活
し
た
一
八
四
八
年
第
三
号
法
に
規
定
さ
れ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
の
責
任
制
は
、
議
会
（
多
数
派
）
に
対
し
て
の
み
で
な
く
、

首
相
・
大
臣
の
任
免
権
を
有
す
る
国
王
に
対
し
て
も
政
府
が
責
任
を
負
う
、
従
っ
て
議
会
多
数
派
の
信
任
の
み
で
な
く
、
国
王
の
信
任

四
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を
も
必
要
と
す
る
、
二
重
の
責
任
制
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

⑴
　
一
八
四
八
年
四
月
諸
法
と
一
八
六
七
年
妥
協
に
お
け
る
責
任
内
閣
制

　
一
八
四
八
年
革
命
勃
発
の
最
中
で
、
当
時
の
ポ
ジ
ョ
ニ
（
現
在
の
ブ
ラ
チ
ス
ラ
ヴ
ァ
）
で
開
催
さ
れ
て
い
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
議
会
（
身
分

制
議
会
）
で
三
月
に
相
次
い
で
可
決
さ
れ
、
四
月
一
一
日
に
国
王
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ー
ン
ド
五
世
（
皇
帝
と
し
て
は
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
一

世
）
の
裁
可
を
得
た
、
い
わ
ゆ
る
四
月
諸
法
の
中
で
、
責
任
内
閣
制
を
規
定
し
た
第
三
号
法
（
と
、
選
挙
法
を
定
め
た
第
五
号
法
と
）
は
、

議
会
下
院
の
書
記
を
務
め
て
い
た
ギ
ツ
ィ
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
が
、
下
院
反
対
派
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
コ
シ
ュ
ー
ト
・
ラ
ヨ
シ
ュ
の
依
頼

で
起
草
し
た
も
の
で
あ
る

(

Ρ)

。
ギ
ツ
ィ
は
、
主
と
し
て
当
時
の
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
モ
デ
ル
憲
法
と
目
さ
れ
て
い
た
ベ
ル
ギ
ー
の
一
八
三

一
年
憲
法
や
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
連
の
憲
法
・
憲
章
、
ド
イ
ツ
の
諸
領
邦
の
憲
法
な
ど
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
八
四
八

年
第
三
号
法
は
、
第
三
条
で
ⅷ
陛
下
は
…
…
執
行
権
を
、
法
律
の
趣
旨
に
お
い
て
、
独
立
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
内
閣
を
通
し
て
行
使
し
、
あ

ら
ゆ
る
政
令
・
命
令
・
決
定
・
任
命
は
ブ
ダ
＝
ペ
シ
ュ
ト
に
所
在
す
る
大
臣
の
内
の
一
人
に
よ
っ
て
副
署
さ
れ
た
場
合
に
の
み
有
効
で

あ
る
ⅸ
と
、
大
臣
の
副
署
義
務
を
定
め
た
上
で
、
第
四
条
で
ⅷ
内
閣
の
す
べ
て
の
構
成
員
は
、
あ
ら
ゆ
る
職
務
上
の
行
為
に
対
し
て
責

任
を
負
う
ⅸ
と
定
め
、
不
可
侵
の
国
王
（
第
一
条
）
に
代
わ
っ
て
副
署
し
た
大
臣
が
責
任
を
負
う
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る

(

ヰ)

。
同
法

で
は
、
執
行
権
の
範
囲
、
内
閣
の
構
成
と
任
命
関
係
、
閣
議
、
既
存
の
官
庁
と
の
関
係
が
列
挙
さ
れ
た
後
に
、
議
会
と
の
関
係
が
触
れ

ら
れ
、ⅷ
大
臣
は
国
会
の
各
議
院
に
座
席
を
有
し
、
発
言
を
望
め
ば
、
聞
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
ⅸ（
第
二
八
条
）、ⅷ
大
臣
は
国
会
の
各
議

院
に
お
い
て
、
そ
の
希
望
に
応
じ
て
出
席
し
、
望
ま
れ
た
説
明
を
行
う
必
要
が
あ
る
ⅸ（
第
二
九
条
）、ⅷ
大
臣
は
公
文
書
を
、
国
会
の
各

議
院
の
要
望
に
応
じ
て
、
そ
の
議
院
自
体
、
ま
た
は
そ
の
議
院
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
派
遣
団
に
対
し
て
、
調
査
の
た
め
に
提
出
す
る

義
務
を
負
う
ⅸ（
第
三
〇
条
）
と
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
後
に
政
府
の
法
的
責
任
制
に
関
す
る
、
コ
シ
ュ
ー
ト
が
起
草
し
た
条
文
が
続
き

五
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（
第
三
二
〜
三
六
条
）、
大
臣
が
、
違
法
行
為
、
公
金
横
領
、
法
律
執
行
や
公
秩
序
維
持
に
お
け
る
不
作
為
を
根
拠
と
し
て
、
下
院
の
過

半
数
の
提
訴
で
、
上
院
か
ら
選
出
さ
れ
る
法
廷
に
お
い
て
弾
劾
さ
れ
る
こ
と
が
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
法
の
最
後
は
、
議
会
下

院
へ
の
年
次
予
算
・
決
算
提
出
義
務
の
規
定
（
第
三
七
条
）
と
、
給
与
に
関
す
る
暫
定
措
置
（
第
三
八
条
）
で
締
め
括
ら
れ
る

(

‾)

。
従
っ

て
、
同
法
は
、
法
的
責
任
制
を
明
確
に
定
め
て
い
る
他
に
、
当
時
の
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
知
ら
れ
て
い
た
諸
憲
法
を
範
と
し
て
、
比
較

的
広
範
な
政
治
的
責
任
制
を
ご
く
曖
昧
に
規
定
し
、
二
〇
世
紀
の
諸
憲
法
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
内
閣
不
信
任
制
度
の
規
定
は
備
え
て
い

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
他
方
で
、
法
律
の
制
定
者
た
ち
が
イ
ギ
リ
ス
の
国
制
上
の
慣
行
を
踏
ま
え
て
、
議
会
の
多
数
派
が
政
府
を
構
成
す
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
議
論
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
一
八
四
八
年
三
月
に
議
会
が
国
王
に
提
出
し
た
上
申
文
書
で
は
、
政
府
は
ⅷ
多
数
決
と

い
う
憲
法
原
理
に
相Ⅻ
応Ⅻ
しⅫ
いⅫ
発
露felel ㊖㊖os
kifoly

㊖as

ⅸ（
強
調
引
用
者
）
た
る
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
既
存
の
統
治
制
度
を
ⅷ
ハ
ン
ガ
リ

ー
の
責Ⅻ
任Ⅻ
政
府felel ㊖㊖os

m
inisterium

に
再
編
す
る
こ
と
を
、
す
べ
て
の
改
革
の
根
本
的
条
件
に
し
て
本
質
的
保
障
と
我
々
は
見
做

し
て
ⅸ（
強
調
引
用
者
）
お
り
、ⅷ
自
由
で
立
憲
的
な
国
に
お
い
て
は
、
立
法
権
と
執
行
権
と
は
緊
密
に
調
和
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
両
権
は
、
国
民
の
多
数
派
の
意
思
の
発
露
で
あ
る
人
々
に
よ
っ
て
し
か
行
使
で
き
な
い
ⅸ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

(

ヱ)

。
法
案
の
（
上
院

で
の
）
審
議
に
際
し
て
は
、
反
対
派
（
自
由
主
義
派
）
の
テ
レ
キ
・
ラ
ー
ス
ロ
ー
が
ⅷ
下
院
多
数
派
と
共
に
統
治
す
る
か
、
あ
る
い
は
辞

任
す
る
か
で
あ
る
ⅸ
と
発
言
す
れ
ば
、
保
守
派
の
セ
ー
チ
ェ
ン
・
ア
ン
タ
ル
は
ⅷ
事
態
の
自
然
な
成
り
行
き
と
し
て
、
最
終
的
に
は
、

多
数
派
な
し
で
立
憲
的
に
は
統
治
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
内
閣
に
多
数
派
が
な
け
れ
ば
即
座
に
辞
任
す
べ
し
と
解
す
べ

き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
助
言
者
を
自
由
に
選
択
で
き
る
王
位korona

の
権
利
と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
り
ま
し

て
、
こ
の
場
合
に
は
国
民
に
訴
え
る
の
が
権
利
で
あ
り
義
務
で
あ
り
ま
す
ⅸ
と
釘
を
刺
し
て
い
た

(

＿)

。

　
一
八
六
七
年
の
妥
協
交
渉
に
際
し
て
も
、
問
題
と
な
っ
た
の
は
こ
の
点
で
あ
り
、
国
王
・
保
守
派
が
四
月
諸
法
に
対
し
て
修
正
を
要
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求
し
た
の
は
、
ま
ず
大
臣
の
任
命
権
で
あ
り
、
そ
し
て
国
王
の
議
会
解
散
権
に
対
す
る
制
約
の
緩
和
で
あ
っ
た
。
一
八
四
八
年
第
三
号

法
が
首
相
の
任
命
権
を
国
王
に
認
め
な
が
ら
、
大
臣
の
選
任
権
を
首
相
に
、
国
王
に
は
そ
れ
を
確
認
す
る
権
限
し
か
認
め
て
い
な
か
っ

た
の
に
対
し
て
、
六
七
年
の
妥
協
に
際
し
て
、
首
相
と
大
臣
の
任
命
権
は
明
示
的
に
国
王
の
権
限
と
さ
れ
た
（
一
八
六
七
年
第
八
号
法

(

ー)

）。

ま
た
、
四
八
年
四
月
諸
法
の
中
で
、
議
会
の
毎
年
開
催
を
規
定
し
た
第
四
号
法
で
は
、
翌
年
の
予
算
を
可
決
す
る
前
に
議
会
を
停
会
・

解
散
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て

(

―)

、
六
七
年
に
は
、
予
算
可
決
前
に
議
会
を
解
散
・
延
期
・
停
会
す
る
場
合
に
は
年
内

に
予
算
が
可
決
で
き
る
よ
う
に
国
会
を
再
召
集
す
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
（
一
八
六
七
年
第
一
〇
号
法

(

ヲ)

）、
国
王
の
議
会
解
散
権
に
対
す
る

制
約
が
緩
和
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
妥
協
法
（
一
八
六
七
年
第
一
二
号
法
）
に
先
立
っ
て
可
決
さ
れ
た
、
一
八
四
八
年
四
月
諸

法
に
対
す
る
四
つ
の
修
正
法
の
内
の
二
つ
を
構
成
し
た

(

‐)

。

⑵
　
二
重
の
責
任
制
と
そ
の
運
用
を
め
ぐ
っ
て

　
一
八
六
七
年
の
妥
協
以
後
の
二
重
君
主
国
期
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
い
て
、
首
相
・
大
臣
の
任
免
権
は
国
王
に
属
し
、
他
方
で
政
府
は

議
会
多
数
派
の
支
持
を
必
要
と
し
て
い
た

(

〜)

。
首
相
指
名
選
挙investiture

に
関
す
る
法
規
定
は
な
い
た
め
、
政
府
の
成
立
に
議
会
の

信
任
投
票
は
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
議
会
多
数
派
の
支
持
を
失
え
ば
、
政
府
は
辞
任
す
る
か
、
議
会
を
解
散
し
て
総
選
挙
に
訴
え

る
し
か
な
い
、
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
慣
行
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
政
治
家
の
常
識
に
も
な
っ
て
い
た

(

‖)

。
他
方
で
、
一
八
六
七
年
の
第
二

次
選
挙
権
改
革
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
君
主
の
首
相
任
命
権
が
形
骸
化
し
て
い
き
、
女
王
の
好
み
と
は
関
係
な
し
に
選
挙
結

果
に
基
づ
い
て
政
権
担
当
者
が
決
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
い
て
は
、
首
相
の
任
免
権
と
い
う
国
王
大
権
は
実
質
を
失

わ
な
か
っ
た
。
首
相
は
議
会
多
数
派
の
信
任
だ
け
で
な
く
国
王
の
信
任
を
も
必
要
と
し
て
お
り
、
政
府
は
議
会
（
多
数
派
）
に
も
国
王

に
も
責
任
を
負
っ
て
い
た

(

｜)

。
国
王
が
組
閣
を
委
任
し
た
首
相
候
補
者
が
議
会
多
数
派
の
支
持
を
取
り
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

七
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首
相
候
補
者
は
組
閣
を
辞
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
し
（
一
八
九
四
年
五
月
末
〜
六
月
初
め
の
第
一
次
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
・
シ
ャ
ー
ン
ド
ル
内
閣
辞

任
後
に
ク
エ
ン
＝
ヘ
ー
デ
ル
ヴ
ァ
ー
リ
・
カ
ー
ロ
イ
が
、
一
九
〇
三
年
の
セ
ー
ル
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
内
閣
辞
任
後
に
テ
ィ
サ
・
イ
シ
ュ
ト
ヴ
ァ
ー
ン

が
、
自
由
党
の
支
持
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
）、
議
会
多
数
派
の
支
持
す
る
首
相
が
国
王
の
信
任
を
失
っ
た
場
合
に
も
、
首
相
は
辞
任
に

追
い
込
ま
れ
た
（
一
八
九
四
年
末
の
第
二
次
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
内
閣
の
辞
任
の
事
例
）。
こ
の
議
会
多
数
派
と
国
王
の
間
の
権
力
の
バ
ラ
ン
ス
は
、

半
世
紀
に
及
ぶ
二
重
君
主
国
期
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
２
　
デ
ア
ー
ク
党
政
権
期
の
歴
代
内
閣

　
一
八
六
七
年
二
月
に
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
・
ジ
ュ
ラ
が
責
任
内
閣
を
組
閣
し
た
時
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
議
会
で
は
、
右
派
と
も
呼
ば
れ
た
ⅷ
デ

ア
ー
ク
党
ⅸ
が
多
数
派
を
占
め
、
政
権
与
党
の
座
に
あ
っ
た
。
野
党
の
左
派
は
、
翌
年
ま
で
に
は
、
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
、
よ
り
穏

健
な
ⅷ
中
道
左
派
ⅸ
と
、
少
数
派
の
ⅷ
最
左
派
ⅸ
と
に
分
裂
し
た

(

…)

。
政
党
（
議
会
内
で
の
会
派
と
、
議
会
外
に
お
け
る
ク
ラ
ブ
と
か
ら
な
る
）

の
相
違
は
、
成
立
し
た
妥
協
に
対
す
る
態
度
の
相
違
を
反
映
し
て
い
た
。
デ
ア
ー
ク
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
の
承
認
の
も
と
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

側
を
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
・
ジ
ュ
ラ
、
ロ
ー
ニ
ャ
イ
・
メ
ニ
ュ
ヘ
ー
ル
ト
、
エ
ト
ヴ
ェ
シ
ュ
・
ヨ
ー
ジ
ェ
フ
が
主
導
し
た
妥
協
交
渉
の
成
果

を
、
デ
ア
ー
ク
党
は
国
王
か
ら
現
時
点
で
獲
得
し
う
る
国
制
上
の
最
大
限
の
譲
歩
と
見
做
し
、
こ
れ
を
支
持
し
た

(

‥)

。
テ
ィ
サ
・
カ
ー
ル

マ
ー
ン
、
ギ
ツ
ィ
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
の
二
人
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
中
道
左
派
は
共
通
業
務
（
軍
事
、
外
交
、
等
）
の
存
在
は
認
め
て
い
た

が
、
こ
れ
を
妥
協
法
に
定
め
ら
れ
た
一
連
の
共
通
制
度
（
共
通
／
帝
国
内
閣
、
派
遣
団
、
共
通
軍
、
等
）
で
運
用
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
お

り
、
国
王
か
ら
も
っ
と
大
き
な
譲
歩
を
引
き
出
せ
る
と
考
え
て
い
た

(

（)

。
最
左
派
は
、
そ
も
そ
も
共
通
業
務
の
存
在
を
認
め
な
い
立
場
だ

っ
た

(

ン)

。
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諸
政
党
の
分
岐
は
、
保
守
主
義
と
自
由
主
義
と
い
う
当
時
の
主
要
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
立
場
の
相
違
と
対
応
し
て
い
な
か
っ
た
。

デ
ア
ー
ク
党
は
、
多
数
派
は
自
由
主
義
派
だ
っ
た
が
、
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
・
パ
ー
ル
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
保
守
派
を
内
部
に
抱
え
て

い
た

(
ヴ)

。
後
者
は
上
院
の
多
数
派
を
な
し
て
お
り
（
国
王
を
初
め
と
し
て
、
宮
廷
も
こ
の
立
場
だ
っ
た
た
め
）、
決
し
て
侮
れ
な
い
政
治
勢
力
で

あ
っ
た
。
中
道
左
派
は
、
基
本
的
に
自
由
主
義
派
で
あ
り
、
テ
ィ
サ
ら
党
指
導
部
が
ま
と
め
た
一
八
六
七
年
六
月
の
党
綱
領
は
、
国
制

上
の
要
求
を
殆
ど
含
ま
な
い
、
自
由
主
義
的
改
革
を
列
挙
し
た
も
の
で
、
政
権
獲
得
を
目
指
し
た
内
容
だ
っ
た
が
、
党
内
に
は
国
制
上

の
要
求
を
掲
げ
て
最
左
派
に
接
近
す
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
党
分
裂
を
避
け
る
た
め
に
翌
年
春
に
ま
と
め
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
ビ
ハ
ル

綱
領
で
は
、
妥
協
法
に
反
対
す
る
国
制
上
の
立
場
が
再
確
認
さ
れ
た

(

）)

。
だ
が
、
六
七
年
の
妥
協
を
認
め
な
い
限
り
、
国
王
は
中
道
左
派

を
政
権
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

⑴
　
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
・
ジ
ュ
ラ
（
父
）
内
閣
か
ら
ロ
ー
ニ
ャ
イ
・
メ
ニ
ュ
ヘ
ー
ル
ト
内
閣
危
機
ま
で

　
デ
ア
ー
ク
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
が
閣
僚
ポ
ス
ト
を
引
き
受
け
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
デ
ア
ー
ク
党
政
権
は
党
の
指
導
者
が
閣
外

に
留
ま
る
と
い
う
特
殊
な
状
況
に
置
か
れ
た

(

〔)

。
デ
ア
ー
ク
は
一
八
六
六
年
七
月
の
謁
見
に
お
い
て
既
に
責
任
内
閣
の
首
班
に
ア
ン
ド
ラ

ー
シ
・
ジ
ュ
ラ
を
推
薦
し
て
お
り
、
六
七
年
一
月
に
妥
協
交
渉
が
本
格
的
に
進
捗
し
始
め
る
と
、
閣
僚
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
も
交
渉
グ

ル
ー
プ
（
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
、
ロ
ー
ニ
ャ
イ
、
エ
ト
ヴ
ェ
シ
ュ
）
と
の
間
で
協
議
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
二
月
一
七
日
に
ア

ン
ド
ラ
ー
シ
が
首
相
に
任
命
さ
れ
、
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
の
提
示
し
た
閣
僚
名
簿
に
従
っ
て
二
〇
日
に
国
王
が
大
臣
を
任
命
し
た

(

〕)

。
ロ
ー
ニ

ャ
イ
が
大
蔵
大
臣
、
エ
ト
ヴ
ェ
シ
ュ
が
宗
教
・
公
教
育
大
臣
を
引
き
受
け
た
が
、
デ
ア
ー
ク
の
み
で
な
く
、
デ
ア
ー
ク
の
個
人
的
な
信

奉
者
た
ち
か
ら
な
る
デ
ア
ー
ク
党
の
中
核
グ
ル
ー
プz

ψom

の
指
導
者
で
あ
る
チ
ェ
ン
ゲ
リ
・
ア
ン
タ
ル
も
閣
僚
を
引
き
受
け
な
か

っ
た

(

﹇)

。
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ア
ン
ド
ラ
ー
シ
内
閣
は
、
一
八
六
七
年
妥
協
に
基
づ
く
二
重
君
主
国
体
制
の
構
築
（
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
と
の
議
会
合
同
、
六
八
年
の

ク
ロ
ア
チ
ア
と
の
妥
協

(

﹈)

、
軍
政
国
境
地
帯
の
民
政
移
管

(

｛)

、
県
自
治
体
の
身
分
制
地
方
議
会
か
ら
の
改
編
、
防
衛
力
法

(

｝)

、
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
自
身
が
兼
任
し

た
国
防
大
臣
の
下
で
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
防
省
の
設
立
、
等
）
を
進
め
る
一
方
で

(

〈)

、
国
内
の
自
由
主
義
的
改
革
を
担
当
し
た
エ
ト
ヴ
ェ
シ
ュ
の

下
で
、
初
等
教
育
法
の
制
定

(

〉)

、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
市
民
的
・
政
治
的
同
権
化

(

《)

、
民
族
的
同
権
法
の
法
制
化
、
教
会
自
治
組
織
の
整
備
な
ど

が
進
め
ら
れ
た
が
、
エ
ト
ヴ
ェ
シ
ュ
ら
自
由
主
義
派
の
デ
ア
ー
ク
党
閣
僚
は
、
国
内
改
革
で
は
何
度
も
挫
折
を
味
わ
う
こ
と
に
な

っ
た

(

》)

。
最
左
派
が
地
方
で
扇
動
し
た
妥
協
に
反
対
す
る
団
体
（ⅷ
民
主
サ
ー
ク
ル
ⅸ）
の
設
立
を
阻
止
す
る
た
め
の
内
務
省
令
（
一
八
六
八

年
）
は
、
集
会
・
結
社
の
権
利
の
法
的
整
備
が
行
わ
れ
ず
に
政
令
に
よ
る
規
制
が
常
態
化
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
だ
が
、
法
務

大
臣
ホ
ル
ヴ
ァ
ー
ト
・
ボ
ル
デ
ィ
ジ
ャ
ー
ル
と
デ
ア
ー
ク
自
身
が
起
草
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

(

「)

。
エ
ト
ヴ
ェ
シ
ュ
文
相
は

信
仰
の
自
由
と
義
務
的
民
事
婚
の
導
入
を
企
図
し
た
が
、
国
王
の
反
対
に
あ
っ
て
（
事
前
裁
可
権
を
用
い
て
、
特
に
後
者
を
拒
否
し
た
）
実

現
し
な
か
っ
た

(

」)

。
六
八
年
に
導
入
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
複
数
宗
派
間
で
の
婚
姻
に
関
す
る
規
定
（
息
子
が
父
親
の
、
娘
が
母
親
の
宗
派

を
引
き
継
ぐ
）
も
エ
ト
ヴ
ェ
シ
ュ
の
意
図
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

(

『)

。
こ
れ
ら
の
積
み
残
し
た
課
題
は
、
九
〇
年
代
前
半
に
教
会
政
策

論
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
自
由
主
義
的
改
革
が
不
徹
底
に
終
わ
っ
た
背
景
に
は
、
六
九
年
選
挙
で
固
定
化
し
た
政
党
シ
ス
テ

ム
に
よ
っ
て
、
与
党
が
保
守
派
を
抱
え
、
自
由
主
義
派
の
重
要
な
部
分
が
野
党
に
座
を
占
め
て
い
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た

(

』)

。

　
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
内
閣
の
顔
ぶ
れ
で
は
、
一
八
七
〇
年
五
月
に
ロ
ー
ニ
ャ
イ
が
閣
内
対
立

(

【)

か
ら
蔵
相
を
辞
任
し
て
共
通
財
務
大
臣
に
転

出
し
（
後
任
の
蔵
相
は
ケ
ル
カ
ー
ポ
イ
・
カ
ー
ロ
イ
）、
七
一
年
二
月
に
は
エ
ト
ヴ
ェ
シ
ュ
が
亡
く
な
り
（
後
任
の
文
相
は
パ
ウ
レ
ル
・
テ
ィ
ヴ

ァ
ダ
ル
）、
ホ
ル
ヴ
ァ
ー
ト
法
相
の
後
任
に
ビ
ッ
ト
ー
・
イ
シ
ュ
ト
ヴ
ァ
ー
ン
、
ゴ
ロ
ヴ
ェ
・
イ
シ
ュ
ト
ヴ
ァ
ー
ン
農
・
工
・
商
務
大

臣
の
後
任
に
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
・
ヨ
ー
ジ
ェ
フ
が
就
任
し
、
一
線
級
の
大
臣
は
退
い
て
、
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
と
権
威
を
争
え
る
人
物
は
閣
内
に

居
な
く
な
っ
て
い
っ
た

(

】)

。
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一
八
七
一
年
一
一
月
に
、
ボ
イ
ス
ト
共
通
外
相
・
帝
国
宰
相
に
代
わ
っ
て
、
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
が
共
通
外
相
に
就
任
し
た
際

(

＝)

、
ア
ン
ド

ラ
ー
シ
の
後
継
首
班
に
は
ロ
ー
ニ
ャ
イ
・
メ
ニ
ュ
ヘ
ー
ル
ト
が
、
共
通
財
務
相
を
辞
任
し
て
就
い
た

(

ぁ)

。
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
は
こ
れ
に
強
く

抵
抗
し
て
お
り
、
エ
ト
ヴ
ェ
シ
ュ
の
生
前
は
彼
に
後
継
を
打
診
し
て
断
ら
れ

(

ぃ)

、
彼
の
死
後
は
ス
ラ
ー
ヴ
ィ

(

ぅ)

、
あ
る
い
は
年
長
の
閣
僚
と

し
て
ヴ
ェ
ン
ク
ハ
イ
ム
・
ベ
ー
ラ
内
大
臣
を
推
し
た
が
、
い
ず
れ
も
実
現
し
な
か
っ
た
。
更
に
、
ロ
ー
ニ
ャ
イ
の
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー

プ
ル
大
使
へ
の
転
出
な
ど
を
画
策
す
る
が
、
こ
れ
も
果
た
せ
な
か
っ
た

(

ぇ)

。
結
局
、
首
相
以
外
の
閣
僚
の
留
任
を
条
件
と
し
て
ロ
ー
ニ
ャ

イ
の
首
相
就
任
に
同
意
し
た
と
み
ら
れ
る

(

ぉ)

。
デ
ア
ー
ク
は
ロ
ー
ニ
ャ
イ
の
首
相
就
任
に
反
対
し
な
か
っ
た
が
、
強
く
推
し
た
形
跡
も
な

く
、
一
年
後
に
ロ
ー
ニ
ャ
イ
が
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
た
際
に
も
擁
護
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら

(

っ)

、
ロ
ー
ニ
ャ
イ
は
デ
ア
ー
ク
の
候
補
で
も

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ロ
ー
ニ
ャ
イ
は
国
王
の
信
任
を
受
け
て
首
相
に
就
い
た
の
で
あ
る

(

ゃ)

。

　
ロ
ー
ニ
ャ
イ
は
、
上
か
ら
、
国
家
主
導
で
自
由
主
義
的
改
革
を
進
め
よ
う
と
す
る
、
権
力
に
就
い
た
自
由
主
義
の
時
代
の
政
治
家
で

あ
り
（
こ
の
点
で
、
国
家
か
ら
の
自
由
を
重
視
す
る
、
運
動
と
し
て
の
自
由
主
義
の
時
代
の
政
治
家
で
あ
る
デ
ア
ー
ク
や
エ
ト
ヴ
ェ
シ
ュ
と
は
志
向
が

異
な
る
）、
立
憲
制
や
自
由
よ
り
も
統
治
の
効
率
性
を
優
先
し
、
そ
の
政
治
手
法
は
野
党
か
ら
は
強
権
的
と
見
做
さ
れ
た

(

ゅ)

。
彼
の
首
相

就
任
は
、
前
内
閣
か
ら
引
き
継
い
だ
（
そ
の
後
も
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
と
頻
繁
に
連
絡
を
取
り
続
け
る
）
閣
僚
の
不
信
に
迎
え
ら
れ
、
後
に
、
与

党
と
の
連
携
を
強
化
し
よ
う
と
党
指
導
部
か
ら
の
入
閣
を
チ
ェ
ン
ゲ
リ
に
求
め
た
際
に
も
、
党
指
導
部
と
国
王
（
す
な
わ
ち
、
そ
の
助
言

者
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
）
は
最
小
限
の
内
閣
改
造
し
か
認
め
な
か
っ
た

(
ょ)

。

　
一
八
七
二
年
選
挙
を
目
前
に
し
て
政
府
が
選
挙
法
改
正
案
（
三
年
任
期
に
代
わ
る
五
年
任
期
の
導
入
を
含
む
）
を
持
ち
出
し
た
こ
と
は
野

党
の
猜
疑
心
を
煽
り
、
野
党
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
憲
政
史
上
初
め
て
議
事
妨
害
に
訴
え
た
。
野
党
は
、
選
挙
法
改
革
よ
り
も
先
に
、
議
員
と

官
吏
の
兼
職
禁
止
や
選
挙
結
果
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
制
度
の
議
会
か
ら
の
独
立
（
議
会
委
員
会
の
所
管
か
ら
最
高
裁
判
所
の
所
管
へ
の

移
管
）
を
実
現
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
が
、
ロ
ー
ニ
ャ
イ
は
議
会
の
開
催
時
間
の
倍
加
や
、
議
事
妨
害
を
防
止
す
る
た
め
の
議
院
規
則

一
一
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改
正
案
で
応
酬
し
、
最
左
派
の
み
な
ら
ず
中
道
左
派
ま
で
も
が
議
事
妨
害
に
参
加
し
た
た
め

(

ゎ)

、
結
局
、
選
挙
法
改
正
は
断
念
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
ロ
ー
ニ
ャ
イ
は
七
二
年
選
挙
に
お
い
て
、
与
党
内
に
自
分
の
支
持
者
か
ら
な
る
派
閥
を
創
出
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
積

極
的
に
選
挙
介
入
し
て

(

ァ)

、
野
党
の
怒
り
の
火
に
油
を
注
ぎ
、
選
挙
後
の
議
会
で
の
野
党
の
政
府
攻
撃
は
首
相
へ
の
個
人
攻
撃
の
様
相
を

呈
し
始
め
た
。
七
二
年
一
一
月
に
議
場
で
の
野
党
議
員
か
ら
の
（
権
力
の
座
に
あ
る
間
に
私
腹
を
肥
や
し
て
い
る
と
い
う
）
中
傷
に
、
首
相

が
（
当
該
野
党
議
員
の
新
絶
対
主
義
期
秘
密
警
察
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
）
中
傷
で
応
じ
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
、
閣
僚
・
党
指
導
部
は
、

ロ
ー
ニ
ャ
イ
が
首
相
を
務
め
て
い
る
限
り
政
府
と
野
党
と
の
関
係
は
修
復
せ
ず
、
統
治
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
首
相
の
交
代
が

必
要
だ
と
い
う
結
論
に
至
っ
た

(

ィ)

。
閣
僚
た
ち
は
後
継
内
閣
の
組
閣
交
渉
に
着
手
し
、
デ
ア
ー
ク
に
も
見
限
ら
れ
た
ロ
ー
ニ
ャ
イ
は
か
ろ

う
じ
て
形
式
的
に
全
閣
僚
の
辞
任
を
取
り
付
け
る
が
、
ロ
ー
ニ
ャ
イ
以
外
の
閣
僚
は
全
員
が
後
継
の
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
を
首
班
と
す
る
内
閣

に
参
加
し
て
い
た
の
で
あ
る

(

ゥ)

。

⑵
　
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
・
ヨ
ー
ジ
ェ
フ
内
閣
か
ら
同
内
閣
危
機
を
経
て
ビ
ッ
ト
ー
・
イ
シ
ュ
ト
ヴ
ァ
ー
ン
＝
ギ
ツ
ィ
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
内

閣
ま
で

　
ロ
ー
ニ
ャ
イ
の
後
継
に
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
・
ヨ
ー
ジ
ェ
フ
商
務
相
を
推
し
た
の
は
デ
ア
ー
ク
と
み
ら
れ
、
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
も
賛
成
し
て
一

八
七
二
年
一
二
月
に
後
継
内
閣
が
組
閣
さ
れ
た

(

ェ)

。
新
任
の
大
臣
は
空
席
と
な
っ
た
商
務
相
と
そ
れ
ま
で
首
相
が
兼
任
し
て
い
た
国
防
相

だ
け
と
い
う
、
最
小
限
の
閣
僚
交
代
で
あ
っ
た

(

ヵ)

。
デ
ア
ー
ク
党
政
権
末
期
の
内
閣
で
は
、
首
相
は
同
輩
中
の
首
席
を
占
め
た
に
過
ぎ

ず
、
党
指
導
部
の
有
力
者
が
入
閣
し
て
い
な
い
こ
と
も
変
わ
ら
な
か
っ
た

(
ヶ)

。

　
デ
ア
ー
ク
党
は
複
数
の
派
閥
に
分
裂
し
て
い
き
（
デ
ア
ー
ク
自
身
は
病
に
伏
せ
が
ち
だ
っ
た

(

Α)

）、
一
八
七
三
年
の
金
融
恐
慌
を
受
け
て
ハ

ン
ガ
リ
ー
政
府
が
財
政
破
綻
の
危
機
に
瀕
す
る
中
で

(

ォ)

、
デ
ア
ー
ク
党
政
権
は
求
心
力
を
失
っ
て
い
っ
た

(

ッ)

。
と
り
わ
け
、
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ

一
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率
い
る
保
守
派
と
、
ロ
ー
ニ
ャ
イ
の
個
人
的
な
支
持
者
た
ち
（
毎
週
火
曜
に
会
食
を
共
に
し
た
こ
と
か
ら
ⅷ
夕
食
党vacsora

㉕p ㊖art

ⅸ
と
通
称

さ
れ
た
）
と
は
党
規
律
に
服
さ
ず
、（
杜
撰
な
財
政
運
営
で
国
家
の
信
用
喪
失
を
招
い
た
）
ケ
ル
カ
ー
ポ
イ
蔵
相
を
公
然
と
罵
倒
し
た
り
、
重

要
な
投
票
で
棄
権
（
欠
席
）
や
政
府
に
反
対
票
を
投
じ
る
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た

(

ャ)

。
七
四
年
二
月
に
、
経
営
破
綻
し
た
東
部
鉄
道
の
救

済
案
で
政
府
支
持
が
過
半
数
を
割
り
そ
う
に
な
り

(

ュ)

、
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
は
二
月
末
に
ウ
ィ
ー
ン
に
赴
い
て
内
閣
総
辞
職
す
る
意
向
を
国
王
に

伝
え
る
が
、
国
王
は
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
に
中
道
左
派
と
の
連
合
政
権
交
渉
を
委
ね
、
三
月
に
入
っ
て
ブ
ダ
ペ
シ
ュ
ト
に
戻
っ
た
ス
ラ
ー
ヴ
ィ

に
よ
っ
て
連
合
交
渉
が
開
始
さ
れ
た

(

ョ)

。

　
与
党
が
派
閥
化
す
る
の
と
並
行
し
て
、
実
は
野
党
中
道
左
派
も
分
裂
の
危
機
を
迎
え
て
い
た
。
中
道
左
派
は
一
八
六
九
年
選
挙
で
も

七
二
年
選
挙
で
も
多
数
派
を
獲
得
で
き
ず
、
選
挙
で
は
政
権
に
到
達
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
た

(

ヮ)

。
当
初
、
六
七
年
の
妥

協
の
実
践
可
能
性
に
疑
念
を
抱
い
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
ギ
ツ
ィ
は
、
ビ
ハ
ル
綱
領
に
は
反
対
の
立
場
で
あ
り
、
七
二
年
選
挙
後
の

九
月
の
党
会
合
で
は
、（
独
立
の
中
央
銀
行
の
要
求
な
ど
は
維
持
し
た
が
）
国
制
上
の
対
立
を
大
部
分
棚
上
げ
し
て
デ
ア
ー
ク
党
と
の
合
同

を
訴
え
る
発
言
を
し
て
い
た
。
ギ
ツ
ィ
は
、
深
刻
な
財
政
危
機
を
背
景
と
し
て
、
七
三
年
一
一
月
の
党
会
合
で
再
度
党
合
同
の
必
要
性

を
訴
え
て
、
こ
れ
が
党
内
の
多
数
派
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
、
離
党
し
て
、
意
見
を
同
じ
く
す
る
者
た
ち
と
、
三
〇
名
の
議
員
か
ら

な
る
小
規
模
な
中
央
党
を
設
立
し
た

(

ヵ)

。
他
方
で
、
国
制
上
の
立
場
を
維
持
し
た
ま
ま
で
連
合
に
は
応
じ
る
用
意
が
あ
る
と
す
る
テ
ィ
サ

ら
党
主
流
派
の
立
場
に
反
発
し
た
党
内
左
派
は
、ⅷ
原
理
的
中
道
左
派
ⅸ
を
名
乗
っ
て
最
左
派
に
合
同
す
る
動
き
を
見
せ
て
い
た

(

ヶ)

。
政

党
シ
ス
テ
ム
が
流
動
化
す
る
中
で
、
一
方
に
は
、
保
守
主
義
・
自
由
主
義
を
対
抗
軸
と
す
る
政
党
再
編
を
目
指
す
立
場
と

(

㍉)

、
他
方
に

は
、
国
制
上
の
対
立
に
基
づ
く
そ
れ
を
目
指
す
立
場
と
が
存
在
し
た

(

㌔)
。

　
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
は
連
合
交
渉
に
際
し
て
国
王
を
ブ
ダ
に
呼
び
寄
せ
、
国
王
は
テ
ィ
サ
を
謁
見
に
呼
び
、
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
、
テ
ィ
サ
、
ギ
ツ

ィ
、
そ
し
て
ペ
シ
ュ
ト
を
訪
れ
た
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
の
間
で
協
議
が
進
め
ら
れ
た
。
国
王
は
テ
ィ
サ
が
妥
協
法
を
維
持
す
る
こ
と
を
明
言
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す
る
こ
と
を
望
ん
だ
が
、
テ
ィ
サ
は
妥
協
法
の
修
正
を
求
め
る
中
道
左
派
の
立
場
を
（
同
意
が
必
要
な
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
会
、
帝
国
議
会
、
皇

帝
の
三
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
の
内
、
一
つ
と
し
て
同
意
し
て
い
な
い
状
況
で
、
実
質
的
に
実
現
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
原
則
と
し
て

は
）
維
持
し
、
あ
く
ま
で
時
機
を
見
て
修
正
を
提
起
す
る
行
動
の
自
由
を
諦
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
交
渉
は
頓
挫
し
た

(

㌢)

。

テ
ィ
サ
は
、
妥
協
法
の
修
正
に
こ
だ
わ
る
限
り
政
権
に
は
到
達
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
連
合
政
権
交
渉
が
ま
と
ま
る
見

込
み
が
固
ま
る
前
に
交
渉
の
場
に
呼
び
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
国
王
は
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
に
対
す
る
組
閣
委
任
を
取
り
下
げ
た

(

㍍)

。

　
一
八
七
四
年
三
月
下
旬
に
成
立
し
た
後
継
内
閣
の
首
班
に
は
、
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
の
組
閣
交
渉
が
失
敗
し
た
場
合
に
と
デ
ア
ー
ク
が
推
薦

し
て
い
た
下
院
議
長
の
ビ
ッ
ト
ー
・
イ
シ
ュ
ト
ヴ
ァ
ー
ン
が
就
い
た

(

㌘)

。
内
閣
危
機
に
先
立
っ
て
前
年
末
に
辞
任
し
て
い
た
ケ
ル
カ
ー
ポ

イ
の
後
任
蔵
相
（
蔵
相
は
、
東
部
鉄
道
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
責
任
を
取
っ
た
公
共
事
業
・
交
通
大
臣
テ
ィ
サ
・
ラ
ヨ
シ
ュ
⒡
⒢
テ
ィ
サ
・
カ
ー
ル
マ

ー
ン
の
弟
は
デ
ア
ー
ク
党
だ
っ
た
⒡
⒢
と
共
に
辞
任
し
、
首
相
が
臨
時
に
兼
任
し
て
い
た
）
は
誰
も
引
き
受
け
よ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
ア
ン

ド
ラ
ー
シ
の
推
薦
で
、
謁
見
の
場
で
国
王
の
強
い
要
請
を
受
け
て
ギ
ツ
ィ
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た

(

㌧)

。
ギ
ツ
ィ

の
他
に
新
た
に
入
閣
し
た
の
は
バ
ル
タ
ル
・
ジ
ェ
ル
ジ
商
務
相
だ
け
で
（
ジ
チ
ィ
・
ヨ
ー
ジ
ェ
フ
前
商
務
相
が
運
輸
相
に
横
滑
り
し
た
）、
他

は
前
内
閣
の
閣
僚
を
引
き
継
い
だ
。
ビ
ッ
ト
ー
内
閣
は
デ
ア
ー
ク
党
と
中
央
党
の
連
合
政
権
で
は
な
く
、
中
央
党
は
二
大
政
党
の
合
同

と
い
う
所
期
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に
独
立
を
維
持
し
た

(
㌃)

。

　
ビ
ッ
ト
ー
内
閣
の
下
で
一
八
四
八
年
の
選
挙
法
（
第
五
号
法
、
お
よ
び
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
の
第
二
号
法
）
が
修
正
さ
れ
、
新
た
な
選

挙
法
が
制
定
さ
れ
た
。
一
八
七
四
年
選
挙
法
（
第
三
三
号
法
）
は
、
土
地
の
面
積
や
家
屋
の
価
格
な
ど
を
選
挙
権
資
格
要
件
に
定
め
て

い
た
四
八
年
の
規
定
を
、
そ
れ
に
相
当
す
る
租
税
の
納
付
に
書
き
換
え
た
も
の
で
、
本
質
的
に
は
ロ
ー
ニ
ャ
イ
が
七
二
年
に
試
み
た
も

の
と
変
わ
ら
な
い
（
五
年
任
期
の
導
入
は
、
今
回
は
断
念
し
た

(

㌶)

）。
選
挙
前
に
十
分
な
時
間
を
も
っ
て
議
会
に
上
程
さ
れ
た
こ
と
と
、
官
吏

の
議
員
兼
職
を
禁
ず
る
議
員
兼
職
禁
止
法
案
が
議
会
に
上
程
さ
れ
た
こ
と
（
実
際
に
、
一
八
七
五
年
第
一
号
法
と
し
て
成
立
す
る

(

㍑)

）、
選
挙

一
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結
果
へ
の
異
議
申
し
立
て
が
原
則
と
し
て
は
最
高
裁
判
所
の
所
管
と
さ
れ
た
こ
と
（
第
八
九
条
、
但
し
別
個
の
法
律
で
の
規
定
が
必
要
と
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
は
一
八
九
九
年
ま
で
実
現
し
な
い
）
な
ど
が
、
お
そ
ら
く
今
回
は
野
党
の
激
し
い
反
発
を
回
避
で
き
た
理
由
だ
ろ
う
。
実

際
に
は
、
租
税
滞
納
者
が
選
挙
権
を
否
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
有
権
者
は
若
干
の
減
少
を
示
し
た
（
こ
の
規
定
は
一
八
九
九
年
に
廃
止
さ
れ

る
）。

　
財
政
危
機
の
中
で
、
直
接
税
の
増
税
を
含
む
一
八
七
五
年
予
算
案
は
、
デ
ア
ー
ク
党
内
か
ら
も
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
派
や
ロ
ー
ニ
ャ
イ
派

の
反
対
を
受
け
て
、
成
立
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
た

(

㍗)

。
七
五
年
一
月
下
旬
に
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
は
テ
ィ
サ
を
訪
ね
て
、
六
七
年
の
妥
協
の
受
け

入
れ
と
党
合
同
の
必
要
性
を
説
得
し
た

(

㌍)

。
テ
ィ
サ
は
二
月
三
日
の
議
会
の
予
算
審
議
で
発
言
に
立
ち
、
こ
の
発
言
が
党
合
同
の
契
機
と

な
る

(

㌦)

。
テ
ィ
サ
は
、
ま
ず
政
府
の
予
算
案
を
批
判
し
た
上
で
、
次
い
で
政
党
の
状
況
に
立
ち
入
る
前
に
、
前
提
と
し
て
二
重
君
主
国
の

共
通
業
務
を
幾
つ
か
に
分
類
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。
最
初
に
、
一
八
六
七
年
第
一
二
号
法
は
時
限
立
法
で
な
く
、
変
更
に
は
オ
ー
ス

ト
リ
ア
側
の
議
会
を
含
め
、
複
数
の
フ
ァ
ク
タ
ー
の
同
意
が
必
要
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
次
い
で
、
時
限
立
法
で
あ
る
（
一
〇
年
ご

と
の
改
定
が
予
定
さ
れ
て
い
た
）
共
通
予
算
の
負
担
割
合
（
い
わ
ゆ
る
ク
ォ
ー
タ
）、
通
商
・
関
税
同
盟
、
防
衛
力
法
（
軍
の
規
模
が
定
め
ら
れ

て
い
る
）
を
列
挙
し
、
こ
の
他
に
、
帝
国
の
負
債
返
済
に
際
し
て
の
負
担
を
挙
げ
て
、
最
後
に
、
共
通
業
務
に
は
属
さ
な
い
中
央
銀
行

（
こ
の
時
点
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
民
銀
行
）
の
問
題
に
触
れ
た
。
そ
の
際
に
、
一
八
六
七
年
第
一
二
号
法
の
変
更
は
喫
緊
の
課
題
で
は

な
い
こ
と
（
共
通
予
算
へ
の
貢
献
が
、
財
政
危
機
の
原
因
で
は
な
い
こ
と
）
を
確
認
し
て
か
ら
、
政
党
の
問
題
に
立
ち
入
り
、
政
党
の
分
岐

が
主
と
し
て
一
八
六
七
年
第
一
二
号
法
に
対
す
る
立
場
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
自
分
自
身
の
想
定
は
、
野
党
が
選
挙

で
多
数
派
を
取
る
こ
と
、
そ
れ
ま
で
は
現
在
の
多
数
派
が
国
を
物
質
的
・
精
神
的
に
豊
か
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
の
ど
ち
ら
も
実

現
し
な
か
っ
た
、
と
述
べ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
党
内
で
、
現
在
は
協
議
・
解
決
で
き
な
い
問
題
、
実
践
上
緊
急
で

な
い
問
題
で
は
立
場
が
一
致
す
る
が
、（
主
と
し
て
、
我
々
で
は
な
く
、
多
数
派
の
側
で
、
と
付
け
加
え
た
上
で
）
現
在
議
題
に
上
っ
て
い
る
、
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喫
緊
の
課
題
で
一
致
し
な
い
こ
と
だ
と
指
摘
し
た
。
現
在
の
喫
緊
の
課
題
と
し
て
、
財
政
赤
字
の
削
減
に
行
政
改
革
を
あ
げ
た
上
で
、

鉄
道
政
策
、
関
税
・
通
商
同
盟
の
改
善
点
（
関
税
同
盟
は
維
持
し
た
上
で
、
関
税
・
間
接
税
に
改
善
す
べ
き
点
が
あ
る
と
主
張
し
た
）、
中
央
銀

行
問
題
の
解
決
（
交
渉
を
優
先
す
る
が
、
独
立
の
中
央
銀
行
設
立
が
望
ま
し
い
と
述
べ
た
）
な
ど
を
列
挙
し
、
将
来
の
問
題
で
は
な
く
、
現
時

点
で
の
喫
緊
の
課
題
に
基
づ
く
多
数
派
形
成
を
訴
え
た
。

　
こ
の
テ
ィ
サ
の
発
言
は
党
合
同
へ
の
意
欲
を
示
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
、
中
央
党
は
解
党
し
て
中
道
左
派
に
復
帰
し
た

(

㌣)

。
ビ
ッ
ト
ー

内
閣
は
、
党
合
同
と
そ
れ
に
基
づ
く
新
内
閣
に
道
を
拓
く
た
め
に
辞
任
を
決
意
し
た

(

㌫)

。
ビ
ッ
ト
ー
は
予
算
の
第
一
読
会
で
の
可
決
を
俟

っ
て
議
会
審
議
を
中
断
し
、
政
党
情
勢
の
変
化
を
理
由
に
国
王
に
内
閣
危
機
を
申
告
す
る
こ
と
と
な
っ
た

(

㍊)

。

　
３
　
一
八
七
五
年
の
党
合
同
か
ら
テ
ィ
サ
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
内
閣
ま
で

　
一
八
七
五
年
三
月
初
め
の
デ
ア
ー
ク
党
と
中
道
左
派
の
党
合
同
に
よ
っ
て
ⅷ
自
由
党
ⅸ
が
成
立
す
る
。
デ
ア
ー
ク
党
内
の
保
守
派
の

一
部
は
離
党
し
て
、
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
ⅷ
右
派
野
党
ⅸ
を
名
乗
る
こ
と
に
な
る

(

㌻)

。
他
方
で
、
中
道
左
派
内
の
左
派
の

一
部
と
最
左
派
と
の
間
の
合
同
交
渉
は
、
最
左
派
内
の
分
裂
な
ど
を
経
た
上
で
、
小
規
模
な
ⅷ
独
立
党
ⅸ
の
設
立
に
至
っ
て
い
た
。
政

党
の
再
編
が
、
自
由
主
義
対
保
守
主
義
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立

(

〝)

と
国
制
上
の
対
立
と
の
内
で
、
ど
ち
ら
に
沿
っ
て
進
行
す
る
こ
と

に
な
る
の
か
は
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
分
か
ら
な
か
っ
た
。

⑴
　
一
八
七
五
年
の
党
合
同
と
ヴ
ェ
ン
ク
ハ
イ
ム
・
ベ
ー
ラ
＝
テ
ィ
サ
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
内
閣
の
成
立

　
一
八
七
五
年
二
月
半
ば
に
ビ
ッ
ト
ー
は
ウ
ィ
ー
ン
で
国
王
に
辞
任
を
伝
え
、
テ
ィ
サ
が
ウ
ィ
ー
ン
に
呼
ば
れ
た
。
テ
ィ
サ
は
こ
れ
に
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先
立
っ
て
、
ロ
ー
ニ
ャ
イ
や
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
と
個
別
に
会
っ
て
組
閣
交
渉
を
行
っ
て
い
た
が
、
謁
見
に
先
立
っ
て
テ
ィ
サ
に
会
っ
た
ア

ン
ド
ラ
ー
シ
は
、
特
に
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
の
入
閣
に
反
対
の
意
向
を
伝
え
て
い
た

(

〞)

。
謁
見
の
場
で
、
テ
ィ
サ
は
国
王
に
好
印
象
を
与
え
る

こ
と
に
成
功
す
る
。
国
王
は
ビ
ッ
ト
ー
に
対
し
て
、
首
班
を
デ
ア
ー
ク
党
か
ら
輩
出
す
る
こ
と
、
ロ
ー
ニ
ャ
イ
と
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
は
排

除
す
る
こ
と
、
両
党
首
脳
の
間
で
党
合
同
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
な
見
解
の
相
違
が
な
い
か
確
認
す
る
こ
と
を
条
件
に
付
け
た
上
で
、

テ
ィ
サ
の
入
閣
交
渉
を
委
任
し
た

(

ゔ)

。
ビ
ッ
ト
ー
は
ブ
ダ
ペ
シ
ュ
ト
に
戻
る
と
、
チ
ェ
ン
ゲ
リ
を
訪
ね
、
両
党
首
脳
間
の
会
合
を
取
り
ま

と
め
た
。
双
方
の
間
で
は
、
直
接
税
増
税
を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
残
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
点
で
は
合
意
し
、
政
党
合
同
の
機
運
が
高
ま

っ
た
と
し
て
、
ビ
ッ
ト
ー
は
国
王
を
ブ
ダ
に
呼
び
寄
せ
た

(

ゕ)

。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
首
班
候
補
が
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
財
政
危

機
を
背
景
に
首
班
探
し
は
難
航
し
た
。
デ
ア
ー
ク
の
推
し
た
ゴ
ロ
ヴ
ェ
に
は
国
王
が
反
対
し
、
最
終
的
に
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
が
推
し
た
ヴ

ェ
ン
ク
ハ
イ
ム
・
ベ
ー
ラ
内
大
臣
が
首
相
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た

(

ゖ)

。
二
月
下
旬
、
ヴ
ェ
ン
ク
ハ
イ
ム
は
組
閣
交
渉
に
臨
み
、
テ

ィ
サ
が
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
の
入
閣
を
要
請
す
る
と
、
こ
れ
に
反
対
す
る
国
王
が
仲
介
に
乗
り
出
し
た
。
国
王
は
テ
ィ
サ
と
の
謁
見
で
、
テ

ィ
サ
が
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
の
入
閣
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
こ
と
を
看
て
取
り
、
む
し
ろ
直
接
税
増
税
へ
の
反
対
の
方
を
問
題
視
し
て
、
ヴ
ェ

ン
ク
ハ
イ
ム
に
両
党
間
で
再
度
協
議
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
。
両
党
間
の
会
合
で
は
、
中
道
左
派
が
七
五
年
中
の
直
接
税
増
税
反
対
の

立
場
を
譲
ら
な
か
っ
た
が
、
閣
僚
名
簿
で
は
合
意
し
、
最
後
に
少
数
が
残
っ
た
中
で
、
テ
ィ
サ
が
七
六
年
の
増
税
に
は
反
対
し
な
い
こ

と
を
明
言
し
て
合
意
が
成
立
し
た

(

￤)

。
三
月
一
日
に
、
デ
ア
ー
ク
党
、
中
道
左
派
そ
れ
ぞ
れ
の
党
会
合
で
合
同
が
伝
え
ら
れ
、
デ
ア
ー
ク

党
側
で
は
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
が
反
対
、
ロ
ー
ニ
ャ
イ
は
自
身
は
参
加
し
な
い
が
自
派
の
メ
ン
バ
ー
に
は
参
加
を
許
可
し
、
デ
ア
ー
ク
党
の

党
ク
ラ
ブ
が
置
か
れ
て
い
た
ロ
イ
ド
宮
（
ド
ロ
ッ
チ
ャ
通
り
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
向
い
に
あ
っ
た
建
物
）
で
ⅷ
国
会
自
由
党
サ
ー
ク
ル
ⅸ

が
設
立
さ
れ
た
（
サ
ー
ク
ル
名
簿
の
首
位
に
は
、
病
床
に
臥
せ
て
い
た
デ
ア
ー
ク
が
署
名
し
た
）。
翌
日
に
は
、
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
が
三
八
名
の

議
員
か
ら
な
る
ⅷ
右
派
野
党
ⅸ
を
結
党
し
た
（
党
ク
ラ
ブ
は
、
そ
れ
ま
で
中
道
左
派
が
使
っ
て
い
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
広
場
の
貯
蓄
金
庫
宮
に
置
か

一
七
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れ
た

(

＇)

）。
七
三
年
末
か
ら
の
中
道
左
派
の
分
裂
の
過
程
で
最
左
派
に
接
近
し
た
部
分
は
、
七
四
年
四
月
に
（
最
左
派
内
で
ⅷ
四
八
年
党
ⅸ
に

留
ま
っ
た
少
数
を
除
い
て
）ⅷ
合
同
国
制
野
党
ⅸ
に
合
流
し
、
こ
の
党
は
コ
シ
ュ
ー
ト
の
指
示
で
ⅷ
独
立
党
ⅸ
を
名
乗
る
こ
と
に
な
る

(

＂)

。

右
派
野
党
が
三
八
名
、
最
左
派
の
独
立
党
が
四
〇
名
程
度
、
四
八
年
党
が
六
名
と
い
う
規
模
を
考
慮
す
る
と
、
巨
大
な
与
党
の
成
立
で

あ
っ
た
。

　
三
月
二
日
に
成
立
し
た
ヴ
ェ
ン
ク
ハ
イ
ム
内
閣
で
は
、
セ
ー
ル
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
が
蔵
相
を
務
め
、
旧
中
道
左
派
か
ら
は
、
内
相
に

テ
ィ
サ
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
、
商
務
相
に
シ
モ
ニ
・
ラ
ヨ
シ
ュ
、
運
輸
相
に
ペ
ー
チ
・
タ
マ
ー
シ
ュ
の
三
名
が
入
閣
し
、
こ
の
他
の
閣
僚

の
交
代
は
法
相
（
パ
ウ
レ
ル
・
テ
ィ
ヴ
ァ
ダ
ル
か
ら
下
院
議
長
を
務
め
て
い
た
ペ
ル
ツ
ェ
ル
・
ベ
ー
ラ
に
、
下
院
議
長
に
は
ギ
ツ
ィ
が
選
出
さ
れ
た
）

だ
け
で
あ
っ
た
（
ヴ
ェ
ン
ク
ハ
イ
ム
は
内
大
臣
を
兼
任
し
た
）。
ヴ
ェ
ン
ク
ハ
イ
ム
内
閣
は
、
一
八
七
五
年
予
算
を
成
立
さ
せ
る
と
、
増
税

が
実
現
し
な
か
っ
た
た
め
に
財
源
が
不
足
す
る
分
は
ギ
ツ
ィ
前
蔵
相
の
獲
得
し
た
融
資
で
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
こ
と
と
し
て

(

ᆨ)

、
翌
七
六
年
予

算
案
か
ら
セ
ー
ル
が
財
政
再
建
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
七
五
年
七
月
の
総
選
挙
で
は
、
自
由
党
が
三
三
二
議
席
、
右
派
野
党
が

二
一
議
席
、
独
立
党
が
三
十
六
議
席
を
占
め
た
（
総
議
席
四
一
三
）。
ヴ
ェ
ン
ク
ハ
イ
ム
は
、
テ
ィ
サ
が
首
相
を
務
め
る
こ
と
へ
の
宮
廷

の
不
安
を
払
拭
す
る
こ
と
に
努
め

(

◁)

、
一
〇
月
二
二
日
、
テ
ィ
サ
を
後
任
と
し
て
首
相
を
辞
任
し
た
（
内
大
臣
と
し
て
閣
内
に
は
留
ま
っ

た
）。⑵

　
テ
ィ
サ
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
内
閣
期
の
内
閣
危
機

　
第
一
次
テ
ィ
サ
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
内
閣
は
前
内
閣
の
閣
僚
を
全
員
引
き
継
い
で
成
立
し
た
（
内
府
兼
務
首
相
だ
っ
た
ヴ
ェ
ン
ク
ハ
イ
ム
に

代
わ
っ
て
、
テ
ィ
サ
が
内
相
兼
務
首
相
）。
テ
ィ
サ
内
閣
は
、
自
由
主
義
的
な
改
革
で
は
大
き
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
一

方
で
、
関
税
・
間
接
税
に
関
わ
る
経
済
妥
協
の
改
定
交
渉
と
中
央
銀
行
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
（
政
府
、
国

一
八
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民
銀
行
）
に
大
き
な
譲
歩
を
要
求
し
た

(

▷)

。

　
一
八
六
七
〜
六
八
年
の
妥
協
交
渉
に
お
い
て
は
殆
ど
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
民
銀
行
が
、
七
六
年
ま
で
有
効
な
独
占
的

発
券
銀
行
の
特
許
を
有
し
て
い
た
）
中
央
銀
行
問
題
が
、
七
六
〜
七
八
年
の
経
済
妥
協
交
渉
の
中
心
テ
ー
マ
と
な
っ
た
。
テ
ィ
サ
は
、
共

通
関
税
圏
に
関
わ
る
問
題
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
に
譲
歩
を
求
め
ら
れ
る
と

(

⇩)

、
見
返
り
に
中
央
銀
行
問
題
で
の
譲
歩
を
要
求
し
た
。
六
七

年
の
妥
協
法
に
は
通
貨
と
公
定
歩
合
の
共
通
性
に
つ
い
て
の
規
定
し
か
存
在
せ
ず
（
第
一
二
号
法
第
六
六
条
）、
独
立
の
中
央
銀
行
設
立

は
妥
協
法
に
抵
触
し
な
か
っ
た
か
ら
、
右
派
野
党
の
ア
ポ
ニ
・
ア
ル
ベ
ル
ト
曰
く
、ⅷ
中
道
左
派
は
こ
の
一
点
の
み
を
⒡
⒢
彼
ら
の
主

義
が
座
礁
し
た
中
か
ら
⒡
⒢
党
合
同
の
中
へ
救
出
し
た
の
で
あ
る

(

⎬⒣⒣)

ⅸ。
但
し
、
独
立
の
中
央
銀
行
の
設
立
は
、
当
時
の
状
況
で
は
現
実

的
で
な
か
っ
た
こ
と
か
ら

(

⎬⒣⎬)

、
テ
ィ
サ
は
譲
歩
を
引
き
出
す
た
め
の
手
段
と
し
て
こ
れ
を
取
り
上
げ
、
更
に
は
自
ら
の
辞
任
を
も
戦
術
的

に
用
い
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
政
府
や
皇
帝
＝
国
王
か
ら
譲
歩
を
引
き
出
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
民
銀
行
に
圧
力
を
か
け
た
。
ハ
ン
ガ

リ
ー
政
府
の
構
想
は
カ
ル
テ
ル
銀
行
（
同
一
の
株
式
会
社
が
、
個
別
の
資
本
金
と
経
営
陣
を
持
つ
二
つ
の
銀
行
を
ウ
ィ
ー
ン
と
ブ
ダ
ペ
シ
ュ
ト
に

設
立
す
る
）
と
い
う
も
の
だ
っ
た
が
、
七
六
年
五
月
の
共
通
閣
議
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
政
府
が
同
意
し
た
の
は
、
一
つ
の
銀
行
企
業
が

二
つ
の
銀
行
機
関
を
設
立
し
、
パ
リ
テ
ィ
に
基
づ
く
中
央
組
織
が
監
督
す
る
と
い
う
中
央
銀
行
の
ⅷ
二
重
制
化
ⅸ
で
あ
っ
た

(

⎬⒣⎭)

。
自
由
党

内
か
ら
は
こ
れ
に
不
満
を
持
っ
た
七
四
人
の
議
員
が
離
党
し
て
ⅷ
独
立
自
由
党
ⅸ
を
設
立
し
た

(

⎬⒣︸)

。
両
政
府
の
合
意
に
反
し
て
、
ウ
ィ
ー

ン
資
本
の
後
ろ
楯
の
も
と
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
民
銀
行
は
強
く
抵
抗
し
、
七
七
年
一
月
に
、
二
つ
の
本
店
は
置
く
も
の
の
、
株
主
総
会

で
選
出
さ
れ
る
総
理
事
会G

eneralrath

（
両
副
総
裁
を
除
く
と
、
一
二
名
中
八
名
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
、
四
名
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
国
籍
者
）
に

決
定
権
を
集
中
し
た
内
容
の
対
案
を
提
示
し
た
。
テ
ィ
サ
は
、
こ
れ
を
交
渉
の
基
礎
と
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
、
独
立
中
央
銀
行
の
設

立
準
備
へ
の
許
可
を
国
王
に
求
め
る
が
、
こ
れ
が
国
王
に
拒
否
さ
れ
る
と
、
二
月
に
首
相
を
辞
任
し
た
の
で
あ
る

(

⎬⒣⎧)

。
テ
ィ
サ
は
、
こ
れ

ま
で
の
交
渉
の
合
意
点
を
維
持
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
後
任
に
右
派
野
党
の
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
を
推
す
が
、
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
は
工
業
保
護

一
九
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関
税
に
反
対
し
て
引
き
受
け
な
か
っ
た

(

⎬⒣⎨)

。
結
局
、
テ
ィ
サ
が
再
任
さ
れ
、
テ
ィ
サ
は
各
本
店
を
主
宰
す
る
副
総
裁
の
人
事
と
総
理
事
会

の
構
成
で
の
譲
歩
を
条
件
に
、
辞
任
し
た
時
と
同
じ
陣
容
で
第
二
次
内
閣
を
組
閣
し
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
銀
行
に
つ
い

て
は
、
副
総
裁
を
（
総
理
事
会
の
推
薦
す
る
三
名
の
中
か
ら
）
各
蔵
相
の
推
薦
で
君
主
が
任
命
す
る
政
治
的
任
命
制
と
、
総
理
事
会
の
他

の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
二
人
ず
つ
を
各
本
店
執
行
部
が
推
薦
す
る
（
一
人
に
つ
き
三
名
の
）
候
補
の
中
か
ら
選
出
す
る
形
式
的
パ
リ
テ
ィ
と

で
妥
協
が
成
立
し
た
（
法
文
上
は
パ
リ
テ
ィ
だ
が
、
実
質
は
一
二
人
中
二
人
、
も
し
く
は
、
副
総
裁
を
入
れ
る
と
、
一
四
人
中
三
人
が
ハ
ン
ガ
リ
ー

に
確
保
さ
れ
た

(

⎬⒣⎩)

）。

　
両
政
府
の
間
で
苦
労
し
て
実
現
し
た
妥
協
案
は
、
両
国
の
議
会
で
与
党
内
か
ら
も
強
い
批
判
に
晒
さ
れ
、
今
度
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側

の
内
閣
（
ド
イ
ツ
人
リ
ベ
ラ
ル
派
の
ア
ド
ル
フ
・
ア
ウ
ア
ー
ス
ペ
ル
ク
内
閣
）
が
一
度
辞
任
し
て
与
党
の
説
得
に
当
た
っ
た
。
一
八
七
八
年
初

頭
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
議
会
に
お
い
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
の
内
閣
危
機
の
間
、
経
済
妥
協
法
案
（
関
税
・
通
商
同
盟
法
案
と
関
税
表
法
案
）

の
審
議
を
ス
ト
ッ
プ
し
て
、
新
内
閣
と
再
交
渉
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
動
議
が
僅
か
一
九
票
差
で
否
決
さ
れ
る
と

(

⎬⒣︸)

、
再
び
自
由
党
か
ら

は
離
党
者
が
出
て
、
彼
ら
は
ⅷ
無
党
派
自
由
主
義
者
ⅸ
と
呼
ば
れ
た

(

⎬⒣㏌)

。
七
八
年
二
月
、
経
済
妥
協
法
案
は
三
六
票
差
で
第
一
読
会
を
通

過
し
た

(

⎬⒣㌅)

。
七
五
年
選
挙
の
圧
倒
的
多
数
派
は
、
七
八
年
初
頭
に
は
こ
こ
ま
で
小
さ
く
な
っ
て
い
た
。
自
由
党
を
離
党
し
た
独
立
自
由
党

と
無
党
派
自
由
主
義
者
と
は
、
七
八
年
四
月
に
右
派
野
党
と
合
同
し
、ⅷ
合
同
野
党
ⅸ
を
名
乗
る
こ
の
党
は
議
員
一
一
五
名
を
数
え
た
。

保
守
派
の
若
手
と
し
て
登
場
し
、
後
に
農
業
保
護
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
擁
護
者
と
な
る
ア
ポ
ニ
・
ア
ル
ベ
ル
ト
と
、
自
由
主
義

的
法
制
度
に
つ
い
て
の
該
博
な
知
識
を
も
っ
て
議
会
で
は
手
強
い
論
敵
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
シ
ラ
ー
ジ
・
デ
ジ
ェ
ー
の
二
人
が
、
合
同

野
党
の
中
か
ら
党
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
抬
頭
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
が
、
保
守
派
も
自
由
主
義
派
も
内
包
す
る
こ
の
党
は
ⅷ
寄
せ
集
め

党habar
㊖ekp
㊖art

ⅸ
と
揶
揄
さ
れ
た

(

⎬⎬⒣)

。

　
一
八
七
八
年
八
月
前
半
に
行
わ
れ
た
総
選
挙
は
、
ボ
ス
ニ
ア
＝
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
占
領
の
軍
事
行
動
の
最
中
に
実
施
さ
れ
、
与
党

二
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自
由
党
は
多
数
派
を
維
持
し
た
が

(

⎬⎬⎬)

、
与
党
内
外
で
共
通
外
相
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
の
外
交
政
策
は
批
判
を
招
い
て
い
た
。
軍
事
支
出
の
増
加

が
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
財
政
再
建
を
不
可
能
に
す
る
と
判
断
し
た
セ
ー
ル
蔵
相
が
九
月
末
に
辞
任
し

(

⎬⎬⎭)

、
テ
ィ
サ
は
蔵
相
を
欠
い
て
の
政
権
運

営
は
困
難
と
判
断
し
て
、
再
度
総
辞
職
す
る

(

⎬⎬︸)

。
国
王
は
、
マ
イ
ラ
ー
ト
・
ジ
ェ
ル
ジ
上
院
議
長
、
ギ
ツ
ィ
下
院
議
長
、
合
同
野
党
か
ら

シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
、
シ
モ
ニ
・
ラ
ヨ
シ
ュ
、
ビ
ッ
ト
ー
（
そ
れ
ぞ
れ
、
右
派
野
党
、
独
立
自
由
党
、
無
党
派
自
由
主
義
者
の
指
導
的
政
治
家
）、
自

由
党
か
ら
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
を
謁
見
に
呼
び

(

⎬⎬⎧)

、
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
を
首
班
と
す
る
自
由
党
と
合
同
野
党
の
連
合
も
し
く
は
党
合
同
に
基
づ
く
後
継

内
閣
の
可
能
性
を
探
っ
た
が
、
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
が
固
辞
し
て
実
現
し
な
か
っ
た
。
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
は
、
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
と
国
王
が
進
め
た
外

交
・
軍
事
政
策
を
批
判
す
る
内
閣
の
組
閣
を
躊
躇
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る

(

⎬⎬⎨)

。
テ
ィ
サ
は
一
〇
月
一
一
日
に
、
蔵
相
を
欠
い
た
ま
ま
（
テ

ィ
サ
が
兼
任
し
、
こ
の
間
、
内
相
は
ヴ
ェ
ン
ク
ハ
イ
ム
が
兼
任
し
た
）
暫
定
事
務
管
理
内
閣
を
率
い
る
こ
と
と
な
り
、
一
二
月
五
日
に
な
っ
て

漸
く
サ
パ
ー
リ
・
ジ
ュ
ラ
が
蔵
相
を
引
き
受
け
て
（
テ
ィ
サ
は
再
び
内
相
を
兼
任
し
た

(

⎬⎬⎩)

）、
第
三
次
内
閣
が
組
閣
さ
れ
た

(

⎬⎬︸)

。

　
テ
ィ
サ
内
閣
は
、
自
由
主
義
的
改
革
の
側
面
で
は
多
く
の
成
果
を
誇
れ
な
か
っ
た

(

⎬⎬㏌)

。
一
八
八
三
年
に
な
っ
て
議
会
は
（
キ
リ
ス
ト
教

徒
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
間
で
）
民
事
婚
を
導
入
す
る
法
案
の
審
議
を
開
始
し

(

⎬⎬㌅)

、
下
院
は
こ
れ
を
可
決
し
た
が
、
上
院
が
二
度
に
わ
た
っ
て
否

決
し
た
た
め
に
、
こ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た

(

⎬⎭⒣)

。
テ
ィ
サ
は
上
院
改
革
で
上
院
へ
の
政
府
の
影
響
力
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
が

(

⎬⎭⎬)

、
異
宗
派

間
の
婚
姻
（
と
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
子
供
の
宗
派
帰
属
）
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
九
〇
年
代
前
半
に
教
会
政
策
論
争
を

引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
テ
ィ
サ
の
世
代
の
自
由
主
義
者
は
、
改
革
期
の
そ
れ
と
比
べ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
強
い
事
に
も
触
れ

て
お
く
べ
き
だ
ろ
う

(

⎬⎭⎭)

。
デ
ア
ー
ク
は
、
諸
民
族
の
文
化
振
興
の
平
等
性
を
求
め
る
少
数
民
族
議
員
の
意
見
に
耳
を
傾
け
た
が

(

⎬⎭︸)

、
テ
ィ

サ
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
は
む
し
ろ
、
少
数
民
族
議
員
に
対
し
て
恫
喝
す
る
よ
う
な
発
言
を
行
っ
て
沈
黙
を
強
い
た

(

⎬⎭⎧)

。

　
一
八
七
八
年
、
八
一
年
、
八
四
年
、
八
七
年
（
八
七
年
召
集
議
会
か
ら
五
年
任
期
に
な
る
）
と
繰
り
返
さ
れ
た
総
選
挙
の
中
で
、
自
由
党

は
常
に
議
会
多
数
派
を
制
し
た
。
過
半
数
の
選
挙
区
で
候
補
を
立
て
ら
れ
た
野
党
が
無
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
実
質
的
に
選
挙
で
勝
利
す

二
一
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る
可
能
性
は
自
由
党
に
し
か
な
か
っ
た

(

⎬⎭⎨)

。
テ
ィ
サ
は
、（
兼
任
し
た
内
務
大
臣
の
権
限
で
）
県
知
事
に
任
命
し
た
り
、（
党
指
導
者
と
し
て
）

与
党
派
の
安
全
な
選
挙
区
を
議
員
候
補
に
割
り
振
っ
た
り
す
る
こ
と
で

(

⎬⎭⎩)

、
党
内
に
核
と
な
る
忠
実
な
支
持
者
を
生
み
出
し
、
彼
ら
は

ⅷ
将
軍gener

㊖alis

ⅸ
に
従
う
ⅷ
マ
ム
ル
ー
クm

am
eluk

ⅸ
と
呼
ば
れ
た

(

⎬⎭︸)

。
テ
ィ
サ
は
同
僚
の
閣
僚
に
は
専
門
家
を
好
み
、
次
官
出
身

の
行
政
官
僚
や
裁
判
官
出
身
者
を
運
輸
（
バ
ロ
シ
ュ
・
ガ
ー
ボ
ル)

・
大
蔵
（
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
・
シ
ャ
ー
ン
ド
ル)

・
法
務
（
フ
ァ
ビ
ニ
・
テ
オ
フ

ィ
ル
）
大
臣
に
任
用
し
た

(

⎬⎭㏌)

。
同
じ
く
次
官
出
身
な
の
だ
が
、
フ
ェ
イ
エ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
リ
・
ゲ
ー
ザ
だ
け
は
、
テ
ィ
サ
の
意
向
で
は
な

く
、
国
王
の
希
望
で
実
現
し
た
（
序
で
に
言
え
ば
、
初
め
て
の
現
役
武
官
）
国
防
相
で
あ
る

(

⎬⎭㌅)

。
サ
パ
ー
リ
辞
任
後
に
蔵
相
を
兼
任
し
た
テ

ィ
サ
を
大
蔵
次
官
と
し
て
支
え
た
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
は
、
後
に
初
め
て
の
平
民
出
身
の
首
相
と
な
り
、
フ
ェ
イ
エ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
リ
は
自
由
党

内
で
首
相
の
息
子
で
あ
る
テ
ィ
サ
・
イ
シ
ュ
ト
ヴ
ァ
ー
ン
の
盟
友
と
な
る
が
、
テ
ィ
サ
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
内
閣
の
中
で
は
、
彼
ら
は
い

ず
れ
も
財
政
・
軍
事
専
門
家
と
し
て
行
動
し
て
い
た
。

　
一
八
七
五
年
か
ら
九
〇
年
ま
で
一
五
年
に
わ
た
っ
て
権
力
の
座
に
あ
っ
た
テ
ィ
サ
の
権
威
を
動
揺
さ
せ
た
の
は
、
八
七
〜
八
九
年
に

改
定
時
期
を
迎
え
る
妥
協
の
、
今
回
は
軍
事
的
側
面
だ
っ
た
。
経
済
妥
協
は
、
テ
ィ
サ
内
閣
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
の
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・

タ
ー
フ
ェ
内
閣
の
間
で
、
大
き
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
な
く
（
但
し
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
農
業
保
護
関
税
導
入
に
対
応
し
て
、
農
業
分
野
で
も
緩

や
か
な
保
護
関
税
が
導
入
さ
れ
た
上
で
）、
順
調
に
更
新
さ
れ
た
。
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
防
衛
力
法
の
改
定
だ
っ
た

(

⎬︸⒣)

。
六
八
年
、
七

九
年
の
防
衛
力
法
が
軍
の
全
体
の
規
模
を
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
定
め
て
い
た
の
に
対
し
て

(

⎬︸⎬)

、
テ
ィ
サ
内
閣
が
八
八
年
末
に
議
会
に
上
程

し
た
新
法
案
で
は
、
毎
年
の
新
兵
徴
募
数
が
固
定
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
（
法
案
第
一
四
条
）。
こ
れ
が
、
毎
年
の
新
兵
徴
募
数
を
可
決

す
る
国
会
の
権
利
に
抵
触
し
、
一
〇
年
ご
と
の
更
新
を
不
要
に
す
る
規
定
に
な
っ
て
い
る
と
野
党
は
主
張
し
た
。
ま
た
、
中
等
教
育
修

了
者
に
認
め
ら
れ
て
い
た
一
年
志
願
兵
役
に
よ
る
予
備
役
士
官
制
度
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
語
で
行
わ
れ
る
試
験
に
落
第
し
た
場
合
に

も
う
一
年
の
兵
役
と
再
試
験
の
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
が
、
学
生
た
ち
の
反
感
を
買
っ
た
（
同
第
二
五
条

(

⎬︸⎭)

）。
法
案
に
は
与
党
内
か

二
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ら
も
批
判
が
あ
っ
た
が
、
テ
ィ
サ
は
党
規
律
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
内
閣
総
辞
職
を
か
け
て
、
法
案
の
可
決
を
要
求
し
た
。
八
九
年
一

月
か
ら
三
月
末
ま
で
か
か
る
法
案
審
議
に
際
し
て
は
、
議
会
内
で
政
府
が
野
党
（
独
立
党
、
旧
合
同
野
党
で
あ
る
ⅷ
穏
健
野
党
ⅸ）
の
批
判

の
矢
面
に
立
た
さ
れ
、
議
会
外
で
は
大
学
生
と
未
組
織
労
働
者
が
街
頭
デ
モ
を
繰
り
広
げ
た

(

⎬︸︸)

。
テ
ィ
サ
は
、
第
二
読
会
で
法
案
の
第
一

四
条
に
、
同
条
で
規
定
さ
れ
た
新
兵
徴
募
数
を
一
〇
年
間
有
効
と
す
る
と
い
う
文
言
を
書
き
加
え
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
（
予
備

役
士
官
昇
進
試
験
に
関
し
て
は
、
運
用
で
緩
や
か
な
扱
い
を
求
め
る
議
会
決
議
が
付
帯
さ
れ
た

(

⎬︸⎧)

）。ⅷ
解
約
通
知
付
き
の
軍

(

⎬︸⎨)

ⅸ
に
不
満
だ
っ
た
軍

部
・
君
主
の
意
向
に
沿
っ
た
法
案
の
改
定
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
、
テ
ィ
サ
の
権
威
は
大
き
く
損
な
わ
れ
た
。
こ
の
過
程
で
、

世
論
の
動
向
に
敏
感
な
ア
ポ
ニ
は
、
軍
に
関
わ
る
ⅷ
国
民
的
要
求
ⅸ（
こ
の
時
点
で
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
を
授
業
語
と
す
る
⒡
⒢
科
目
と
し
て

の
ド
イ
ツ
語
教
育
を
含
む
⒡
⒢
士
官
教
育
の
充
実
）
を
持
ち
出
し
て
い
く

(

⎬︸⎩)

。
政
党
シ
ス
テ
ム
は
再
び
、
独
立
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
軍
を
求
め
る
独

立
党
、
そ
れ
よ
り
は
穏
健
だ
が
、
共
通
制
度
（
妥
協
法
の
表
現
で
は
、ⅷ
全
軍
の
一
部
を
な
す
ハ
ン
ガ
リ
ー
軍
ⅸ）
に
対
す
る
国
制
上
の
要
求

を
掲
げ
る
穏
健
野
党
、
六
七
年
妥
協
法
の
維
持
を
支
持
す
る
自
由
党
と
い
う
具
合
に
、
国
制
上
の
立
場
で
並
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
穏
健

野
党
は
九
二
年
選
挙
で
ⅷ
国
民
党
ⅸ
を
名
乗
る
こ
と
に
な
る
。

　
防
衛
力
法
論
争
で
与
党
内
で
の
求
心
力
が
低
下
し
た
テ
ィ
サ
内
閣
は
、
一
八
八
九
年
六
月
の
内
閣
改
造
で
政
府
の
再
活
性
化
を
図
る

の
だ
が
、
却
っ
て
獅
子
身
中
の
虫
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。
テ
ィ
サ
は
、
自
由
党
内
の
保
守
派
を
代
表
す
る
サ
パ
ー
リ
・
ジ
ュ
ラ
を

農
務
大
臣
に
迎
え
る
一
方
で

(

⎬︸︸)

、
防
衛
力
法
論
争
で
は
政
府
の
論
敵
と
し
て
立
ち
は
だ
か
っ
た
シ
ラ
ー
ジ
・
デ
ジ
ェ
ー
を
法
相
に
就

け
た

(

⎬︸㏌)

。
雄
弁
な
シ
ラ
ー
ジ
を
野
党
席
に
座
ら
せ
て
お
く
の
は
危
険
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
り

(

⎬︸㌅)

、
シ
ラ
ー
ジ
は
、
前
年
の
ト
レ
フ
ォ
ル
ト

の
死
後
に
後
任
の
文
相
と
な
っ
た
チ
ャ
ー
キ
・
ア
ル
ビ
ン
と
、
内
閣
改
造
に
際
し
て
次
官
か
ら
蔵
相
に
昇
格
し
た
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
・
シ
ャ

ー
ン
ド
ル
と
並
ん
で
、
九
〇
年
代
前
半
の
教
会
政
策
論
争
を
主
導
す
る
自
由
主
義
派
の
閣
僚
と
な
る
の
だ
が
、
シ
ラ
ー
ジ
は
（
ま
た
、

サ
パ
ー
リ
も
）
テ
ィ
サ
の
権
威
に
は
服
さ
な
い
人
物
だ
っ
た
。
実
際
に
、
九
〇
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
コ
シ
ュ
ー
ト
・
ラ
ヨ
シ

二
三
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ュ
の
国
籍
喪
失
問
題
と
国
籍
法
改
定
を
め
ぐ
っ
て
閣
内
で
意
見
が
対
立
し
た
際
に

(

⎬⎧⒣)

、
シ
ラ
ー
ジ
と
サ
パ
ー
リ
は
、
閣
内
対
立
を
仲
介
し

よ
う
と
す
る
国
王
の
使
者
、
オ
ル
ツ
ィ
・
ベ
ー
ラ
内
大
臣
と
の
協
議
に
際
し
て
、
テ
ィ
サ
と
、
彼
と
対
立
す
る
閣
僚
と
の
間
で
、
国
王

が
中
立
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
、
妥
協
の
姿
勢
を
一
切
見
せ
ず
に
閣
内
対
立
を
放
置
し
、
テ
ィ
サ
の
辞
任
を
導
き

出
し
た
の
で
あ
る

(

⎬⎧⎬)

。

　
デ
ア
ー
ク
党
政
権
か
ら
自
由
党
政
権
前
半
期
に
か
け
て
の
歴
代
内
閣
の
う
ち
、
一
八
七
一
年
一
一
月
に
首
相
が
共
通
外
相
に
転
出
し

た
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
内
閣
を
除
く
と
、
七
二
年
末
の
ロ
ー
ニ
ャ
イ
内
閣
の
倒
閣
は
、（
首
相
と
野
党
と
の
対
立
悪
化
を
背
景
と
し
た
）
首
相
と

与
党
指
導
部
の
対
立
と
閣
内
不
一
致
と
が
原
因
で
あ
り
、
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
内
閣
と
ビ
ッ
ト
ー
内
閣
の
内
閣
危
機
は
、
財
政
危
機
を
背
景
と

し
て
与
党
デ
ア
ー
ク
党
の
統
合
が
揺
ら
い
だ
こ
と
を
要
因
と
し
て
い
た
。
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
内
閣
は
、
七
四
年
三
月
の
中
道
左
派
と
の
連
合

交
渉
に
失
敗
し
て
辞
任
（
第
二
次
内
閣
組
閣
依
頼
の
返
上
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
ビ
ッ
ト
ー
内
閣
は
、
七
五
年
二
月
に
党
合
同
交
渉
に
道

を
拓
く
た
め
に
総
辞
職
し
た
。
三
月
一
日
の
党
合
同
に
成
功
し
た
自
由
党
政
権
の
ヴ
ェ
ン
ク
ハ
イ
ム
内
閣
は
、
同
年
一
〇
月
に
首
相
を

テ
ィ
サ
に
譲
っ
た
際
に
は
、
内
閣
危
機
を
経
験
し
て
い
な
い
。
第
一
次
テ
ィ
サ
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
内
閣
は
、
七
七
年
二
月
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
側
の
政
府
や
中
央
銀
行
と
の
交
渉
を
有
利
に
運
ぶ
た
め
に
総
辞
職
し
、
第
二
次
テ
ィ
サ
内
閣
は
、
翌
年
夏
に
財
政
再
建
と
軍
事
行

動
が
両
立
で
き
な
い
と
蔵
相
が
判
断
し
た
こ
と
を
根
拠
に
総
辞
職
し
た
。
長
期
に
わ
た
っ
て
政
権
に
あ
っ
た
第
三
次
テ
ィ
サ
内
閣
が
九

〇
年
三
月
に
倒
閣
し
た
原
因
は
、
再
び
閣
内
不
一
致
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
歴
代
内
閣
の
倒
閣
の
原
因
は
、
第
一
次
テ
ィ
サ
内
閣
の

戦
術
的
な
総
辞
職
を
別
と
す
る
と
、
主
と
し
て
（
七
三
〜
七
八
年
に
は
財
政
危
機
・
財
政
再
建
を
背
景
と
し
て
）
与
党
や
閣
内
を
ま
と
め
上

げ
ら
れ
な
か
っ
た
事
（
と
、
ロ
ー
ニ
ャ
イ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
に
加
え
て
野
党
と
の
関
係
悪
化
）
に
あ
っ
た
。

　
一
連
の
内
閣
危
機
と
後
継
内
閣
組
閣
交
渉
を
通
観
す
る
と
、
後
継
首
班
の
選
定
に
（
ロ
ー
ニ
ャ
イ
の
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
）
国
王
が

二
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イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
は
む
し
ろ
稀
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
後
継
首
班
の
推
薦
は
、
辞
任
し
た
首
相
の

他
、
有
力
政
治
家
（
上
下
両
院
長
、
与
党
の
指
導
的
政
治
家
、
場
合
に
よ
っ
て
は
六
七
年
派
⒡
⒢
一
八
六
七
年
の
妥
協
法
を
前
提
と
し
て
認
め
る

⒡
⒢
野
党
の
指
導
的
政
治
家
）
の
側
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
と
り
わ
け
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
デ
ア
ー
ク
と
ア
ン

ド
ラ
ー
シ
で
あ
る
こ
と
は
、
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
、
ビ
ッ
ト
ー
、
ヴ
ェ
ン
ク
ハ
イ
ム
は
、
い
ず
れ
も
ア
ン
ド
ラ
ー
シ

内
閣
で
閣
僚
を
務
め
た
政
治
家
で
あ
り
、
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
、
ビ
ッ
ト
ー
は
デ
ア
ー
ク
が
（
二
重
制
期
初
代
首
相
の
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
も
デ
ア
ー
ク

が
推
薦
し
た
）、
ヴ
ェ
ン
ク
ハ
イ
ム
は
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
が
後
継
首
班
に
推
薦
し
た
。
テ
ィ
サ
は
前
首
相
ヴ
ェ
ン
ク
ハ
イ
ム
と
ア
ン
ド
ラ
ー

シ
の
推
薦
だ
っ
た
。
国
王
は
こ
れ
ら
の
内
閣
危
機
に
際
し
て
、
ブ
ダ
に
来
て
危
機
の
解
消
と
次
期
首
班
の
選
定
に
あ
た
る
協
議
を
直
接

指
揮
し
た
が
、
こ
の
時
期
に
は
国
王
自
身
は
概
ね
交
渉
の
仲
介
役
を
務
め
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
（
デ
ア
ー
ク
が
ビ
ッ
ト
ー

の
後
任
に
推
薦
し
た
ゴ
ロ
ヴ
ェ
を
拒
否
し
た
事
例
の
よ
う
に
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
介
入
は
見
ら
れ
る
）。
首
班
の
み
で
な
く
、
重
要
な
閣
僚
の
選
定

に
も
関
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
財
政
危
機
に
際
し
て
蔵
相
を
引
き
受
け
る
人
物
が
い
な
か
っ
た
時
に
ギ
ツ
ィ
を
説
得
し
た
こ

と
や
、
テ
ィ
サ
内
閣
後
半
に
フ
ェ
イ
エ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
リ
を
国
防
相
に
就
け
た
よ
う
な
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
、
比
較
的
稀
な
こ
と
で
あ

っ
た
（
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
内
閣
危
機
に
際
し
て
テ
ィ
サ
の
入
閣
を
認
め
な
か
っ
た
事
例
や
、
ビ
ッ
ト
ー
内
閣
の
後
継
内
閣
に
ロ
ー
ニ
ャ
イ
と
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ

の
入
閣
を
拒
否
し
た
事
例
の
よ
う
に
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
介
入
は
こ
こ
で
も
見
ら
れ
る
）。
与
党
が
首
相
を
決
定
し
た
事
例
は
、
こ
の
時
期
に
は
一

つ
と
し
て
見
ら
れ
な
い
。

　
政
党
は
、
議
会
内
の
議
員
集
団
か
ら
な
る
議
会
会
派
と
、
社
交
団
体
で
も
あ
る
議
会
外
の
政
党
ク
ラ
ブ
と
を
活
動
の
場
と
し
、
各
選

挙
区
レ
ベ
ル
の
地
方
有
力
者
（
名
望
家
）
と
は
各
議
員
を
介
し
て
繋
が
っ
て
い
た

(

⎬⎧⎭)

。
与
党
デ
ア
ー
ク
党
・
自
由
党
も
、
六
七
年
派
野
党

の
合
同
野
党
・
穏
健
野
党
も
、
ど
ち
ら
も
保
守
派
も
自
由
主
義
派
も
内
包
し
て
お
り
、
自
由
主
義
対
保
守
主
義
と
い
う
対
立
軸
は
政
党

シ
ス
テ
ム
上
で
は
不
鮮
明
な
ま
ま
だ
っ
た
。
む
し
ろ
、
国
制
を
め
ぐ
る
対
立
軸
が
執
拗
な
吸
引
力
を
発
揮
し
た
こ
と
が
目
に
付
く
だ

二
五
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ろ
う

(

⎬⎧︸)

。
出
発
点
に
お
け
る
、
デ
ア
ー
ク
党
、
中
道
左
派
、
最
左
派
の
配
列
と
、
こ
の
時
期
の
最
後
に
お
け
る
、
自
由
党
、
穏
健
野
党
、

独
立
党
の
配
列
の
間
に
見
ら
れ
る
類
似
性
に
は
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。

（
１)

G
ERH

A
RD
P
㊖eter,

D
eszkafalak

㊖es
potyavacsor

㊖ak:
V
㊖alaszt ㊖oi

m
agatart ㊖as

P
esten

a
T

isza
K
㊖alm
㊖an

-korszakban
,

B
udapest:

K
orall,

2019,
21

㉕42.old.;
idem

,
れJogszer

㊖㊖u
kam
p
㊖anykiad

㊖as
vagy

v
㊖alaszt ㊖asi

vissza
㊖el ㊖es:

E
gy
peranyag

tanuls
㊖agai─,

K
orall,

67.sz.2017.93

㉕106.old.

（
２)

G
ER
㊖㊖O
A
ndr
㊖as,

A
z

els ψopr
㊖㊖o

kisebbs
㊖eg:

N
㊖epk
㊖epviselet

a
M

on
arch

ia
M

agyarorsz
㊖ag
㊖an
,
B
udapest:

G
ondolat,

1988.

近
年
再
刊
さ
れ
た
（B

udapest:
H
absburg

T
ψort ㊖eneti

Int ㊖ezet,
K
ψoz
㊖ep

㉕㊖es
K
elet

㉕Eur
㊖opai

T
ψort ㊖enelem

㊖es

T
㊖arsadalom

K
utat ㊖as

㊖a ㊖ert
K
ψozalap

㊖ıtv
㊖any,

2017
2

）
が
、
引
用
は
初
版
に
よ
る
。
ゲ
レ
ー
の
主
張
は
、
思
想
家
ビ
ボ
ー
・
イ
シ
ュ
ト

ヴ
ァ
ー
ン
に
よ
る
二
重
君
主
国
期
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
治
体
制
に
対
す
る
批
判
を
強
く
想
起
さ
せ
る
も
の
で
、
著
書
の
中
に
は
ビ
ボ
ー
へ
の

（
留
保
付
き
の
）
肯
定
的
な
言
及
も
あ
る
（290

㉕291.old.

）
が
、
ゲ
レ
ー
は
他
方
で
、
ビ
ボ
ー
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
近
代
史
観
を
批
判
す
る

論
攷
も
物
し
て
い
る
。Idem
,
れA
szim

bolikus
politika

fogalm
i
fogs

㊖ag
㊖aban:

A
zs
㊖akutc

㊖as
B
ib
㊖o─,
in
idem

,
K
㊖epzelt

t ψort ㊖en
elem

:
F

ejezetek
a

m
agyar

szim
boliku

s
politika

X
IX

㉕XX
.

sz
㊖azad

i
t ψort ㊖en

et ㊖eb
㊖㊖ol,
B
udapest:

E
ψotv
ψos
K
iad
㊖o,

P
olgA

R
T
K
iad
㊖o,
2004,

247

㉕264.old.

（
３)

Idem
,

A
z

els ψopr
㊖㊖o

kisebbs
㊖eg,
78

㉕79.old.
こ
う
し
た
選
挙
地
理
の
存
在
は
ア
ダ
ル
ベ
ル
ト
・
ト
ー
ト
（
ト
ー
ト
・
ベ
ー
ラ
）

の
指
摘
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。A

dalbert
T

O
T

H,
P

arteien
u

n
d

R
eich

stagsw
ah

len
in

U
n

garn
1848

㉕1892,

M
ψunchen:

R
.O
ldenbourg

V
erlag,

1973.

（
４)
S

ZA
B
㊖O
D
㊖aniel,

れ
I.
r
㊖esz

(
1867

┡
1918

)
─,
in
B

O
RO

S
Z
suzsanna

㉕SZA
B
㊖O
D
㊖aniel,

P
arlam

en
tarizm

u
s

M
a-

gyarorsz
㊖agon

(1867

㉕1944),
B
udapest:

K
orona

K
iad
㊖o,
1999,

7

㉕156.old

●

,l ㊖asd
130

㉕150.old.

引
用
は135.old.

よ
り
。

同
書
は
教
科
書
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
た
め
に
注
が
つ
い
て
い
な
い
が
、
そ
の
一
部
は
注
付
き
の
論
文
と
し
て
も
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

Idem
,
れA
m
agyar

t ㊖arsadalom
politikai

szervez
㊖㊖od
㊖ese
a
dualizm

us
kor
㊖aban:

P
㊖art
㊖es
vid
㊖eke─,

T
ψort ㊖en

elm
i

S
zem

le,

34.
㊖evf.1992.3

㉕4.sz.199

㉕230.old.

ゲ
レ
ー
の
著
書
に
対
し
て
サ
ボ
ー
が
執
筆
し
た
書
評
も
参
照
。Idem

,
れG
er
㊖㊖o
A
ndr
㊖as:
A
z

二
六
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els ψopr
㊖㊖okisebbs

㊖eg:
N
㊖epk
㊖epviselet

a
M
onarchia

M
agyarorsz

㊖ag
㊖an─,

B
U

K
S

Z
,
1.
㊖evf.1989.1.sz.113

㉕115.old.
（
５)

C
IEG

ER
A
ndr
㊖as,

P
olitikai

korru
pci ㊖o

a
M

on
arch

ia
M

agyarorsz
㊖ag
㊖an

1867

㉕1918,
B
udapest:

N
apvil ㊖ag

K
iad
㊖o,

2011,
33

㉕47.old.

（
６)

C
O

N
CH

A
G
y
㊖㊖oz
㊖㊖o,
れJogi

int ㊖ezm
㊖eny┡ e

a
parlam

enti
korm

㊖any?─
B

u
d

apesti
S

zem
le,
124.k

ψot.348.sz.1905.deczem
-

ber,
402

㉕443.old.;
D

E
㊖A
K
A
lbert,

れJogi
int ㊖ezm

㊖eny┡ e
a
parlam

enti
korm

㊖any?
M
egjegyz

㊖esek
C
oncha

G
y
㊖㊖oz
㊖㊖onek

a

B
udapesti

Szem
le
1905.deczem

beri
sz
㊖am
㊖aban

m
egjelent

czikk
㊖ere─,

E
rd
㊖ely

M
㊖u
zeu

m
,
23.k

ψot.
㊖uj
folyam

1.
㊖evf.

1906.1.sz.8
㉕32.old.;

C
O

N
CH

A
G
y
㊖㊖oz
㊖㊖o,
れA
szerkeszt ㊖㊖oh

ψoz─,
ibid

●

,
2.sz.89

㉕93.old.;
cf.D

E
㊖A
K
A
lbert,

A
parlam

en
ti

korm
㊖an

yren
d

szer
M

agyarorsz
㊖agon

,
I

㉕II.k
ψot

●

,
B
udapest:

G
rill
K
㊖aroly

K
ψonyvkiad

㊖ov
㊖allalata,

1912.

現
在
の
憲
法
学
者

に
よ
る
こ
の
論
争
の
紹
介
と
し
て
、P

㊖O
CZA
K
㊖alm
㊖an,
れA
korm

㊖anyz
㊖as
angol

m
int ㊖aja─,

P
olitikatu

d
om
㊖an

yi
S

zem
le,
22.

㊖evf.2013.1.sz.47

㉕67.old.;
S

ZEN
T

E
Z
olt ㊖an,

K
orm

㊖an
yz
㊖as

a
d

u
alizm

u
s

kor
㊖aban

:
A

X
IX

.
sz
㊖azad

i
eu

r
㊖opai

parlam
en

-

tarizm
u

s
㊖es

M
agyarorsz

㊖ag
korm

㊖an
yform

㊖aja
a

kiegyez
㊖es

u
t ㊖an

1867

㉕1918,
B
udapest:

A
tlantisz

K
ψonyvkiad

㊖o,

2011,
385

㉕405.old.

よ
り
幅
広
く
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
政
治
学
の
揺
籃
期
に
相
当
す
る
一
九
世
紀
後
半
か
ら
世
紀
転
換
期
の
国
家

学
の
展
開
の
中
に
コ
ン
チ
ャ
や
デ
ア
ー
ク
・
ア
ル
ベ
ル
ト
の
業
績
を
位
置
づ
け
る
も
の
に
、C

IEG
ER
A
ndr
㊖as,
れP
㊖artok

(
㊖es
parla-

m
entarizm

us)
a
dualizm

uskori
politikai

gondolkod
㊖asban─,

in
れK
㊖epzeljetek

em
bert─:

P
olitikaelm

㊖eleti
tan

u
lm
㊖an

yok

S
ch

lett
Istv
㊖an

60.
sz
ψu
let ㊖esn

apj ㊖ara
bar
㊖atait ㊖ol,

p
㊖alyat ㊖arsait ㊖ol,

tan
㊖ıtv
㊖an

yait ㊖ol,
szerkeszt ㊖㊖ok:

B
IH

A
RI
M
ih
㊖aly

㉕C
IEG

ER

A
ndr
㊖as,
B
udapest:

K
orona

K
iad
㊖o,
E
L
T
E
㊖AJK

P
olitol ㊖ogia

T
㊖ansz

㊖ek,
1999,

44

㉕54.old.

よ
り
長
期
に
わ
た
る
一
八
世
紀

末
以
来
の
国
王
大
権
に
対
す
る
制
約
と
議
会
権
限
の
強
化
と
い
う
国
制
史
の
展
開
に
つ
い
て
は
、L

㊖aszl ㊖o
P
㊖ET

ER,
れD
ie
V
erfas-

sungsentw
icklung

in
U
ngarn┣,

in
D

ie
H

absbu
rgerm

on
arch

ie
1848

㉕1918,
B

d
.

V
II:

V
erfassu

n
g

u
n

d
P

arlam
en

-

tarism
u

s,
hrsg.von

H
elm
ut
R

U
M

PLER
und

P
eter

U
RBA

N
IT

SCH,
1.T
eilbd

●

,
W
ien:

V
erlag

der
ψOsterreichischen

A
kadem

ie
der
W
issenschaften,

2000,
S.239

㉕540.

（
７)

憲
法
学
者
の
セ
ン
テ
・
ゾ
ル
タ
ー
ン
は
、
こ
の
論
争
を
紹
介
し
た
際
に
、
議
院
内
閣
制
を
議
会
優
位
の
制
度
と
考
え
る
者
（
コ
ン
チ

ャ
）
よ
り
も
、
君
主
と
議
会
の
均
衡
に
基
づ
く
制
度
と
考
え
る
者
（
デ
ア
ー
ク
・
ア
ル
ベ
ル
ト
）
の
方
が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
議
院
内
閣
制

の
国
と
見
做
す
傾
向
が
あ
っ
た
と
評
し
て
い
る
。S

ZEN
T

E,
op.

cit

●

,
394

㉕395.old.

二
七
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（
８)

二
重
君
主
国
期
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
政
治
発
展
に
関
し
て
、
独
自
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
の
が
ハ
イ
ド
ゥ
ー
・
テ
ィ
ボ
ル
で
あ
る
。

ハ
イ
ド
ゥ
ー
に
よ
れ
ば
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
一
八
四
八
年
に
選
挙
権
に
関
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
一
八
三
二
年
改
革
を
モ
デ
ル
と
し
（
男
子
普
選

を
導
入
し
た
同
時
期
の
フ
ラ
ン
ス
を
モ
デ
ル
と
せ
ず
）、
六
七
年
の
妥
協
に
際
し
て
は
実
質
的
に
こ
れ
が
復
活
し
た
。
モ
デ
ル
と
し
た
イ

ギ
リ
ス
が
同
じ
六
七
年
、
次
い
で
八
四
年
に
選
挙
権
を
拡
大
し
た
の
に
対
し
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
民
族
問
題
の
た
め
に
こ
の
発
展
経
路

が
と
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
す
る
。H

A
JDU
T
ibor,

れM
i
val ㊖osult

m
eg
a
polg

㊖ari
dem
okr
㊖aci ㊖ab

㊖ol
M
agyarorsz

㊖agon─,
V

il ㊖agos-

s
㊖ag,
22.
㊖evf.1981.8

㉕9.sz.511

㉕520.old.;
idem

,
れA
m
agyar

polg
㊖ari
㊖allam

㊖es
t ㊖arsadalom

:
A
polg

㊖ari
dem
okr
㊖acia

㊖er-

v
㊖enyes

㊖㊖ul ㊖ese
M
agyarorsz

㊖agon
(1867┡1944)─,

A
szocialista

d
em

okr
㊖acia

fejleszt ㊖es
㊖en

ek
k
㊖erd
㊖esei,

㊖ırta
L

A
K

O
S
S
㊖andor

stb

●

,
B
udapest:

M
SZ
M
P
K
B
T
㊖arsadalom

tudom
㊖anyi

Int ㊖ezete,
1982,

23

㉕42.old.

（
９)

W
IEN

ER
G
y
ψorgy,

れA
t ψobbs

㊖egi
elv
㊖es
a
bizalm

i
k
㊖erd
㊖es
a
dualizm

us
korm

㊖anyzati
rendszer

㊖eben─,
J

ogt ψort ㊖en
eti

S
zem

le,
[
㊖uj
folyam

5.
㊖evf.]

2007.3.sz.68

㉕88.old.

む
し
ろ
社
会
党
系
の
政
治
家
と
し
て
知
ら
れ
る
ヴ
ィ
ー
ネ
ル
は
、
政
治
学
者

と
し
て
も
興
味
を
惹
か
れ
る
論
攷
を
幾
つ
か
物
し
て
い
る
。

（
ヮ)

S
A

RL
㊖O
S
B
㊖ela,

D
e
㊖ak
㊖es

a
kiegyez

㊖es,
B
udapest:

G
ondolat,

1987,
86,
124

㉕125,
137

㉕138,
152

㉕153.old.

妥
協
交
渉

に
関
す
る
最
新
の
研
究
と
し
て
（
一
般
読
者
向
け
の
通
俗
書
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
た
め
に
注
が
つ
い
て
な
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
が
）、

D
E
㊖A
K
㊖Agnes

㉕M
O

LN
㊖A
R
A
ndr
㊖as,

D
e
㊖ak

F
eren

c,
B
udapest:

V
ince

K
iad
㊖o,
2003,

97

㉕147.old.

（
当
該
箇
所
の
執
筆
者
は
デ

ア
ー
ク
・
ア
ー
グ
ネ
シ
ュ
。)

こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
が
、
妥
協
交
渉
の
経
済
・
中
央
銀
行
に
関
す
る
側
面
（
ハ
ン
ガ
リ
ー
側
は

ロ
ー
ニ
ャ
イ
・
メ
ニ
ュ
ヘ
ー
ル
ト
が
交
渉
を
担
当
し
た
）、
軍
事
面
（
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
・
ジ
ュ
ラ
が
担
当
し
た
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
、C

IEG
ER
A
ndr
㊖as:
れA
z
alkudoz

㊖as
k
ψuzd
㊖㊖oterei:

L
㊖onyay

M
enyh

㊖ert
szerepe

az
1867┡ es

gazdas
㊖agi
kiegyez

㊖esben─,

S
z
㊖azad

ok,
140.

㊖evf.2006.6.sz.1376

㉕1404.old.
（
後
に
、
ツ
ィ
ー
ゲ
ル
の
著
書
、
ロ
ー
ニ
ャ
イ
伝
に
再
録
さ
れ
た
。
後
掲
注
53
参

照);
K
ψO
V
㊖ER
G
y
ψorgy,

れA
bankk

㊖erd
㊖es:
K
㊖et┡ bankrendszer

vagy
binacion

㊖alis
bank

(1867┡1878)─,
S

z
㊖azad

ok,
127.

㊖evf.1993.1.sz.89

㉕126.old.

（A
M

agyar
N

em
zeti

B
an

k
t ψort ㊖en

ete,
I.

k
ψot.:

A
z

O
sztr
㊖ak

N
em

zeti
B

an
kt ㊖ol

a
M

agyar

N
em

zeti
B

an
kig

1816

㉕1924,
szerkesztette

B
㊖A
CSK

A
I
T
am
㊖as,
B
udapest:

K
ψozgazdas

㊖agi
㊖es
Jogi

K
ψonyvkiad

㊖o,
1993,

196

㉕233,
238

㉕249.old.;
K
ψO
V
㊖ER
G
y
ψorgy,

A
pesti

C
ity
ψor ψoks

㊖ege:
B

an
kt ψort ㊖en

eti
tan

u
lm
㊖an

yok,
B
udapest:

B
udapest

F
㊖㊖ov
㊖aros

L
ev
㊖elt ㊖ara,

2012,
69

㉕110.old.

に
再
録
さ
れ
て
い
る
が
、
引
用
は
雑
誌
論
文
か
ら
行
う);

G
unther

E
.R

O
T

H
EN

BERG,

二
八

二重君主国期ハンガリーにおける責任内閣制の運用（一)
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┣T
ow
ard
a
national

H
ungarian

arm
y:
T
he
m
ilitary

com
prom

ise
of
1868

and
its
consequences,─

S
lavic

R
eview

,
31

(4),
1972,

pp.805

㉕816;
H

A
JDU
T
ibor,

T
isztikar

㊖es
k
ψoz
㊖eposzt ㊖aly:

F
eren

c
J
㊖ozsef

m
agyar

tisztjei,
B
udapest:

H
ist ㊖o-

ria,
M
T
A
T
ψort ㊖enettudom

㊖anyi
Int ㊖ezete,

1999,
11

㉕26.old.

邦
語
で
は
、
武
藤
真
也
子
ⅷ
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
お
け
る
二
重

制
の
形
成
と
軍
制
再
編
⒡
⒢
一
八
六
八
年
の
兵
役
法
制
定
⒡
⒢
ⅸ㈯
東
欧
史
研
究
㈷
二
〇
号
、
一
九
九
八
年
、
四
五
〜
六
四
頁
。
妥
協
体

制
全
般
に
つ
い
て
邦
語
で
は
、
大
津
留
厚
㈯【
増
補
改
訂
】
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
実
験
⒡
⒢
多
文
化
共
存
を
目
指
し
て
⒡
⒢
㈷
春
風
社
、
二

〇
〇
七
年
。

（
ワ)

S
A

RL
㊖O
S,

op.
cit

●

,
158.old.

（
Ρ)

N
A

G
Y
M
ikl ㊖os,

れG
hyczy

K
㊖alm
㊖an,
m
int
n
㊖adori

㊖ıtel ㊖㊖om
ester─,

B
u

d
apesti

S
zem

le,
219.k

ψot.635.sz.1930.okt ㊖ober,

1

㉕28.old.

正
確
に
は
、
国
王
の
神
聖
不
可
侵
を
定
め
た
第
一
条
、
副
王
の
地
位
と
そ
の
神
聖
不
可
侵
を
定
め
た
第
二
条
、
大
臣
の
法
的

責
任
制
と
そ
れ
に
基
づ
く
弾
劾
手
続
き
を
定
め
た
第
三
二
〜
三
六
条
は
コ
シ
ュ
ー
ト
の
起
草
に
な
る
も
の
で
、
第
七
、
八
、
二
一
条
（
国

王
大
権
事
項
と
し
て
国
王
に
留
保
さ
れ
た
、
叙
任
・
恩
赦
・
叙
位
・
叙
爵
等
の
権
限
や
、
軍
隊
の
国
外
で
の
運
用
と
軍
事
官
職
の
任
命

権
）
は
、
宮
廷
の
要
望
で
（
議
会
の
承
認
の
も
と
に
）
後
か
ら
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ギ
ツ
ィ
の
伝
記
研
究
と
し
て
、S

ZIG
ET

I
Ist-

v
㊖an,
れH

az
㊖am

n
ak

h
aszn

os
polg

㊖arja
k
㊖ıv
㊖an

ok
len

n
i─:

G
h

yczy
K
㊖alm
㊖an
㊖elete

㊖es
politikai

p
㊖aly
㊖aja
(1808

㉕1888),
B
u-

dapest:
G
ondolat

K
iad
㊖o,
2012.

（
ヰ)

第
三
条
の
前
段
は
、
一
七
九
〇
〜
九
一
年
議
会
第
一
二
号
法
の
規
定
を
変
更
し
た
も
の
で
あ
る
。ⅷ
法
律
の
制
定
・
廃
止
・
解
釈
の

権
限
は
…
…
合
法
的
に
戴
冠
し
た
君
主
と
、
国
会
に
合
法
的
に
集
っ
た
王
国
の
諸
身
分
と
に
、
共
同
し
て
属
す
る
ⅸ（
す
な
わ
ち
、
立
法

は
議
会
の
決
議
と
君
主
の
裁
可
と
を
必
要
と
す
る
）。ⅷ
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
、
も
し
く
は
定
め
ら
れ
る
裁
判
組
織
は
、
王
権
に
よ
っ

て
変
更
し
え
な
い
。
…
…
執
行
権
は
、
た
だ
法
律
の
趣
旨
に
お
い
て
の
み
、
国
王
陛
下
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
べ
し
ⅸ。C

orpu
s

J
u

ris

H
u

n
garici:

M
agyar

T
ψorv
㊖en

yt ㊖ar
1000

㉕1895:
M

illen
n

iu
m

i
em

l ㊖ekkiad
㊖as,

1740

㉕1835.
㊖evi

t ψorv
㊖en

ycikkek,
szerkeszti

M
㊖A
RK

U
S
D
ezs
㊖㊖o,
B
udapest:

F
ranklin

㉕T ㊖arsulat,
1896,

161
㉕162.old.

（
以
下
で
は
、
法
令
集
はC

J
H

M
T
,

年
号
、
頁
数
と

略
記
す
る
。）
つ
ま
り
、
啓
蒙
絶
対
君
主
ヨ
ー
ジ
ェ
フ
（
ヨ
ー
ゼ
フ
）
二
世
の
改
革
を
頓
挫
さ
せ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
諸
身
分
が
王
弟
リ
ポ
ー

ト
（
レ
オ
ポ
ル
ト
）
二
世
に
押
付
け
た
の
は
、
啓
蒙
の
別
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
（
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
）
で
あ
っ
た
。

（
‾)

一
八
四
八
年
第
三
号
法
。C

J
H

M
T
,
1836

㉕1868.218

㉕221.old.

二
九
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（
ヱ)

C
O

N
CH

A,
れJogi

int ㊖ezm
㊖eny┡ e

a
parlam

enti
korm

㊖any?─
409.old.

（
＿)

Ibid

●

,
416.old.

（
ー)

C
J

H
M

T
,
1836

㉕1868.332.old.

但
し
、
内
閣
の
連
帯
性
（
首
相
の
大
臣
指
名
権
）
よ
り
も
各
大
臣
に
対
す
る
君
主
の
任
命
権

が
優
位
し
て
い
た
の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
の
初
期
に
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
り
、
首
相
の
大
臣
選
任
権
よ
り
も
国
王
の
好
み
が
優
先
さ
れ

た
の
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
内
大
臣
・
国
防
大
臣
な
ど
の
事
例
で
見
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
ロ
ー
ニ
ャ
イ
内
閣
な
ど
、
デ
ア
ー
ク
党
政
権

期
の
例
外
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
―)

一
八
四
八
年
第
四
号
法
第
六
条
。Ibid

●

,
222.old.

こ
の
場
合
、
議
会
が
意
図
的
に
予
算
の
可
決
を
遅
ら
せ
て
新
年
に
入
っ
て
か

ら
可
決
す
る
と
、
国
王
の
議
会
解
散
権
は
有
名
無
実
化
す
る
。

（
ヲ)

Ibid

●

,
333.old.

自
由
党
政
権
後
期
か
ら
君
主
国
末
期
に
か
け
て
は
、
少
数
派
野
党
の
議
事
妨
害
に
よ
っ
て
議
会
審
議
が
停
滞
し
、

予
算
や
暫
定
予
算
が
可
決
さ
れ
な
い
ま
ま
にex
lex

に
陥
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
た
が
、
こ
の
法
規
定
に
よ
っ
て
年
末
の
議
会
解
散
が

忌
避
さ
れ
た
一
方
、（
憲
法
学
者
た
ち
が
違
憲
性
を
指
摘
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
年
明
け
に
はex

lex

の
ま
ま
で
議
会
が
解
散
さ

れ
た
。

（
‐)

残
り
の
二
つ
は
、
副
王
の
権
限
を
廃
止
し
、
副
王
選
出
を
無
期
延
期
し
た
一
八
六
七
年
第
七
号
法
と
、
国
民
衛
兵
に
関
す
る
一
八
四

八
年
第
二
二
号
法
を
停
止
し
た
一
八
六
七
年
第
一
一
号
法
。

（
〜)

二
重
君
主
国
期
ハ
ン
ガ
リ
ー
内
閣
の
責
任
制
に
つ
い
て
の
法
学
者
に
よ
る
近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
先
に
挙
げ
た
セ
ン
テ
の
著
書
、

ペ
ー
テ
ル
が
㈯
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
国
㈷
シ
リ
ー
ズ
に
書
い
た
大
部
の
論
文
の
他
に
、
戦
間
期
ま
で
扱
っ
た
ペ
シ
ュ
テ
ィ
・
シ
ャ
ー
ン
ド

ル
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。P

EST
I
S
㊖andor,

れP
arlam

ent
㊖es
parlam

entarizm
us
M
agyarorsz

㊖agon
(1848┡1945)─,

P
olitikatu

-

d
om
㊖an

yi
S

zem
le,
10.
㊖evf.2001.4.sz.57

㉕75.old
●

,
11.
㊖evf.2002.1

㉕2.sz.263

㉕297.old.;
idem

,
A

z
㊖u
jkori

m
agyar

par-

lam
en

t,
B
udapest:

O
siris

K
iad
㊖o,
2002.

（
‖)

例
え
ば
、A

N
DR
㊖A
SSY
G
yula

[ifj.],
れA
parlam

ent ㊖arizm
us
s
㊖erelm

e─,
B

u
d

apesti
H

irlap,
1905.junius

29.1

㉕2.

old.;
idem

,
れA
parlam

ent ㊖aris
korm

㊖anyzat─,
B

u
d

apesti
H

irlap,
1905.augusztus

12.1

㉕3.old

●

,
augusztus

13.1

㉕3.

old.

（
｜)

C
IEG

ER
A
ndr
㊖as,
れA
korm

㊖anyf ㊖erfi:
A
dualizm

uskori
korm

㊖anyzati
politika

egyes
k
㊖erd
㊖eseir

㊖㊖ol─,
S

z
㊖azad

v
㊖eg,
㊖uj

三
〇
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folyam
11.sz.1998.3

㉕23.old.
（
…)

S
ZA

B
㊖O
C
silla,

れP
olitikai

elit
f ψuggetlens

㊖egi
ellenz

㊖ek
㊖enek

szervezeti
form

㊖al ㊖od
㊖asa
M
agyarorsz

㊖agon
az
1860┡ as

㊖evekben:
A
48┡ as

P
㊖art
m
egalakul ㊖asa─,

S
z
㊖azad

ok,
133.

㊖evf.1999.3.sz.519

㉕541.old.

（
‥)
デ
ア
ー
ク
党
に
つ
い
て
は
、G

ER
㊖㊖O
A
ndr
㊖as,
れA
D
e
㊖ak┡ p

㊖art
㊖es
a
politikai

rendszer
v
㊖altoz

㊖asa─,
V

il ㊖agoss
㊖ag,
34.
㊖evf.

1993.8
㉕9.sz.50

㉕60.old.

（Idem
,

U
t ㊖od

ok
kora:

T
ψort ㊖en

eti
tan

u
lm
㊖an

yok,
essz
㊖ek,
B
udapest:

㊖Uj
M
and
㊖atum

K
ψonyvki-

ad
㊖o,
1996,

10
㉕22.old.

に
再
録
さ
れ
て
い
る
。）
デ
ア
ー
ク
は
一
八
四
八
年
革
命
時
に
は
バ
ッ
チ
ャ
ー
ニ
・
ラ
ヨ
シ
ュ
内
閣
の
法
務
大

臣
で
、
対
立
す
る
宮
廷
と
の
交
渉
の
た
め
に
バ
ッ
チ
ャ
ー
ニ
と
共
に
四
八
年
八
月
に
ウ
ィ
ー
ン
へ
派
遣
さ
れ
た
が
、
交
渉
は
実
ら
ず
九
月

に
辞
任
し
た
。
エ
ト
ヴ
ェ
シ
ュ
は
同
じ
内
閣
の
宗
教
・
公
教
育
大
臣
、
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
は
四
九
年
の
デ
ブ
レ
ツ
ェ
ン
政
府
の
コ
ン
ス
タ
ン

チ
ノ
ー
プ
ル
大
使
、
ロ
ー
ニ
ャ
イ
は
同
政
府
の
大
蔵
次
官
を
務
め
た
。
三
人
は
六
一
年
議
会
で
、
デ
ア
ー
ク
を
支
持
す
る
ⅷ
上
申
文
書

派
ⅸ
の
事
実
上
の
指
導
部
を
構
成
し
た
。

（
（)

S
ZIG

ET
I,

op.
cit.;

K
O

Z
㊖A
RI
M
onika,

T
isza

K
㊖alm
㊖an
㊖es

korm
㊖an

yzati
ren

d
szere,

B
udapest:

N
apvil ㊖ag

K
iad
㊖o,

2003.

一
八
四
八
年
に
は
無
名
に
近
か
っ
た
（
全
国
政
治
で
名
を
知
ら
れ
た
の
は
、
五
九
年
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
勅
令
へ
の
抗
議
運
動
の

過
程
に
お
い
て
だ
っ
た
）
テ
ィ
サ
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
が
中
道
左
派
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
た
の
は
、
自
殺
し
た
前
指
導
者
（
正
確
に
は
、
中

道
左
派
の
前
身
に
あ
た
る
、
六
一
年
議
会
に
お
け
る
ⅷ
議
会
決
議
派
ⅸ
の
指
導
者
）
テ
レ
キ
・
ラ
ー
ス
ロ
ー
の
甥
だ
っ
た
（
母
が
テ
レ
キ

家
の
出
身
だ
っ
た
）
か
ら
で
あ
り
、
妥
協
交
渉
へ
の
積
極
・
消
極
姿
勢
を
め
ぐ
る
対
立
か
ら
デ
ア
ー
ク
と
疎
遠
に
な
っ
て
い
た
ギ
ツ
ィ

（
四
八
年
革
命
時
に
は
、
先
に
触
れ
た
二
つ
の
重
要
な
法
案
を
起
草
し
た
後
に
、
デ
ア
ー
ク
法
相
の
下
で
次
官
を
務
め
、
六
一
年
議
会
で

は
下
院
議
長
を
務
め
た
）
を
誘
っ
て
二
人
で
党
の
指
導
者
役
を
務
め
て
い
た
。

（
ン)

T
㊖O
T

H
E
de,

M
ocsary

L
ajos

㊖elete
㊖es

politikai
p
㊖alyakezd

ete
(1826

㉕1874),
B
udapest:

A
kad
㊖em
iai
K
iad
㊖o,
1967.

最
左
派
は
内
部
に
更
に
微
細
な
相
違
を
抱
え
て
お
り
、
君
主
の
み
が
共
通
の
同
君
連
合
を
目
指
す
グ
ル
ー
プ
（
し
ば
し
ば
ⅷ
四
八
年
党
ⅸ

を
名
乗
る
）、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
結
び
つ
き
自
体
を
否
定
す
る
、
亡
命
し
て
い
る
コ
シ
ュ
ー
ト
の
立
場
を
支
持
す
る
グ
ル
ー
プ
（ⅷ
独
立

党
ⅸ
の
名
称
は
こ
れ
に
由
来
す
る
）、
議
会
活
動
よ
り
も
社
会
運
動
の
動
員
を
通
し
て
革
命
を
目
指
す
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
、
離
合
集
散

を
繰
り
返
す
要
因
と
な
っ
た
。

（
ヴ)

D
E
㊖A
K
㊖Agnes,れ»

㊖㊖O
csak

D
e
㊖ak
㊖es
nem

de
㊖akp
㊖arti«:

D
e
㊖ak
㊖es
p
㊖artja

1869
ut ㊖an─,

in
Z

ala
k
ψovete,

P
est

k
㊖epvisel ㊖㊖oje:

三
一
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D
e
㊖ak

F
eren

c
orsz

㊖aggy
㊖㊖u
l ㊖esi

tev
㊖eken

ys
㊖ege

1833

㉕1873,
szerkesztette

M
O

LN
㊖A
R
A
ndr
㊖as,
Z
alaegerszeg:

Z
ala
M
egyei

L
ev
㊖elt ㊖ar,

2004,
261

㉕321.old

●

,
l ㊖asd

267

㉕268.old.

デ
ア
ー
ク
党
は
、
こ
の
不
均
質
な
構
成
の
た
め
に
、
政
党
と
し
て
の
綱
領
を

持
た
な
い
議
員
集
団
だ
っ
た
。M

㊖EREI
G
yula,

M
agyar

politikai
p
㊖artprogram

m
ok
(1867

㉕1914),
B
udapest:

R
anschburg

G
uszt ㊖av

K
ψonyvkeresked

㊖ese,
1934,

7

㉕16.old.

シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
は
、
一
八
六
〇
年
一
〇
月
勅
令
後
の
一
時
期
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
総
督

会
議
の
副
議
長
、
六
五
年
か
ら
は
同
議
長
（
大
蔵
卿t ㊖arnokm
ester

）
を
務
め
た
人
物
で
、
同
じ
く
六
〇
年
一
〇
月
勅
令
後
の
一
時
期

に
総
督
会
議
議
長
、
六
五
年
か
ら
ウ
ィ
ー
ン
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
庁
宰
相kancell ㊖ar

を
務
め
て
、
妥
協
交
渉
を
準
備
し
た
マ
イ
ラ
ー
ト
・

ジ
ェ
ル
ジ
（
六
七
年
か
ら
は
上
院
議
長
）
と
並
ぶ
、
保
守
派
の
大
立
者
だ
っ
た
。H

A
L
㊖A
SZ
Im
re,

E
gy

let ψu
n

t
n

em
zed
㊖ek:

E
m

-

l ㊖ekez
㊖esek

a
m

agyar
㊖allam

kialaku
l ㊖as
㊖an

ak
u

jabb
korszak

㊖ab
㊖ol,
B
udapest:

N
yugat,

1911,
465

㉕483.old.

（
）)

い
わ
ゆ
る
ⅷ
ビ
ハ
ル
綱
領
ⅸ
で
は
、
派
遣
団
・
共
通
内
閣
の
廃
止
と
、
通
貨
・
貿
易
面
で
の
独
立
、
独
立
軍
の
設
立
、
独
立
の
外
交

上
の
認
知
と
が
要
求
に
掲
げ
ら
れ
た
。K

O
Z
㊖A
RI
M
onika,

れA
balk

ψoz
㊖ep
p
㊖art
v
㊖als
㊖aga
1867┡68┡ ban─,

S
z
㊖azad

ok,
131.

㊖evf.

1997.3.sz.723

㉕760.old.

（
〔)

デ
ア
ー
ク
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
は
党
規
律
に
服
さ
な
い
、
自
身
の
信
条
に
基
づ
く
言
動
を
と
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
た
め
に
、
政
府

に
少
な
か
ら
ず
困
難
を
引
き
起
こ
し
た
が
、
妥
協
と
二
重
制
に
関
し
て
は
常
に
政
府
を
支
持
す
る
発
言
を
し
た
。D

E
㊖A
K
㊖Agnes,

op.

cit

●

,
272

㉕278.old.

独
自
行
動
の
具
体
例
と
し
て
、ibid

●

,
284

㉕285.old.

二
重
君
主
国
期
ハ
ン
ガ
リ
ー
議
会
に
お
け
る
党
規
律
に
つ

い
て
は
、P

EST
I
S
㊖andor,

れP
㊖artfegyelem

a
dualizm

us
kori

M
agyarorsz

㊖agon─,
S

z
㊖azad

v
㊖eg,

㊖uj
folyam

14.sz

●

,

1999.55

㉕77
old.

デ
ア
ー
ク
と
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
戦
間
期
に
二
重
君
主
国
期
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
史
を
執
筆
し
た
グ
ラ

ツ
の
記
述
も
参
照
。ⅷ
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
は
完
全
に
デ
ア
ー
ク
の
信
任
を
得
て
お
り
、
必
要
な
場
合
に
は
、
辞
任
す
る
か
ら
デ
ア
ー
ク
が
代

わ
っ
て
も
っ
と
上
手
く
や
れ
ば
い
い
、
と
脅
迫
し
て
、
彼
に
対
し
て
で
も
自
分
の
意
思
を
通
す
こ
と
が
で
き
た
ⅸ。G

RA
T

Z
G
uszt ㊖av,

A

d
u

alizm
u

s
kora:

M
agyarorsz

㊖ag
t ψort ㊖en

ete
1867

㉕1918,
I.k
ψot

●

,
B
udapest:

M
agyar

Szem
le
T
㊖arsas

㊖ag,
1934

(B
u-

dapest:
A
kad
㊖am
iai
K
iad
㊖o
reprint

kiad
㊖asa,

1992),
113.old.

（
〕)
S

A
RL
㊖O
S,

op.
cit

●

,
152,

171,
190,

192.old.

（
﹇)

デ
ア
ー
ク
党
の
中
核
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
を
、
デ
ア
ー
ク
の
補
佐
役
だ
っ
た
チ
ェ
ン
ゲ
リ
と
指
摘
す
る
の
は
、M

㊖O
RICZ

P
㊖al,

O
rsz
㊖aggy

㊖㊖u
l ㊖esi

p
㊖artok

k
ψu
zd

elm
ei

a
koron

㊖az
㊖ast ㊖ol

a
D

e
㊖ak
㊖es

balk
ψoz
㊖ep

p
㊖artok

egybeolvad
㊖as
㊖aig
(1867

㉕1874),
II.
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k
ψot

●

,
B
udapest:

O
rsz
㊖aggy

㊖㊖ul ㊖esi
㊖Ertes ㊖ıt ㊖㊖o,

1892,
33.old.;

cf.C
IEG

ER
A
ndr
㊖as,
れK
orm
㊖any
a
m
erlegenЁ

a
m
㊖ult
sz
㊖a-

zadban:
A
korm

㊖any
helye

㊖es
szerepe

a
dualizm

us
politikai

rendszer
㊖eben

(1867┡1875)─,
S

z
㊖azad

v
㊖eg,

㊖uj
folyam

14.sz.1999.79

㉕107.old

●

,l ㊖asd
95.old.

（
﹈)
邦
語
で
は
、
月
村
太
郎
㈯
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
少
数
民
族
問
題
⒡
⒢
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
人
・
セ
ル
ビ
ア
人
連
合
成
立
史

⒡
⒢
㈷
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
、
六
五
〜
七
五
頁
。

（
｛)

カ
ー
ル
・
カ
ー
ザ
ー
（
越
村
勲
・
戸
谷
浩
編
訳
）㈯
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
軍
政
国
境
の
社
会
史
⒡
⒢
自
由
農
民
に
し
て
兵
士
⒡
⒢
㈷
学
術

出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
三
六
二
〜
三
七
五
頁
。
軍
政
国
境
地
帯
が
軍
事
省
の
所
轄
か
ら
民
政
に
移
管
さ
れ
た
こ
と
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
は

（
軍
事
費
を
中
心
と
す
る
）
共
通
予
算
へ
の
拠
出
を
、
軍
政
国
境
地
帯
の
分
と
し
て
二
％
を
先
に
引
き
受
け
た
上
で
（praecipuum

と

呼
ば
れ
た
）、
残
り
の
九
八
％
を
ク
ォ
ー
タ
（
当
初
は
三
対
七
）
で
割
る
こ
と
と
し
た
た
め
（
一
八
七
二
年
第
四
号
法
）、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の

拠
出
割
合
は
実
質
的
に
は
三
一
・
四
％
と
な
っ
た
（
一
八
九
九
年
の
改
定
で
ク
ォ
ー
タ
が
一
対
二
、
従
っ
て
、
実
質
的
に
は
三
四
・
四
％

と
な
る
ま
で
）。

（
｝)

武
藤
前
掲
論
文
。

（
〈)

G
RA

T
Z,

op.
cit

●

,
38

㉕110.
old.;

H
A

JDU,
T

isztikar
㊖es

k
ψoz
㊖eposzt ㊖aly,

255

㉕257.old.

（
〉)

邦
語
で
は
、
渡
邊
昭
子
ⅷ
近
代
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
諸
教
会
と
国
家
⒡
⒢
一
八
六
八
年
の
㈯
教
育
法
㈷
を
め
ぐ
っ
て
⒡
⒢
ⅸ㈯
東

欧
史
研
究
㈷
二
一
号
、
一
九
九
九
年
、
三
〜
二
七
頁
、
同
ⅷ
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
教
育
法
（
一
八
六
八
年
）
の
施
行
と
制
度
的
安
定
化

⒡
⒢
国
家
・
教
会
・
地
域
住
民
⒡
⒢
ⅸ㈯
東
欧
史
研
究
㈷
三
一
号
、
二
〇
〇
九
年
、
二
〜
二
四
頁
。

（
《)

プ
レ
プ
ク
・
ア
ニ
コ
ー
（
寺
尾
信
昭
訳
）㈯
ロ
シ
ア
、
中
・
東
欧
ユ
ダ
ヤ
民
族
史
㈷
彩
流
社
、
二
〇
〇
四
年
、
八
八
〜
九
一
頁
。

（
》)

C
IEG

ER
A
ndr
㊖as,
れA
z
elvszer

㊖㊖us
㊖eg
paradoxonjai:

E
ψotv
ψos
J
㊖ozsef

m
㊖asodik

m
iniszters

㊖ege
(1867┡1871),─

in
A

kin
cset

csak
f ㊖arad

s
㊖aggal

h
ozh

atju
k

n
apvil ㊖agra:

T
an

u
lm
㊖an

yk
ψotet

b
㊖ar
㊖o

E
ψotv
ψos

J
㊖ozsef

sz
ψu
let ㊖es

㊖en
ek

200.
㊖evford

u
-

l ㊖oj ㊖ara,
szerkesztette

G
㊖A
N

G
㊖O
G
㊖abor,

B
udapest:

E
L
T
E
E
ψotv
ψos
J
㊖ozsef

C
ollegium

,
2013,

329

㉕357.old.;
P
aul
B
ψO
DY,

J
oseph

E
ψotv
ψos

an
d

th
e

M
od

ern
ization

of
H

u
n

gary,
1840

㉕1870:
A

S
tu

d
y

of
Id

eas
of

In
d

ivid
u

ality
an

d
S

ocial

P
lu

ralism
in

M
od

ern
P

olitics,
B
oulder:

E
ast
E
uropean

M
onographs,

1985,
pp.98

㉕124.

例
え
ば
、
民
族
的
同
権
法
は
、

一
八
六
一
年
議
会
の
民
族
法
委
員
会
の
準
備
し
た
法
案
や
、
一
八
六
五
年
召
集
議
会
の
民
族
法
委
員
会
小
委
員
会
の
準
備
し
た
法
案
と
比

三
三

(312)
85Ё3Ё106



べ
て
、
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。K

A
T

U
S
L
㊖aszl ㊖o,

れE
gy
kisebbs

㊖egi
t ψorv

㊖eny
sz
ψulet ㊖ese:

A
z
1868.

㊖evi
nem
zetis

㊖egi
t ψor-

v
㊖eny

㊖evfordul ㊖oj ㊖ara,─
R

egio

㉔K
isebbs

㊖eg,
politika,

t ㊖arsad
alom

,
4.
㊖evf.1993.4.sz.99

㉕128.old.;
K

EM
㊖EN

Y
G
.G
㊖abor,

A
m

agyar
n

em
zetis

㊖egi
k
㊖erd
㊖es

t ψort ㊖en
ete,

I.
r
㊖esz:

A
n

em
zetis

㊖egi
k
㊖erd
㊖es

a
t ψorv
㊖en

yek
㊖es

tervezetek
t ψu

kr
㊖eben

1790

㉕

1918,
B
udapest:

G
ergely

R
.R
.

㉕T

●

,
1947,

51

㉕112.old.

同
法
前
文
の
ⅷ
政
治
的
国
民
ⅸ
概
念
は
デ
ア
ー
ク
が
挿
入
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
「)

C
IEG

ER
A
ndr
㊖as,れ»K

ir
㊖alyi
dem
okr
㊖acia«:

Szabads
㊖agjogok

a
m
agyar

liber
㊖alisok

reform
terveiben

1867
ut ㊖an─,

A
E

T
A

S
,
24.
㊖evf.2009.3.sz.55

㉕82.old.;
cf.P

㊖ET
ER
L
㊖aszl ㊖o,

れV
olt┡ e

m
agyar

t ㊖arsadalom
a
X
IX
.sz
㊖azadban?:

A
jog-

rend
㊖es
a
civil

t ㊖arsadalom
k
㊖epz
㊖㊖od
㊖ese─,

V
al ㊖os

㊖ag,
32.
㊖evf.1989.5.sz.1

㉕24.old.

（Idem
,

A
z

E
lb
㊖at ㊖ol

keletre:
T

an
u

l-

m
㊖an

yok
a

m
agyar

㊖es
kelet-eu

r
㊖opai

t ψort ㊖en
elem

b
㊖㊖ol,
B
udapest:

O
siris

K
iad
㊖o,
1998,

148

㉕186.old.

に
再
録
さ
れ
て
い

る
。）

（
」)

C
IEG

ER,
れA
z
elvszer

㊖㊖us
㊖eg
paradoxonjai─,

348

㉕350.old.

自
由
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
立
場
を
と
る
エ
ト
ヴ
ェ
シ
ュ
の
進
め
た
改

革
の
挫
折
は
、
一
八
六
〇
年
代
に
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
自
由
主
義
と
の
対
決
姿
勢
を
強
め
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
理
解
す
べ
き

だ
ろ
う
。Ibid

●

,
351

㉕352.old.

（
『)

S
A

LA
CZ
G
㊖abor,

A
m

agyar
ku

lt
㊖u
rh

arc
t ψort ㊖en

ete
1890

㉕1895,
P
㊖ecs:

D
un
㊖ant
㊖ul
P
㊖ecsi
E
gyetem

i
K
ψonyvkiad

㊖o
㊖es

N
yom
da,
1938,

9

㉕14.old.

（
』)

後
か
ら
の
回
想
に
な
る
が
、ⅷ
不
健
全
な
政
党
情
勢
の
中
で
、
す
べ
て
の
内
閣
危
機
が
憲
法
危
機
を
、
苦
労
し
て
闘
い
取
っ
た
基
盤

の
動
揺
を
引
き
起
こ
す
危
険
が
あ
る
と
き
に
、
私
は
発
言
を
控
え
た
の
で
す
ⅸ（
チ
ェ
ン
ゲ
リ
の
ギ
ツ
ィ
宛
書
簡
、
一
八
七
三
年
一
一
月

二
三
日
）。C
sen

gery
A

n
tal

h
㊖atrah

agyott
iratai

㊖es
feljegyz

㊖esei,
k
ψozz
㊖etette

C
SEN

G
ERY

L
㊖or
㊖ant,

B
udapest:

M
agyar

T
ψort ㊖enelm

i
T
㊖arsulat,

1928,
328.old.

（
【)
C

IEG
ER
A
ndr
㊖as,
れA
sz
㊖am
ok
szor ㊖ıt ㊖as

㊖aban:
L
㊖onyay

M
enyh

㊖ert
p
㊖enz
ψugym

iniszters
㊖ege
(1867┡1870)─,

S
z
㊖azad

ok,

136.
㊖evf.2002.6.sz.1295

㉕1330.old.

（
ロ
ー
ニ
ャ
イ
伝
に
再
録
、
後
掲
注
53
参
照
。）

（
】)

G
RA

T
Z,

op.
cit

●

,
44

㉕46.old.

（
＝)

ボ
イ
ス
ト
辞
任
の
直
接
の
原
因
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
の
カ
ー
ル
・
ホ
ー
エ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
内
閣
の
三
重
制
を
目
指
す
試
み
の
失
敗
に
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あ
る
（
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
⒡
⒢
と
ロ
ー
ニ
ャ
イ
⒡
⒢
の
反
対
に
よ
っ
て
頓
挫
し
た
）
が
、
外
相
交
代
の
背
景
に
は
、
普
仏
戦
争
で
の
プ
ロ
イ

セ
ン
の
勝
利
を
受
け
て
、
対
プ
ロ
イ
セ
ン
報
復
路
線
か
ら
親
プ
ロ
イ
セ
ン
＝
ド
イ
ツ
帝
国
路
線
へ
の
外
交
政
策
の
転
換
が
あ
っ
た
。
三
重

制
の
試
み
に
つ
い
て
邦
語
で
は
、
鳥
越
泰
彦
ⅷ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
に
お
け
る
反
ア
ウ
ス
グ
ラ
イ
ヒ
運
動
ⅸ㈯
東
欧
史
研

究
㈷
一
四
号
、
一
九
九
一
年
、
二
〇
〜
三
九
頁
。

（
ぁ)

こ
れ
に
よ
っ
て
、
二
人
の
共
通
文
民
大
臣
（
外
相
、
共
通
財
務
相
）
の
う
ち
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
が
片
方(

だ
け)

を
務
め
る
と
い
う
慣
行

が
確
立
す
る
（
後
に
カ
ー
ラ
イ
・
ベ
ー
ニ
共
通
財
務
相
と
同
時
期
に
外
相
を
務
め
た
グ
ス
タ
フ
・
カ
ー
ル
ノ
キ
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
貴
族
の

末
裔
だ
が
、
ド
イ
ツ
人
と
見
做
さ
れ
た
）。R

ESS
Im
re,
れA
k
ψoz
ψos
m
iniszt ㊖erium

ok
szerepe

a
m
agyar

㊖allam
㊖eletben

(1867┡

1900)─,
L

im
es,
11.
㊖evf.1.sz.

（31.sz.)
1998.21

㉕33
old.

（
ぃ)

E
ψO
T

V
ψO
S
J
㊖ozsef,

れN
apl ㊖ojegyzetek

1870
augusztus

[6]┡ t ㊖ol
kezdve

1870
novem

ber
30┡ ig─,

k
ψozz
㊖e
teszi

s
jegy-

zetekkel
ell ㊖ata

C
ZEG

LE
Im
re,

T
ψort ㊖en

elm
i

S
zem

le,
21.
㊖evf.1978.2.sz.364

㉕410.old

●

,
l ㊖asd

396.old.

（1870.okt.12.),

407.old.

（1870.nov.15.)

（
ぅ)

後
継
内
閣
に
つ
い
て
、
閣
議
で
の
報
告
を
日
記
に
記
し
た
パ
ウ
レ
ル
に
よ
れ
ば
、ⅷ
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
の
報
告
で
は
、
…
…
ロ
ー
ニ
ャ

イ
が
首
相
に
な
る
。
彼
〔
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
〕
は
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
を
望
ん
だ
が
、
こ
ち
ら
〔
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
〕
に
は
自
信
が
な
い
。ⅸ（
引
用
者

注
）P

A
U

LER
T
ivadar,

N
api
jegyzetek,

O
rsz
㊖agos

Sz
㊖ech
㊖enyi

K
ψonyvt ㊖ar

K
㊖eziratt ㊖ar,

Q
uart.H

ung.2611/2,
1871.no-

vem
ber
7.

（
ぇ)

C
IEG

ER
A
ndr
㊖as,
れA
bizalm

atlans
㊖ag
kora:

L
㊖onyay

M
enyh

㊖ert
a
korm

㊖any
㊖el ㊖en─,

S
z
㊖azad

ok,
135.

㊖evf.2001.1.sz.

61

㉕102.old.

（
ロ
ー
ニ
ャ
イ
伝
に
再
録
、
後
掲
注
53
参
照
。）

（
ぉ)

国
王
の
強
い
意
向
を
受
け
て
、
首
相
以
外
の
全
閣
僚
が
留
任
し
、
ロ
ー
ニ
ャ
イ
は
後
に
こ
れ
を
深
く
後
悔
す
る
こ
と
に
な
る
。

Ibid

●

,
63

㉕64,
98.old.

（
っ)
D

E
㊖A
K
㊖Agnes,

op.
cit.,

305.old.

（
ゃ)

C
IEG

ER,
れA
bizalm

atlans
㊖ag
kora─,

98.old.

テ
ィ
サ
に
近
い
中
道
左
派
の
モ
ー
リ
ツ
は
、ⅷ
ロ
ー
ニ
ャ
イ
の
首
相
職
は
、
我
等

が
国
王
御
自
身
のproprio

m
otu

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
基
づ
く
も
の
と
見
做
さ
れ
た
ⅸ
と
端
的
に
記
し
て
い
る
。M

㊖O
RICZ,

op.
cit

●

,

32

㉕33.old.

ロ
ー
ニ
ャ
イ
は
共
通
財
務
相
在
任
中
に
皇
帝
＝
国
王
の
信
頼
を
獲
得
し
た
。JU

H
㊖A
SZ
L
ajos,

れL
㊖onyay

M
enyh

㊖ert
k
ψo-

三
五
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z
ψos
p
㊖enz
ψugym

iniszters
㊖ege

1870┡71─,
S

z
㊖azad

ok,
75.
㊖evf.1941.9

㉕10.sz.363

㉕404.old.;
C

IEG
ER
A
ndr
㊖as,

L
㊖on

yay

M
en

yh
㊖ert

1822

㉕1884:
S

zerepek

㉔program
ok

㉔kon
fliktu

sok,
B
udapest:

Sz
㊖azadv

㊖eg
K
iad
㊖o,
2008,

274

㉕276.old.

国

王
が
自
身
の
首
相
候
補
を
強
く
推
す
事
例
は
、
こ
の
後
、
自
由
党
政
権
後
期
に
な
っ
て
、
共
通
財
務
相
カ
ー
ラ
イ
・
ベ
ー
ニ
が
庇
護
し
た

ク
ロ
ア
チ
ア
総
督
ク
エ
ン
＝
ヘ
ー
デ
ル
ヴ
ァ
ー
リ
・
カ
ー
ロ
イ
を
た
び
た
び
持
ち
出
す
こ
と
に
な
る
ま
で
は
見
ら
れ
な
い
。

（
ゅ)

C
IEG

ER
A
ndr
㊖as,
れA
hatalom

ra
jutott

liberalizm
us
㊖es
az
㊖allam

a
dualizm

us
els
㊖㊖ofel ㊖enek

m
agyar

politikai
gondol-

kod
㊖as
㊖aban─,

S
z
㊖azad

v
㊖eg,

㊖uj
folyam

20.sz.2001.95

㉕118.old.

エ
ト
ヴ
ェ
シ
ュ
は
一
八
七
〇
年
一
〇
月
（
普
仏
戦
争
の
最
中
で

あ
る
）
に
ロ
ー
ニ
ャ
イ
と
交
わ
し
た
会
話
を
日
記
に
書
き
留
め
て
い
る
。ⅷ
彼
個
人
の
状
況
に
つ
い
て
も
、
彼
か
私
が
首
相
を
引
き
継
ぐ

こ
と
に
な
る
と
い
う
知
ら
せ
に
関
し
て
、
長
い
こ
と
話
し
た
。
…
…
彼
の
基
本
的
な
考
え
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
、
現
在
あ
る
立
憲
的
自
由

の
程
度
に
お
い
て
は
統
治
で
き
な
い
、
そ
の
た
め
に
こ
の
制
約
が
国
民
の
利
益
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
だ
。
…
…
ド
イ
ツ
が
こ
こ
数
年
に

成
し
遂
げ
た
こ
と
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
が
立
憲
制
の
原
則
を
乗
り
越
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。
…
…
ロ
ー
ニ
ャ
イ
が
退

出
し
た
後
、
美
し
い
月
明
か
り
の
下
で
ド
ナ
ウ
川
沿
い
を
、
あ
れ
こ
れ
考
え
な
が
ら
、
我
が
身
の
こ
と
も
考
え
な
が
ら
、
一
時
間
以
上
そ

ぞ
ろ
歩
い
た
。ⅸE

ψO
T

V
ψO
S,

op.
cit

●
,
394.old.

（1870.okt.4.

）

（
ょ)

議
会
対
策
と
し
て
法
相
ビ
ッ
ト
ー
が
下
院
議
長
に
転
出
し
て
、
文
相
パ
ウ
レ
ル
が
後
任
に
横
滑
り
し
、
ト
レ
フ
ォ
ル
ト
・
ア
ー
ゴ
シ

ュ
ト
ン
が
文
相
に
就
い
た
。C
IEG

ER,
れA
bizalm

atlans
㊖ag
kora─,

77

㉕80.old.

（
ゎ)

Ibid

●

,
71

㉕74,
80

㉕82.old.;
G

RA
T

Z,
op.

cit

●

,
114

㉕116.old.

中
道
左
派
の
指
導
者
で
あ
っ
た
テ
ィ
サ
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
は
、

こ
れ
を
後
に
後
悔
す
る
こ
と
に
な
る
。H

O
R
㊖A
N

SZK
Y
L
ajos,

T
isza

Istv
㊖an
㊖es

kora,
I.k
ψot

●

,
sajt ㊖o

al ㊖a
rendezte

H
O

R
㊖A
N

SZK
Y

N
㊖andor,

[B
udapest]:

T
ell ㊖er

K
iad
㊖o,
[1994],

305

㉕306.old.

二
重
君
主
国
期
ハ
ン
ガ
リ
ー
議
会
史
に
お
け
る
議
事
妨
害
に
つ
い

て
は
、
以
下
が
概
観
を
与
え
る
。M

EZEY
B
arna,

れA
z
obstrukci ㊖o

a
m
agyar

jogt ψort ㊖enetben─,
in

P
arlam

en
ti

D
olgozatok,

V
I:

A
plen

㊖aris
ψu
l ㊖es.1.r

㊖esz,
szerkesztette

S
O

LT
㊖ESZ
Istv
㊖an,
B
udapest:

B
udapesti

K
ψozgazdas

㊖agtudom
㊖anyi

E
gyetem

K
ψozszolg

㊖alati
T
anulm

㊖anyi
K
ψozpont,

P
arlam

enti
M
㊖odszertani

Iroda,
1997,

307

㉕337.old.

（
ァ)

選
挙
対
策
や
報
道
操
作
に
支
出
さ
れ
た
首
相
府
の
機
密
費
の
決
算
書
が
（
ロ
ー
ニ
ャ
イ
の
個
人
文
書
の
中
に
）
残
さ
れ
て
い
る
。

C
IEG

ER
A
ndr
㊖as,
れA
korm

㊖anyzati
politika

rejtett
m
㊖㊖uk
ψod
㊖ese:

A
m
inisztereln

ψok
bizalm

as
kiad

㊖asai
1872┡ ben─,

T
ψort ㊖en

elm
i

S
zem

le,
69.
㊖evf.2018.4.sz.1

㉕20.old.

三
六

二重君主国期ハンガリーにおける責任内閣制の運用（一)

(309)
(法学 2021) 85Ё3Ё103



（
ィ)

２ロ
ー
ニ
ャ
イ
は
ま
だ
事
を
引
き
延
ば
し
た
い
よ
う
だ
が
、
上
手
く
行
か
な
い
。
見
た
と
こ
ろ
、
内
閣
の
外
に
も
内
に
も
彼
に
反
対

す
る
謀
議
が
あ
る
。ⅸP

A
U

LER,
op.

cit

●

,
1872.novem

ber
28.

（
ゥ)

C
IEG

ER
A
ndr
㊖as,
れG
azdagod

㊖as
㊖es
korrupci ㊖os

v
㊖ad:
A
m
agyar

politikusok
vagyongyarap

㊖ıt ㊖as
㊖anak

lehet ㊖㊖os
㊖egei

㊖es

m
eg
㊖ıt ㊖el ㊖ese

az
1860┡70┡ es

㊖evekben─,
S

z
㊖azad

v
㊖eg,
㊖uj
folyam

40.sz.2006.31

㉕68.old.

（idem
,

P
olitikai

korru
pci ㊖o

a

M
on

arch
ia

M
agyarorsz

㊖ag
㊖an

1867

㉕1918,
51

㉕91.old.

に
再
録
さ
れ
て
い
る);

idem
,
れA
bizalm

atlans
㊖ag
kora─,

97

㉕98.

old.;
D

E
㊖A
K
㊖Agnes,

op.
cit

●

,
305

㉕306.old.

（
ェ)

W
ERT

H
EIM

ER
E
de,

G
r
㊖of

A
n

d
r
㊖assy

G
yu

la
㊖elete

㊖es
kora,

II.k
ψot

●

,
B
udapest:

M
agyar

T
udom

㊖anyos
A
kad
㊖em
ia,

1913,
195.old.3.jgyz.

コ
ザ
ー
リ
が
認
め
る
よ
う
に
、
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
は
戦
後
、
伝
記
研
究
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
。K

O
Z
㊖A
RI
M
oni-

ka,
A

n
d

r
㊖assy

G
yu

la,
B
udapest:

G
ondolat

K
iad
㊖o,
2018,

9.old.

（
ヵ)

G
RA

T
Z,

op.
cit

●

,
124.old.

軍
部
か
ら
疑
い
の
目
を
向
け
ら
れ
て
い
た
国
防
軍
の
組
織
化
を
担
当
す
る
国
防
大
臣
に
は
、
一
八
四

八
年
革
命
時
の
国
防
軍
将
校
出
身
の
セ
ン
デ
・
パ
ー
ル
が
就
く
の
と
同
時
に
、
次
官
に
は
四
八
年
革
命
時
に
皇
帝
軍
に
勤
務
し
た
、
国
王

の
信
頼
す
る
フ
ェ
イ
エ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
リ
・
ゲ
ー
ザ
が
お
目
付
け
役
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
。H

A
JDU,

T
isztikar

㊖es
k
ψoz
㊖eposzt ㊖aly,

257.

old.

（
ヶ)

C
IEG

ER,
れK
orm
㊖any
a
m
erlegenЁ

a
m
㊖ult
sz
㊖azadban─,

89

㉕91,
95,
98

㉕99.old.

（
Α)

デ
ア
ー
ク
党
内
に
は
、
保
守
派
（
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
ら
）、
自
由
主
義
派
（
ホ
ル
ヴ
ァ
ー
ト
、
ゴ
ロ
ヴ
ェ
ら
）、
デ
ア
ー
ク
派z

ψom

（
チ
ェ
ン
ゲ
リ
の
他
に
、
ビ
ッ
ト
ー
、
デ
ア
ー
ク
の
養
女
の
婿
で
も
あ
る
セ
ー
ル
・
カ
ー
ル
マ
ー
ン
ら
）、
ロ
ー
ニ
ャ
イ
派
、
官
僚
グ
ル
ー

プ
（ⅷ
小
人kis
em
berek

グ
ル
ー
プ
ⅸ
な
ど
と
呼
ば
れ
た
万
年
与
党
派
）
な
ど
の
派
閥
が
存
在
し
た
。G

RA
T

Z,
op.

cit

●

,
127

㉕128.

old.;
cf.C

IEG
ER,
れA
bizalm

atlans
㊖ag
kora─,

80.old.

（
ォ)

泡
沫
起
業
熱
時
代
を
背
景
に
、
ウ
ィ
ー
ン
中
心
の
鉄
道
網
を
ペ
シ
ュ
ト
中
心
の
（
二
重
君
主
国
に
相
応
し
い
二
つ
の
中
心
を
持
つ
）

そ
れ
に
再
編
す
る
野
心
的
な
鉄
道
建
設
計
画
を
進
め
る
た
め
に
政
府
が
与
え
た
鉄
道
建
設
債
へ
の
利
子
保
証
の
支
出
に
加
え
て
、
農
業
国

の
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
襲
っ
た
不
作
に
よ
る
税
収
減
の
た
め
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
は
一
八
七
三
年
夏
に
支
払
い
不
能
の
危
機
に
陥
っ
た
。
ハ

ン
ガ
リ
ー
政
府
は
、
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
系
銀
行
団
の
提
示
し
た
極
め
て
不
利
な
条
件
の
下
で
、
巨
額
の
融
資
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。K

ψO
V
㊖ER
G
y
ψorgy,

1873:
E

gy
krach

an
at ㊖om

i ㊖aja,
[B
udapest]:

K
ozm
osz
K
ψonyvek,

1986;
idem

,
れC
㊖egek

㊖es
pi-

三
七

(308)
85Ё3Ё102



acok
k
ψoz
ψott:

A
R
othschild┡ konzorcium

㊖es
a
m
agyar

kincst ㊖ari
utalv

㊖anyok,
1873┡1874

(esettanulm
㊖any)─,

in
idem

,

A
felh

alm
oz
㊖as
㊖ıve:

T
㊖arsad

alom
-
㊖es

gazd
as
㊖agt ψort ㊖en

eti
tan

u
lm
㊖an

yok,
B
udapest:

㊖Uj
M
and
㊖atum

K
ψonyvkiad

㊖o,

2002,
283

㉕297.old.
（
ッ)

K
ψO
V
㊖ER,

1873,
110

㉕119.old.

（
ャ)

Ibid
●

,
104

㉕105.old.

（
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
は
議
会
の
財
務
委
員
会
で
、
蔵
相
を
ⅷ
数
十
万
フ
ォ
リ
ン
ト
を
求
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
を

行
商
し
てhaus ㊖ırozni

回
っ
た
ⅸ
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
行
商
人
に
擬
え
た);

C
IEG

ER
A
ndr
㊖as,
れA
politika

forg
㊖osz ㊖ınpad

㊖an:
L
㊖onyay

M
enyh

㊖ert
㊖utja
a
politik

㊖aban
(1873┡1875)─,

S
z
㊖azad

ok,
133.

㊖evf.1999.3.sz.463

㉕496.old.

（
著
書
に
編
入
す
る
際
に
は
書

き
直
さ
れ
て
い
る
。）

（
ュ)

東
部
鉄
道
に
つ
い
て
は
、K

ψO
V
㊖ER
G
y
ψorgy,れ

㊖Allam
Ё
bankЁ

vas
㊖ut ㊖ep
㊖ıt ㊖es:

A
M
agyar

K
eleti

V
as
㊖ut
(1868┡1873)─,

in

M
agyar

T
ψort ㊖en

eti
T

an
u

lm
㊖an

yok,
19.szerkesztette

V
ERESS

G
㊖eza,

D
ebrecen:

K
L
T
E
,
1986,

5

㉕17.old.

（Idem
,

A

felh
alm

oz
㊖as
㊖ıve,

274

㉕282.old.

に
再
録
さ
れ
て
い
る
。）

（
ョ)

政
党
合
同
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、M

.K
O

N
DO

R
V
ikt ㊖oria,

A
z

1875- ψos
p
㊖artf ㊖u

zi ㊖o,
B
udapest:

A
kad
㊖em
iai
K
iad
㊖o,

1959;
S

ZIG
ET

I,
op.

cit

●

,
247

㉕306.old.;
K

O
Z
㊖A
RI,

T
isza

K
㊖alm
㊖an

...,
211

㉕245.old.

同
時
代
文
献
で
は
、W

ERT
H

EIM
ER,

op.

cit.,
196

㉕209,
216

㉕237.old.;
C

SEN
G

ERY
A
ntal,

れA
f ㊖uzi ㊖o

t ψort ㊖enet ㊖ehez─,
in

C
sen

gery
A

n
tal

h
㊖atrah

agyott
iratai

㊖es

feljegyz
㊖esei,

332

㉕346.old.;
M
㊖O
RICZ,

op.
cit.;

O
L
㊖A
H
G
yula,

1875-ik
㊖evi

fu
zi ㊖o

t ψort ㊖en
ete,

B
udapest:

F
ranklin

㉕T ㊖arsu-

lat,
1908.

モ
ー
リ
ツ
は
テ
ィ
サ
派
（
中
道
左
派
）、
オ
ラ
ー
フ
は
ギ
ツ
ィ
派
（
中
央
党
）
だ
っ
た
。
中
道
左
派
の
政
権
参
加
を
め
ぐ
る

議
論
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、
一
八
七
三
年
七
月
に
、
中
道
左
派
の
機
関
紙
㈯
監
視
人
㈷
の
編
集
者
（
で
、
テ
ィ
サ
に
近
い
）
チ
ェ
ル
ナ

ー
ト
ニ
・
ラ
ヨ
シ
ュ
（
ロ
ー
ニ
ャ
イ
の
失
脚
の
引
き
金
と
な
っ
た
発
言
を
し
た
議
員
で
も
あ
る
）
が
、
社
説
で
ⅷ
一
八
六
七
年
第
一
二
号

法
の
改
正
は
、
一
八
六
七
年
第
一
二
号
法
に
基
づ
い
て
し
か
実
行
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
…
…
野
党
は
現
行
の
〔
国
制
上
の
⒡
⒢
引

用
者
注
〕
基
盤
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
か
、
ま
ず
先
に
存
在
す
る
基
盤
を
廃
止
し
て
か
ら
し
か
政
権
に
参
加
で
き
な
い
な
ど
と
い

う
議
論
は
、
ひ
ど
く
虫
に
食
わ
れ
た
穴
だ
ら
け
の
落
花
生
と
名
付
け
て
よ
い
で
は
な
い
か
、
と
問
い
た
い
ⅸ
と
、
中
道
左
派
の
政
権
参
加

を
擁
護
す
る
論
陣
を
張
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
。C

SERN
㊖A
T

O
N

Y
[L
ajos],

れM
ir
㊖㊖ol
van

sz
㊖o
V
II▆─

E
llen
㊖㊖or,
1873.

julius
29.1.old.
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（
ヮ)

上
記
の
社
説
が
党
内
で
議
論
を
呼
ん
だ
こ
と
か
ら
、
静
養
先
か
ら
手
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V
㊖ER,
れA
bankk

㊖erd
㊖es─

が
最
も
詳
細
に
伝
え
る
。
テ
ィ
サ
内
閣
に
関
し
て

は
、
今
な
おF

riedrich
G

O
T

T
A

S,
U

n
garn

im
Z

eitalter
d

es
H

och
liberalism

u
s:

S
tu

d
ien

zu
r

T
isza- ψA

ra
(1875

㉕1890),

W
ien:

V
erlag

der
ψOsterreichischen

A
kadem

ie
der
W
issenschaften,

1976

が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
⇩)

ハ
ン
ガ
リ
ー
は
間
接
税
・
関
税
に
関
し
て
変
更
を
要
求
し
て
い
た
。
砂
糖
・
火
酒
・
ビ
ー
ル
に
課
さ
れ
て
い
た
間
接
税
に
関
し
て

は
、
こ
れ
ら
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
で
の
生
産
の
方
が
多
く
、
生
産
地
課
税
で
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
の
消
費
に
見
合
っ
た
間
接
税
が
徴
収
さ
れ

な
い
こ
と
か
ら
、
消
費
地
課
税
に
変
更
す
る
よ
う
求
め
て
い
た
。
ま
た
、
輸
出
品
へ
の
間
接
税
の
払
い
戻
し
が
ク
ォ
ー
タ
に
基
づ
い
て
い

た
こ
と
も
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
負
担
を
過
剰
に
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
た
。
間
接
税
に
関
す
る
要
求
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
の
拒
否
に
あ

っ
て
殆
ど
実
現
し
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
シ
モ
ニ
商
務
相
は
一
八
七
六
年
七
月
に
既
に
辞
任
し
て
い
た
。
関
税
に
関
し
て
は
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
側
が
工
業
保
護
関
税
を
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
農
業
自
由
貿
易
と
共
通
財
源
と
な
る
奢
侈
品
関
税
の
引
き
上
げ
と
を
主
張
し
て
お
り
、

最
終
的
に
は
両
者
の
妥
協
が
実
現
し
た
。G

O
T

T
A

S,
op.

cit

●

,
S.129

㉕146.

（
⎬⒣⒣)

A
PPO

N
Y

I,
op.

cit

●

,
74.old.
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（
⎬⒣⎬)

独
自
の
中
央
銀
行
（
割
引
商
業
銀
行
）
設
立
の
試
み
は
、
一
八
七
三
年
五
月
の
恐
慌
の
発
生
で
一
度
頓
挫
し
て
い
た
。
セ
ー
ル
蔵
相

の
下
で
、
一
八
七
三
〜
七
四
年
の
融
資
を
永
久
公
債
に
借
り
換
え
る
交
渉
が
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
系
銀
行
団
と
の
間
で
進
ん
で
い
た
が
、
銀

行
団
も
独
立
の
中
央
銀
行
設
立
に
は
反
対
だ
っ
た
と
い
う
。K

ψO
V
㊖ER,
れA
bankk

㊖erd
㊖es─,

108

㉕111.old.;
cf.idem

,れ
㊖Allam

h
㊖aztar-

t ㊖asi
v
㊖als
㊖agt ㊖ol

az
aranyj ㊖arad

㊖ekig:
Sz
㊖ell
K
㊖alm
㊖an
p
㊖enz
ψugym

iniszters
㊖ege─,

in
T
ψorv
㊖en

y,
jog,

igazs
㊖ag:

S
z
㊖ell

K
㊖alm
㊖an

㊖eletm
㊖㊖u
ve,
szerkesztette

ifj.B
ERT
㊖EN

Y
I
Iv
㊖an,
B
udapest:

M
athias

C
orvinus

C
ollegium

㉕T
ihanyi

A
lap
㊖ıtv
㊖any,

Sz
㊖ell

K
㊖alm
㊖an
A
lap
㊖ıtv
㊖any,

2015,
117

㉕152.old.

（
⎬⒣⎭)

Idem
,
れA
bankk

㊖erd
㊖es─,

107

㉕108,
110

㉕112.old.

（
⎬⒣︸)

先
に
辞
任
し
た
シ
モ
ニ
前
商
務
相
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
た
。M

㊖EREI,
M

agyar
politikai

p
㊖artprogram

m
ok,
1934,

43.old.;

M
㊖EREI
G
yula

ψossze
㊖all ㊖ıtotta

㊖es
sajt ㊖o

al ㊖a
rendezte,

A
m

agyar
polg

㊖ari
p
㊖artok

program
jai
(1867

㉕1918),
B
udapest:

A
kad
㊖em
iai
K
iad
㊖o,
1971,

361.old.;
A

PPO
N

Y
I,

op.
cit

●

,
79.old.

（
⎬⒣⎧)

K
ψO
V
㊖ER,
れA
bankk

㊖erd
㊖es─,

114

㉕116.old.

（
⎬⒣⎨)

テ
ィ
サ
は
、
少
数
派
政
権
の
下
で
の
解
散
総
選
挙
の
可
能
性
を
周
囲
に
漏
ら
し
て
い
た
。
シ
ェ
ン
ニ
ェ
イ
は
議
会
で
、
外
国
の
事
例

に
言
及
し
て
、
少
数
派
政
権
が
後
に
議
会
多
数
派
を
獲
得
す
る
こ
と
は
立
憲
制
に
反
し
な
い
と
指
摘
し
て
、
こ
の
こ
と
が
組
閣
を
断
念
し

た
理
由
で
は
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。V

IK
㊖A
R
B
㊖ela,
れA
szabadelv

ψup
㊖art
t ψort ㊖enete─,

in
P

olitikai
M

agyarorsz
㊖ag,
IV
.k
ψot.

B
udapest:

A
nonym

us
T
ψort ㊖enelm

i
K
ψonyvkiad

㊖o
V
㊖allalat,

1914,
1

㉕106.old

●

,
l ㊖asd

18.old.;
A

PPO
N

Y
I,

op.
cit

●

,
75,
80

㉕

81.old.;
O

G
Y

K
H

n
apl ㊖oja,

1875

㉕78.X
.k
ψot.52

㉕54.old.

（1877.febru
㊖ar
27.)

（
⎬⒣⎩)

K
ψO
V
㊖ER,
れA
bankk

㊖erd
㊖es─,

116

㉕117.old.

一
八
七
八
年
第
二
五
号
法
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
銀
行
定
款
第
二
三
・
二

八
・
三
一
項
参
照
。C

J
H

M
T
,
1877

㉕1878.264

㉕266.old.
配
当
の
配
分
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
民
銀
行
か
ら
の
新
絶
対
主
義
期
政
府

へ
の
融
資
の
返
済
で
は
、
ク
ォ
ー
タ
（
三
対
七
）
が
基
準
と
さ
れ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
は
前
者
を
後
者
の
返
済
金
に
充
て
た
。K

ψO
V
㊖ER,

れA
bankk

㊖erd
㊖es─,

126.old.121.jgyz.

（
⎬⒣︸)

可
一
三
六
、
否
一
五
五
、
欠
席
一
四
七
。O

G
Y

K
H

n
apl ㊖oja,

1875
㉕78.X

IV
.k
ψot.250

㉕263.old.

（1878
janu

㊖ar
28.)

（
⎬⒣㏌)

K
ψO
V
㊖ER,
れA
bankk

㊖erd
㊖es─,

117

㉕118.old.;
G

O
T

T
A

S,
op.

cit
●

,
S.117,

142
;
M
㊖EREI,

M
agyar

politikai
p
㊖artpro-

gram
m

ok,
1934,

43.old.;
idem

,
A

m
agyar

polg
㊖ari

p
㊖artok

program
jai,

1971,
365.old.;

A
PPO

N
Y

I,
op.

cit

●

,
79.

四
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old.

（
⎬⒣㌅)

可
二
一
九
、
否
一
八
三
、
欠
席
四
〇
。O

G
Y

K
H

n
apl ㊖oja,

1875

㉕78.X
V
.k
ψot.328.old.

（1878
febru

㊖ar
19.)

第
三
読
会
で

は
、
起
立
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。Ibid

●

,
X
V
I.k
ψot.135

㉕136.old.

（1878
m
㊖arczius

2.)
（
⎬⎬⒣)

M
㊖EREI,

M
agyar

politikai
p
㊖artprogram

m
ok,

1934,
43

㉕49.old.;
G

RA
T

Z,
op.

cit

●

,
159,

162

㉕163.old.;
cf.A

P-

PO
N

Y
I,

op.
cit

●

,
95

㉕96.old.

（
⎬⎬⎬)

全
四
一
三
議
席
の
う
ち
、
自
由
党
が
二
三
九
、
独
立
党
が
七
六
、
合
同
野
党
が
七
五
議
席
。S

ZA
B
㊖O,
れI.r

㊖esz
(1867┡1918)─,

149.old.

（
⎬⎬⎭)

国
王
が
蔵
相
の
辞
任
を
認
め
た
の
は
一
〇
月
四
日
だ
が
、
事
務
管
理
に
暫
定
蔵
相
と
し
て
留
め
置
か
れ
、
一
一
日
の
暫
定
事
務
管
理

内
閣
成
立
で
解
任
さ
れ
た
。B

u
d

apesti
K
ψozl ψon

y,
1878.okt ㊖ober

6.1.old

●

,
1878.okt ㊖ober

13.1.old

●

,

セ
ー
ル
の
予
想
は
、
翌

年
以
降
の
国
際
金
融
市
場
の
盛
況
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
、
む
し
ろ
後
任
の
蔵
相
の
下
で
低
利
国
債
へ
の
借
換
え
が
可
能
に
な
っ
た
。

K
ψO
V
㊖ER,

れ
㊖Allam

h
㊖aztart ㊖asi

v
㊖als
㊖agt ㊖ol

az
aranyj ㊖arad

㊖ekig─,
142

㉕143.old.;
cf.idem

れA
z
aranyj ㊖arad

㊖ek┡ konverzi ㊖o

kezdetei
(1881):

E
gy
nem
zetk

ψozi
㊖ert ㊖ekpap

㊖ır┡ tranzakci ㊖o
kutat ㊖as

㊖anak
probl ㊖em

ai─,
in

L
㊖ept ㊖ekv

㊖alt ㊖o
t ㊖arsad

alom
-

t ψort ㊖en
et:

T
an

u
lm
㊖an

yok
a

60
㊖eves

B
en

d
a

G
yu

la
tisztelet ㊖ere,

szerkesztette
K
.H

O
RV
㊖A
T

H
Z
solt

㉕LU
G

O
SI
A
ndr
㊖as

㉕SO
-

H
A

JDA
F
erenc,

B
udapest:

H
erm
㊖esz
K
ψor,
O
siris,

2003,
481

㉕501.old.;
idem

,
れA
l ㊖athatatlan

al ㊖a ㊖ır
㊖o:
A
4%┡ os

m
a-

gyar
㊖allam

k
ψotv
㊖enyek

jegyz
㊖㊖oi
1881┡ ben─,

K
orall,

14.sz.2003.54

㉕78.old.;
idem

,
れK
incst ㊖ar

㊖es
konzorcium

:
A
m
a-

gyar
aranyj ㊖arad

㊖ek┡ konverzi ㊖o
m
㊖erlegei,

1881┡1884─,
A

E
T

A
S
,
19.
㊖evf.2004.1.sz.74

㉕99.old.

（
⎬⎬︸)

G
O

T
T

A
S,

op.
cit

●

,
S.67

㉕70;
K

O
Z
㊖A
RI,

T
isza

K
㊖alm
㊖an

...,
315

㉕319.old.

（
⎬⎬⎧)

V
IK
㊖A
R,

op,
cit

●

,
42.old.

（
⎬⎬⎨)

A
PPO

N
Y

I,
op.

cit

●

,
97

㉕98.old.;
K

O
Z
㊖A
RI,

T
isza

K
㊖alm
㊖an

...,
322

㉕323.old.

（
⎬⎬⎩)

サ
パ
ー
リ
蔵
相
の
下
で
再
び
財
政
規
律
が
緩
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
、K

ψO
V
㊖ER
G
y
ψorgy,

れA
b
㊖ecsi
R
othschildok

㊖es
az
5%┡ os

m
agyar

pap
㊖ırj ㊖arad

㊖ek
(1881┡1893)─,

A
E

T
A

S
,
16.
㊖evf.2001.3

㉕4.sz.140

㉕158.old.

（
⎬⎬︸)

B
u

d
apesti

K
ψozl ψon

y,
1878.okt ㊖ober

13.1.old

●

,
1878.deczem

ber
7.1.old.;

O
G

Y
K

H
n

apl ㊖oja,
1878

㉕81,
II.k
ψot.

52

㉕55.old.

（1878.deczem
ber
7.)
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（
⎬⎬㏌)

法
典
編
纂
面
で
は
、
一
八
七
八
年
の
刑
法
典
（
通
称
ⅷ
チ
ェ
メ
ギ
法
典
ⅸ）
の
成
立
が
特
筆
さ
れ
る
。
こ
の
後
、
二
重
君
主
国
期
に

は
刑
事
訴
訟
法
が
一
八
九
六
年
、
民
事
訴
訟
法
が
一
九
一
一
年
に
成
立
す
る
が
、
一
八
六
一
年
に
大
法
官
会
議
（
ア
ポ
ニ
・
ジ
ェ
ル
ジ
大

法
官orsz

㊖agb
㊖ır
㊖o

の
下
で
、
マ
イ
ラ
ー
ト
、
デ
ア
ー
ク
、
ギ
ツ
ィ
、
ホ
ル
ヴ
ァ
ー
ト
な
ど
も
参
加
し
て
開
催
さ
れ
た
）
が
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
民
法
典
を
選
択
的
に
採
用
し
て
以
降
、
独
自
の
民
法
典
の
編
纂
は
、
結
局
、
実
現
し
な
か
っ
た
。

（
⎬⎬㌅)

同
法
案
に
は
長
い
前
史
が
あ
る
の
だ
が
、
専
門
文
献
の
中
で
最
も
詳
細
な
の
は
（
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
も
の
だ
が
）

今
で
も
シ
ャ
ラ
ツ
の
も
の
で
あ
る
（
渡
邊
昭
子
氏
の
厚
意
に
よ
り
同
書
を
参
照
で
き
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
）。
エ
ト
ヴ
ェ
シ
ュ
が
義
務

的
民
事
婚
を
導
入
し
よ
う
と
し
て
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
そ
の
後
、
バ
チ
カ
ン
公
会
議
が
一
八
七
〇
年
に
教
皇
無
謬
説
を

宣
言
し
た
の
に
対
し
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
は
国
王
の
同
意
権
（jus

placetum

）
を
引
き
合
い
に
出
し
て
国
内
で
の
公
表
を
禁
じ
た

が
、
こ
れ
に
何
人
か
の
司
教
が
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
ト
レ
フ
ォ
ル
ト
文
相
の
対
応
が
問
わ
れ
、
一
八
七
三
年
六
月
に
議
会
で
の
説

明
要
求
質
疑interpell ㊖aci ㊖o
へ
の
大
臣
の
返
答
が
否
決
さ
れ
る
事
態
に
至
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
デ
ア
ー
ク
党
内
で
対
応
を
協
議
し
た

上
で
、
デ
ア
ー
ク
が
演
説
に
立
ち
（
議
会
で
の
デ
ア
ー
ク
の
最
後
の
演
説
と
な
っ
た
）、
信
仰
の
自
由
や
義
務
的
民
事
婚
の
導
入
の
必
要

性
を
訴
え
て
、
国
家
教
会
関
係
を
定
め
る
法
案
を
準
備
す
る
委
員
会
の
派
遣
を
提
案
し
た
。（S

A
LA

CZ
G
лabor,

E
gyh
лaz
лes
лallam

M
a-

gyarorsz
лagon

a
d

u
alizm

u
s

kor
лaban

1867

㉕1918,
M
ψunchen:

A
urora

K
ψonyvek,

1974,
22

㉕75.old.

教
皇
無
謬
説
以
降
の

前
史
と
デ
ア
ー
ク
の
演
説
は
、D

E
㊖A
K
㊖Agnes

et
al

●

,
D

e
㊖ak

F
eren

c,
164

㉕165.old.;
K
㊖O
N

Y
I
M
an
㊖o
ψosszegy

ψujtette,
D

e
㊖ak

F
e-

ren
cz

besz
㊖ed

ei,
V

I.
k
ψot.

1868

㉕1873,
B
udapest:

F
ranklin

㉕T ㊖arsulat,
1898,

383

㉕416.old.

）

委
員
会
は
翌
年
、
義
務
的
民
事
婚
の
導
入
を
提
唱
す
る
報
告
書
を
議
会
に
提
出
し
、
中
道
左
派
の
議
員
の
発
議
で
、
一
八
七
四
年
六
月

下
旬
の
議
会
で
こ
れ
が
議
題
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
デ
ア
ー
ク
党
の
党
会
合
で
急
遽
対
応
が
協
議
さ
れ
、
ビ
ッ

ト
ー
首
相
が
国
王
の
裁
可
が
得
ら
れ
る
形
に
修
正
す
る
た
め
の
時
間
の
必
要
を
訴
え
て
議
題
か
ら
取
り
下
げ
る
こ
と
を
提
案
し
、
こ
れ
が

議
会
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
。（
委
員
会
の
報
告
書
は
、A

z
1872.

㊖evi
szeptem

ber
h
㊖o

1-j ㊖ere
h

ird
etett

O
rsz
㊖aggy

㊖㊖u
l ㊖es

K
㊖epvisel ㊖㊖o-

h
㊖az
㊖an

ak
irom

㊖an
yai,

X
V
II.k
ψot

●

,
B
uda:

M
agyar

K
ir
㊖alyi

㊖Allam
nyom

da,
1875,

132

㉕136.old.

以
下
で
は
議
会
文
書
は

O
G

Y
K

H
irom

㊖an
yai,

1872

㉕75.

巻
号
、
頁
数
な
ど
と
略
記
す
る
。
下
院
の
議
事
録
、
デ
ア
ー
ク
党
の
党
会
合
は
、O

G
Y

K
H

n
apl ㊖oja,

1872

㉕75.X
I.k
ψot.25

㉕26.old.[1873.junius
20.],

55

㉕70.old.[1873.junius
23.];

P
esti

N
apl ㊖o,

1874.junius

22.1.old.

）
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国
王
は
、
ヴ
ェ
ン
ク
ハ
イ
ム
内
閣
の
最
初
の
閣
議
を
主
宰
し
て
、
議
会
で
も
党
内
で
も
政
府
が
主
導
権
を
握
る
こ
と
、
党
が
政
府
を
主

導
し
な
い
よ
う
釘
を
刺
し
、
議
会
下
院
の
一
方
的
行
動
を
批
判
し
て
、
立
法
に
は
王
位K

rone

と
議
会
両
院
の
三
フ
ァ
ク
タ
ー
の
協
働

が
必
要
な
こ
と
を
強
調
し
た
。
テ
ィ
サ
内
閣
が
成
立
し
た
時
点
で
は
、
文
相
は
、
義
務
的
民
事
婚
で
は
な
く
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
一
八
六

八
年
五
月
諸
法
と
同
じ
よ
う
に
、
必
要
な
場
合
の
民
事
婚
の
導
入
を
検
討
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
最
左
派
（
四
八
年
党
）
の
イ
ラ
ー
ニ
・

ダ
ー
ニ
エ
ル
が
、
毎
年
の
予
算
審
議
で
文
部
省
（
宗
教
・
公
教
育
省
）
部
分
の
審
議
の
際
に
、
信
仰
の
自
由
と
民
事
婚
の
導
入
に
関
す
る

法
案
を
上
程
す
る
よ
う
政
府
に
求
め
る
動
議
を
繰
り
返
し
提
出
し
た
が
、
前
者
を
不
要
と
し
後
者
は
い
ず
れ
上
呈
す
る
と
述
べ
る
政
府
の

立
場
を
与
党
自
由
党
は
支
持
し
た
。
一
八
八
一
年
に
な
っ
て
漸
く
テ
ィ
サ
内
閣
が
議
会
に
提
出
し
た
法
案
は
、
一
八
六
八
年
の
キ
リ
ス
ト

教
諸
宗
派
間
の
婚
姻
に
関
す
る
法
制
が
認
め
て
い
な
か
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
間
の
婚
姻
の
場
合
に
、
民
事
婚
を
導
入
す

る
も
の
だ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。（
閣
議
に
つ
い
て
は
、K

O
Z
㊖A
RI,

T
isza

K
㊖alm
㊖an

...,
246

㉕247.old.;
P
rotokoll

der
...M

inister

㉕

C
onferenz,

2.M
ψarz
1875,

ff.5

㉕8;
Jegyz

㊖㊖ok
ψonyve

...m
inisteri

㊖ertekezletnek,
1875.nov.2.ff.3,

5.M
agyar

N
em
zeti

L
ev
㊖elt ㊖ar

O
rsz
㊖agos

L
ev
㊖elt ㊖ara,

W
12.M

inisztertan
㊖acsi

jegyz
㊖㊖ok
ψonyvek

(K
27).https://adatbazisokonline.hu/adat-

bazis/m
inisztertanacsi

㉕jegyzokonyvek

㉕1867

㉕1944/hierarchia

二
〇
二
一
年
八
月
三
一
日
接
続
。
以
下
で
は
閣
議
録
は
、M

T

JK

、
年
月
日
、
フ
ォ
リ
オ
数
、M
N
L
O
L
W
12
(K
27

）
と
略
記
す
る
。
イ
ラ
ー
ニ
に
つ
い
て
は
、K

O
V
㊖A
CS
E
m
㊖㊖oke,

A
m

agyar

parlam
en

t
C

at ㊖oja,
Ir
㊖an

yi
D
㊖an

iel
politikai

p
㊖aly
㊖aja

1868
㊖es

1892
k
ψoz ψott,

B
udapest:

㊖Ir
㊖ok
A
lap
㊖ıtv
㊖anya

㉕Sz
㊖ephalom

M
㊖㊖uhely,

2014.

法
案
は
、O

G
Y

K
H

irom
㊖an

yai,
1881

㉕84.I.k
ψot.151

㉕164.old.)

（
⎬⎭⒣)

G
O

T
T

A
S,

op.
cit

●

,
S.64

㉕65.

（
⎬⎭⎬)

爵
位
貴
族
の
議
席
数
を
（
直
接
税
額
で
篩
に
か
け
て
）
減
ら
し
、
県
知
事
が
議
席
を
失
う
代
わ
り
に
、
勅
選
議
員
制
度
を
導
入
し
た

が
、
上
院
は
こ
れ
に
五
〇
名
の
上
限
を
設
け
る
こ
と
で
、
政
府
の
影
響
力
を
限
定
し
た
。P

ψU
SK

I
L
evente,

れA
liber

㊖alis
alkot-

m
㊖anyoss

㊖ag
㊖es
az
1885.

㊖evi
f ㊖㊖orendih

㊖azi
reform

─,
T
ψort ㊖en

eti
T

an
u

lm
㊖an

yok,
I.szerkesztette

L
.N

A
G

Y
Z
suzsa

㉕V
ERESS

G
㊖eza,

D
ebrecen:

K
L
T
E
,
1992,

67

㉕81.old.;
V
ψO
R
ψO
S
K
㊖aroly,

れA
f ㊖㊖orendih

㊖az
1885.

㊖evi
reform

ja
(E
gy
kutat ㊖as

tervei
㊖es
els
㊖㊖oeredm

㊖enyei)─,
in

R
en

d
i

t ㊖arsad
alom

㉔polg
㊖ari

t ㊖arsad
alom

,
1.:

T
㊖arsad

alom
t ψort ㊖en

eti
m
㊖od

szerek
㊖es

forr
㊖ast ㊖ı

pu
sok,

szerkesztette
㊖A.V

A
RG

A
L
㊖aszl ㊖o,

Salg
㊖otarj ㊖an:

N
㊖ogr
㊖ad
M
egyei

L
ev
㊖elt ㊖ar,

1990,
397

㉕405.old.

（
⎬⎭⎭)

C
IEG

ER
A
ndr
㊖as,
れA
z
㊖allam

i
kult
㊖urpolitika

kibontakoz
㊖asa
M
agyarorsz

㊖agon
a
dualizm

us
els
㊖㊖o
negyedsz

㊖azad
㊖a-
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ban─,
in

A
L

ajt ㊖an
in

n
en
㊖es

t
㊖u
l:

...
S

om
ogyi

㊖E
va

70.
sz
ψu
let ㊖esn

apj ㊖ara,
51

㉕77.old.
（
⎬⎭︸)

ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
民
劇
場
へ
の
補
助
案
に
対
し
て
、
セ
ル
ビ
ア
人
議
員
が
ウ
ー
イ
・
ヴ
ィ
デ
ー
ク
（
現
ノ
ヴ
ィ
・

サ
ド
）
の
セ
ル
ビ
ア
国
民
劇
場
へ
の
補
助
を
要
求
し
た
際
に
、
デ
ア
ー
ク
は
文
化
振
興
を
社
会
が
寄
付
で
行
う
よ
う
求
め
た
。
デ
ア
ー
ク

党
は
、
デ
ア
ー
ク
に
反
し
て
、
政
府
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
文
化
優
遇
策
を
支
持
し
た
。O

G
Y

K
H

n
apl ㊖oja,

1865

㉕68.X
.k
ψot.312

㉕316.

old.

（1868.novem
ber
14.);

K
㊖O
N

Y
I,

op.
cit

●

,
92

㉕96.old.

（
⎬⎭⎧)

ハ
ン
ガ
リ
ー
国
民
劇
場
を
め
ぐ
る
同
様
の
案
件
で
。O
G

Y
K

H
n

apl ㊖oja,
1872

㉕75.X
V
I.k
ψot.161

㉕172.old.

（1875.
㊖aprilis

13.)

テ
ィ
サ
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
の
は
、
少
数
民
族
議
員
が
ⅷ
民
族nem

zetis
㊖eg

ⅸ
で
は
な
く
ⅷ
国
民nem

zet

ⅸ
を
名
乗
っ
た
こ

と
だ
っ
た
。

（
⎬⎭⎨)

S
ZA

B
㊖O,
れI.r
㊖esz
(1867┡1918)─,

136,
140

㉕144.old.

（
⎬⎭⎩)

選
挙
区
の
規
模
に
大
き
な
差
が
存
在
し
、
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
の
小
規
模
な
選
挙
区
は
、
特
に
腐
敗
選
挙
区
（
与
党
候
補
が
容
易

に
勝
て
る
選
挙
区
）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。Ifj.B

ERT
㊖EN

Y
I
Iv
㊖an,れ»K

㊖epvisel ㊖㊖oi
im
port«

E
rd
㊖elyben,

avagy
az
uni ㊖o

egyik

velej ㊖ar
㊖oja─,

T
rad
㊖ıci ㊖o

㊖es
m

od
ern

iz
㊖aci ㊖o

a
X

V
III

㉕XX
.

sz
㊖aszad

ban
,
szerkeszt ㊖㊖ok:

B
O

DN
㊖A
R
E
rzs
㊖ebet

㉕D
EM

ET
ER
G
㊖a-

bor,
B
udapest:

H
ungarovox,

2008,
202

㉕213.old.

（
⎬⎭︸)

但
し
、
党
規
律
に
従
順
な
与
党
議
員
に
対
す
る
ⅷ
マ
ム
ル
ー
ク
ⅸ
と
い
う
蔑
称
は
、
デ
ア
ー
ク
党
時
代
か
ら
存
在
し
た
。
チ
ェ
ン
ゲ

リ
や
ロ
ー
ニ
ャ
イ
の
こ
の
語
の
用
い
方
を
参
照
。C

SEN
G

ERY,
op.

cit

●

,
346.old.;

C
IEG

ER,
れA
politika

forg
㊖osz ㊖ınpad

㊖an─,
494.

old.

こ
の
点
で
著
書
に
お
け
る
注
記
（
マ
ム
ル
ー
ク
〔
テ
ィ
サ
の
支
持
者
〕）
は
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
。C

IEG
ER,

L
㊖on

yay

M
en

yh
㊖ert,
412.old.

（
⎬⎭㏌)

B
ψO
L ψO

N
Y
J
㊖ozsef

㉕H
U

BA
I
L
㊖aszl ㊖o,

M
agyarorsz

㊖ag
korm

㊖an
yai

1848

㉕2004,
B
udapest:

A
kad
㊖em
iai
K
iad
㊖o,
2004

5.

（
⎬⎭㌅)
H

A
JDU
T
ibor,

れF
ej ㊖erv

㊖ary
G
㊖eza
karrierje,

avagy
m
ik
㊖epp
lehetett

egy
m
agyar

F
erenc

J
㊖ozsef

kedvence─,
H

ad
-

t ψort ㊖en
elm

i
K
ψozlem

㊖en
yek,

117.
㊖evf.2004.1.sz.3

㉕59.old

●

,
l ㊖asd

30

㉕31.old.

そ
の
代
わ
り
、
テ
ィ
サ
は
次
官
に
文
官
の
自
由
党

政
治
家
を
就
け
た
。
フ
ェ
イ
エ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
リ
は
一
八
八
四
年
か
ら
一
九
〇
三
年
ま
で
、
足
掛
け
二
〇
年
に
わ
た
っ
て
歴
代
自
由
党
内
閣

の
下
で
国
防
相
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
。

（
⎬︸⒣)

こ
の
い
わ
ゆ
る
ⅷ
大
防
衛
力
法
論
争
ⅸ
に
つ
い
て
は
、S

ZA
T

M
㊖A
RI
M
㊖or,

H
㊖u
sz

eszten
d
㊖㊖o

parlam
en

ti
vih

arai,
[B
u-
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dapest]:
A
m
icus

K
iad
㊖as,
1928,

85

㉕122.old;
A

PPO
N

Y
I,

op.
cit

●

,
169

㉕181.old.;
H

A
JDU,

T
isztikar

㊖es
k
ψoz
㊖eposzt ㊖aly,

95

㉕97,
294,

301.old.
（
⎬︸⎬)

一
八
六
八
年
の
防
衛
力
法
は
七
八
年
に
失
効
す
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
経
済
妥
協
の
議
会
審
議
が
長
引
い
た
た
め
、
一
年
延
長
さ
れ
、

七
九
年
に
更
新
さ
れ
た
。

（
⎬︸⎭)

O
G

Y
K

H
irom

㊖an
yai,

1887

㉕92.IX
.k
ψot.91

㉕142.old.

（
⎬︸︸)

S
ZA

B
㊖O
D
㊖aniel,

れA
v
㊖eder

㊖㊖ot ψuntet ㊖esek
r
㊖esztvev

㊖㊖oi─,
K

orall,
17.sz.2004.43

㉕60.old.

（
⎬︸⎧)

O
G

Y
K

H
n

apl ㊖oja,
1887

㉕92.V
III.k

ψot.283

㉕285.old.

（1889.febru
㊖ar
18.),

394.old.

（1889.febru
㊖ar
21.),

IX
.

k
ψot.61

㉕69.old.
（1889.febru

㊖ar
26.),

225

㉕230.old.

（1889.m
㊖arczius

26.);
O

G
Y

K
H

irom
㊖an

yai,
1887

㉕92.X
IV
.k
ψot.

7,
25.old.

一
九
一
三
年
に
出
版
さ
れ
た
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
伝
の
著
者
は
、
法
案
第
一
四
条
の
変
更
を
勝
ち
取
っ
た
の
は
、
君
主
に
謁
見
し

た
（
既
に
ほ
ぼ
政
界
を
引
退
し
て
い
た
）
老
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
だ
っ
た
と
示
唆
す
る
が
、
典
拠
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。W

ERT
H

EIM
ER
E
de,

G
r
㊖of

A
n

d
r
㊖assy

G
yu

la
㊖elete

㊖es
kora,

III.k
ψot

●

,
B
udapest:

M
agyar

T
udom

㊖anyos
A
kad
㊖em
ia,
1913,

409

㉕410.old.

（
⎬︸⎨)

A
PPO

N
Y

I,
op.

cit

●

,
177.old.;

O
G

Y
K

H
n

apl ㊖oja,
1887

㉕92.V
II.k
ψot.227

㉕236.old

●

,
l ㊖asd

232.old.

（1889.janu
㊖ar

11.)

（
⎬︸⎩)

A
PPO

N
Y

I,
op.

cit

●

,
147

㉕148,
174

㉕175.old.;
M
㊖EREI,

M
agyar

politikai
p
㊖artprogram

m
ok,
1934,

51

㉕59.old.

（
⎬︸︸)

サ
パ
ー
リ
は
、
財
政
運
営
を
批
判
さ
れ
て
、
一
八
八
七
年
に
蔵
相
を
辞
任
し
て
か
ら
、
一
時
期
、
閣
内
を
去
っ
て
い
た
。
こ
の
時
に

農
務
省
が
商
務
省
（
正
式
に
は
農
・
工
・
商
務
省
だ
っ
た
が
、
国
王
主
催
の
閣
議
、
い
わ
ゆ
る
王
冠
会
議koronatan

㊖acs

の
⒡
⒢
従
っ

て
、
ド
イ
ツ
語
の
⒡
⒢
閣
議
録
で
は
大
臣
はH

andelsm
inister

と
略
記
さ
れ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
で
の
通
称
も
商
務
省
・
商
務
相
だ
っ

た
）
か
ら
分
離
さ
れ
、
運
輸
省
（
正
式
に
は
公
共
事
業
・
交
通
省
）
が
商
務
省
に
統
合
さ
れ
た
。

（
⎬︸㏌)

シ
ラ
ー
ジ
は
、
ア
ポ
ニ
と
の
個
人
的
な
対
立
か
ら
穏
健
野
党
を
離
党
し
、
防
衛
力
法
論
争
で
は
無
党
派
の
野
党
議
員
と
し
て
発
言
し

て
い
た
。A

PPO
N

Y
I,

op.
cit

●

,
150

㉕155.old.

（
⎬︸㌅)
K

O
Z
㊖A
RI,

T
isza

K
㊖alm
㊖an
..

●

,
508.old.

（
⎬⎧⒣)

一
八
七
九
年
の
国
籍
法
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
外
に
一
〇
年
以
上
滞
在
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
籍
の
維
持
を
望
む
意
思
表
示
を
し
な
い

場
合
に
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
籍
を
失
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
コ
シ
ュ
ー
ト
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
籍
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
た
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独
立
党
議
員
の
質
問
に
対
し
て
、
テ
ィ
サ
は
名
誉
県
民
・
名
誉
市
民
の
称
号
を
贈
ら
れ
て
、
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
こ
と
を
、
国
籍
法
に
い

う
国
籍
維
持
の
意
思
表
示
と
見
做
し
て
い
る
と
説
明
し
た
が
、
そ
れ
を
法
文
で
明
示
す
る
よ
う
要
求
し
た
独
立
党
議
員
に
、
テ
ィ
サ
は
国

籍
法
の
改
定
に
当
た
っ
て
そ
の
点
を
考
慮
す
る
と
確
言
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
に
コ
シ
ュ
ー
ト
が
書
簡
で
、
自
ら
を
フ
ェ
レ
ン
ツ
・

ヨ
ー
ジ
ェ
フ
（
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
）
の
臣
民
と
は
認
め
な
い
こ
と
、
国
制
の
現
状
を
合
法
と
認
め
な
い
こ
と
を
表
明
し
た
こ
と
で
、

コ
シ
ュ
ー
ト
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
籍
を
維
持
す
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
に
な
っ
た
。
国
籍
法
の
改
定
に
当
た
っ
て
、
テ
ィ
サ
は
、
名
誉
県

民
・
名
誉
市
民
の
称
号
を
受
け
取
る
こ
と
を
国
籍
維
持
の
意
思
表
示
と
見
做
す
が
、
こ
の
こ
と
が
法
的
義
務
を
免
除
す
る
も
の
で
は
な
い

と
い
う
文
言
の
挿
入
を
提
案
し
た
の
に
対
し
て
、
他
の
閣
僚
は
こ
の
文
言
の
前
段
に
遡
及
効
が
発
生
す
る
こ
と
を
懸
念
し
て
、
こ
れ
を
不

要
と
主
張
し
た
。L
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Ibid
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閣
内
対
立
が
顕
に
な
っ
た
閣
議
の
後
で
シ
ラ
ー
ジ
と
会
っ
た
独
立
党
系
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
サ
ト
マ
ー
リ

は
、
テ
ィ
サ
を
挫
折
さ
せ
た
シ
ラ
ー
ジ
の
喜
ぶ
様
を
伝
え
、
彼
の
底
意
を
強
調
す
る
。S
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フ
ェ
レ
ン

ツ
・
ヨ
ー
ジ
ェ
フ
（
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
）
は
、
一
八
四
九
年
に
彼
か
ら
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
位
を
剥
奪
し
た
コ
シ
ュ
ー
ト
を
決
し
て
許
さ

な
か
っ
た
し
（
四
九
年
四
月
に
公
表
さ
れ
た
廃
位
宣
言
の
作
成
に
参
加
し
た
人
物
の
中
に
、
ゴ
ロ
ヴ
ェ
・
イ
シ
ュ
ト
ヴ
ァ
ー
ン
が
い
る
）、

ハ
ン
ガ
リ
ー
国
内
で
コ
シ
ュ
ー
ト
崇
拝
が
広
ま
る
の
を
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
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（
⎬⎧⎭)

基
本
的
に
選
挙
区
レ
ベ
ル
の
組
織
に
候
補
者
選
定
の
権
限
が
あ
り
、
中
央
組
織
（
議
員
か
ら
互
選
さ
れ
る
執
行
委
員
会
）
は
調
整
に

当
た
る
程
度
だ
っ
た
。
県
や
選
挙
区
の
地
方
組
織
の
派
遣
団
が
参
加
し
た
全
国
大
会
を
開
催
す
る
試
み
は
野
党
に
し
か
見
ら
れ
ず
、
当
該

時
期
で
は
一
八
七
二
年
三
月
の
中
道
左
派
の
ⅷ
全
国
左
派
大
会
ⅸ
と
、
七
四
年
五
月
の
最
左
派
の
（
合
同
国
制
野
党
が
独
立
党
の
名
称
を

採
択
し
た
）ⅷ
全
国
野
党
人
民
集
会
ⅸ
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。S
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例
え
ば
、
ギ
ツ
ィ
と
選
挙
区
コ
マ
ー
ロ
ム
市
、
ア
ポ
ニ
と
選
挙
区
（
八
一
年
以
降
は
ヤ
ー
ス
ベ
レ
ー
ニ
市
）
の
有
力
者
・
有

権
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と
の
関
係
に
つ
い
て
、S
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他
方
で
、
与
党
候
補
を
当
選
さ
せ
る
の
は
県
知
事
の
役
割
だ
っ
た
。

四
九
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ロ
ー
ニ
ャ
イ
の
選
挙
区
の
あ
る
ベ
レ
グ
県
の
地
方
政
治
エ
リ
ー
ト
（
内
相
の
任
命
す
る
県
知
事
、
県
議
会
選
出
の
副
知
事
、
国
会
議
員
）

に
つ
い
て
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プ
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（
⎬⎧︸)
政
党
シ
ス
テ
ム
上
で
、
他
国
と
の
関
係
が
こ
の
よ
う
な
規
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
事
例
と
し
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
、
一
九
二
一
年
の
対
英
条
約
へ
の
賛
成
・
反
対
が
ク
マ
ン
・
ナ
・
ゲ
ー
ル
（
フ
ィ
ネ
・
ゲ
ー

ル
）
と
フ
ィ
ア
ナ
・
フ
ォ
ー
ル
の
間
の
主
要
な
対
立
軸
を
構
成
す
る
。C
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eter
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